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鋸南町告示第６０号 

  

 平成２６年第６回鋸南町議会定例会を、次のとおり招集する。 

   

平成２６年１２月５日 

 

鋸南町長  白 石  治 和 

 

１ 期 日  平成２６年１２月１０日 午前１０時 

２ 場 所  鋸南町役場議場 
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平成 26 年第６回鋸南町議会定例会議事日程〔第１号〕 

 

 平成 26 年１２月１０日 午前１０時開会 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  諸般の報告 

日 程 第 ４  一 般 質 問 [６名] 

①  ２番 小藤田一幸 議員 

②  ４番 鈴 木 辰 也 議員 

③  ３番 緒 方  猛 議員 

④  １番 渡 邉 信  議員 

⑤  ９番 笹 生 正 己 議員 

⑥１２番 三 国 幸 次 議員 

 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

 

出席議員（12 名） 

１ 番 君  ２ 番 小 藤 田 一 幸 君 

３ 番 緒 方  猛 君  ４ 番 鈴 木 辰 也 君 

５ 番 手 塚  節 君  ６ 番 黒 川 大 司 君 

７ 番 伊 藤 茂 明 君  ８ 番 松 岡 直 行 君 

９ 番 笹 生 正 己 君  10 番 平 島 孝 一 郎 君 

11 番 中 村  豊 君  12 番 三 国 幸 次 君 

 

 

欠席議員（０名） 

 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 白 石 治 和 君  副 町 長 川 名 吾 一 君 

教 育 長 富 永 清 人 君  会 計 管 理 者 篠 原 一 成 君 

総務 企画 課長 内 田 正 司 君  税 務 住 民 課 長 福 原 傳 夫 君 

保健 福祉 課長   地 域 振 興 課 長 菊 間 幸 一 君 
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教 育 課 長 前 田 義 夫 君  水 道 課 長 山 﨑 友 之 君 

監 査 委 員 川 名 洋 司 君  総 務 管 理 室 長 福 原 規 生 君 

     

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局 

事 務 局 長 増 田 光 俊  書 記 醍 醐 陽 子 
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……… 開 会・午前１０時００分 ……… 

〔開会のベルが鳴る〕 

 

     ◎開会の宣言 

 

○議長（伊藤茂明） 

 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は 11 名です。 

 定足数に達しておりますので、平成 26 年第６回鋸南町議会定例会を開会いたします。 

 なお、９番 笹生正己君より遅刻の届が出ております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議案の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 配付漏れなしと認めます。 

 本日は、区長会から傍聴の申し出がありまして、許可いたしました。 

 なお、傍聴席については定員 28 名のほかに 12 席を用意してあります。したがって、

40 名までを許可いたしたいと思いますので、御了承願います。 

 なお、傍聴席の皆様には、お願い申し上げますが、傍聴規則に従い静粛に傍聴いただ

くようにお願い申し上げます。 

 なお、携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定をお願い申し上げます。 

 

 

     ◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（伊藤茂明） 

 これより日程に入ります。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」をいたします。 

 今定例会の会議録署名議員は会議規則第 120 条の規定により、 

 ５番 手塚節君、１０番 平島孝一郎君の両名を指名いたします。 

 

 

     ◎会期の決定 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第２「会期の決定」を行います。 
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 この件につきましては、去る 12 月３日午前 10 時から議会運営委員会が開催され、協

議されておりますので、今定例会の会期及び日程について、議会運営委員長から報告を

求めます。 

 議会運営委員会委員長 君。 

         〔議会運営委員会委員長 君 登壇〕 

○ 君） 

 皆さんおはようございます。 

 それでは、議長から報告の求めがありましたので、去る 12 月の３日午前 10 時から議

会運営委員会を開き、平成 26 年第６回鋸南町議会定例会の会期及び日程等について、協

議をいたしましたので、御報告いたします。 

 今定例会の会期は、本日から 17 日までの８日間とし、日程はお手元に配付されており

ます議事日程により行います。 

 今定例会には、町長提出議案 15 件が提出されております。 

 本日はこの後、町長から今定例会に提出された議案に対する提案理由の説明及び諸般

の報告を求めた後、一般質問を行い本日は、散会をしたいと思います。 

 12 月の 11 日から 16 日は、議案調査のため休会とし、12 月の 17 日は午前 10 時から会

議を開き、議案第１号から議案第 15 号まで、順次上程の上、質疑、討論の後、採決を願

いたいと思います。 

 次に、一般質問でありますが、一般質問一覧表のとおり、今定例会には小藤田一幸君、

鈴木辰也君、緒方猛君、笹生正己君、三国幸次君と私、渡邉信廣の６名から通告がなさ

れております。 

 一般質問の時間は、答弁時間を含め 60 分以内とし、１回目の質問時間は 15 分以内と

いたします。また、再質問は一問一答方式で、回数は定めないことといたします。 

 以上、簡単ではありますが、議会運営委員会での協議結果を御報告申し上げるととも

に、議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長としての報告を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、今定例会の会期は、本日か

ら 17 日までの８日間といたします。 

 次に一般質問でありますが、今定例会には６名の諸君から通告がなされております。

一般質問の時間は 60 分以内とし、１回目の質問時間は 15 分以内。再質問は一問一答方

式で回数は定めないことにいたします。 

 お諮りします。 

 ただいま申し上げましたとおり決定することに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、今定例会の会期は、本日から 17 日までの８日間と決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 

 

……… 休憩・午前１０時０６分 ……… 

……… 再開・午前１０時０６分 ……… 

 

 

○議長（伊藤茂明） 

 ただいまの出席議員は 12 名です。 

 

 

     ◎諸般の報告 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第３「諸般の報告」をいたします。 

 議長としての報告事項を申し上げます。 

 今定例会に説明要員として、出席通知のありました者の職・氏名は別紙報告書で報告

したとおりです。 

 今定例会に際し、町長から議案に対する提案理由の説明並びに諸般の報告について、

発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 町長 白石治和君。 

〔町長 白石治和君 登壇〕 

 

 

     ◎提案理由の説明並びに諸般の報告 

 

○町長（白石治和君） 

 皆さんおはようございます。 

 本日、ここに平成 26 年第６回鋸南町議会定例会をお願いをいたしましたところ、議員

各位には、公私とも御多用のところ、御出席を賜りまして厚く感謝を申し上げる次第で

ございます。 

 本定例会に、町長として 15 件の議案を提案をさせていただいておりますので、その概

略について御説明を申し上げます。 

 議案の第１号「専決処分の承認を求めることについて（平成 26 年度鋸南町一般会計補

正予算（第３号）について）」でございますが、所得税等納付金及び 10 月６日の台風 18
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号による各施設の修繕料、7,100。718 万 7,000 円を、10 月 21 日付で専決処分をいたし

ましたので、議会の御承認をお願いをするものでございます。 

 議案の第２号「専決処分の承認を求めることについて（平成 26 年度鋸南町一般会計補

正予算（第４号）について）」でございますが、12 月 14 日執行の衆議院議員選挙執行経

費 748 万 3,000 円を、11 月 21 日付で専決処分をいたしましたので、議会の御承認をお願

いするものでございます。 

 議案の第３号「鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例の制定について」で

ございますが、現在、事業を進めております、都市交流施設について、指定管理者によ

る管理、利用料金等の規定をするものでございます。 

 議案の第４号は「鋸南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について」でございますが、保育所や幼稚園等の「特定教育・

保育施設」及び「特定地域型保育事業」にかかる、運営基準等を定めるものであります。 

 議案の第５号「鋸南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について」でありますが、町認可による、「地域型保育事業」の設置及び運営に関す

る基準を定めるものでございます。 

 議案の第６号「鋸南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について」でございますが、新制度における学童保育所の設備・運営に関す

る基準を定めるものでございます。 

 議案の第７号「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」でありますが、千葉県人事委員会の勧告に基づき条例の改正をお願いするもので

す。若年層を重点に、平均 0.42％の給料表の引き上げ改定及び勤勉手当を 0.15 カ月引き

上げ改定をするものであります。 

 議案の第８号「鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」でございますが、期末手当を 0.15 カ月引き上げ改定するものであり

ます。 

 議案の第９号「鋸南町税条例の一部を改正する条例の制定について」でございますが、

地方税法の一部改正に伴い、個人住民税の寄付金控除の対象となる法人の追加及び軽自

動車税・小型特殊自動車の税率を引き上げようとするものであります。 

 議案第 10 号「鋸南町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」で

ありますが、子ども医療費に係る通院の助成枠を現行の「小学３年生まで」から「中学

３年生まで」に拡大し、これに伴い所得制限を設けるほか、課税世帯にあっては、自己

負担額を一律 300 円とするものです。 

 議案 11 号「安房郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について」であり

ますが、広域圏事務組合における、共同処理事務に関する規約変更に伴い、関係市町村

と協議のため、議会の議決をお願いをするものであります。 

 議案の第 12 号「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第５号）について」でござい
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ますが、1,460 万 6,000 円を増額補正し、補正後の総額を 50 億 2,063 万 1,000 円とする

ものでございます。 

 初めに、歳出の主なものを説明申し上げます。 

 各費目にわたる人件費につきましては、給与改定及び職員の人事異動等により、総額

では 954 万 5,000 円の増額をするものであります。 

 総務費では、旧一中跡地への倉庫建設に係る設計及び地質調査委託費として 58万 9,000

円をお願いをいたしました。 

 旧一中校舎解体事業については、工事費が確定したことにより、マイナスの 2,728 万

円の減額をするものであります。都市交流施設整備事業では公有財産購入費及び建物移

転補償費で 1,270 万 3,000 円をお願いをいたしました。 

 社会保障・税番号制度関係ではシステム改修委託費 11 万 1,000 円の増額及び中間サー

バ利用等負担金 66 万 3,000 円をお願いをし、国民年金システム導入委託料 100 万 1,000

円の他、来年４月 12 日執行予定の千葉県議会議員選挙費 167 万 1,000 円をお願いしまし

た。 

 民生費では、介護会計への繰出金 81 万 8,000 円、農林水産業費では、岩井袋漁港西護

岸転落防止柵設置工事費 120 万円をお願いをしました。 

 次に、教育費ですが、小学校費では、鋸南小駐車場用地として借り受けていた土地を

農地に復元するため、重機借上料 43 万 2,000 円等をお願いをいたしました。 

 中学校費では、校内放送チャイム等の修繕料 56 万 7,000 円を計上しております。 

 災害復旧費では、大崩地先・町道 4043 号線の道路災害復旧工事費 800 万円をお願いを

いたしました。 

 次に歳入でありますが、歳出に充当する特定財源以外では、普通交付税１億 228万 9,000

円、前年度繰越金 4,510 万 9,000 円、宝くじ交付金 617 万円を計上をいたしました。 

 歳入歳出調整後、余剰金１億 5,350 万 8,000 円が生じましたので、財政調整基金繰入

金を減額いたします。 

 今補正後の財政調整基金の残高は７億 4,403 万 5,000 円を予定しております。 

 議案第 13 号「平成 26 年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」

でございますが、124 万 9,000 円を増額し、補正後の総額を、12 億 9,458 万 2,000 円に

しようとするものでございます。 

 補正の主なものは、一般被保険者保険料過年度分還付金 141 万 9,000 円を増額するも

のであります。 

 議案の第 14 号「平成 26 年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第２号）について」

でございますが、81 万 8,000 円を増額し、補正後の総額を、11 億 9,979 万 7,000 円にし

ようとするものであります。 

 補正の主な内容は、給与改定に伴う、人件費 81 万 8,000円を増額するものであります。 

 議案第 15 号「平成 26 年度鋸南町水道事業会計補正予算（第１号）について」であり
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ますが、収益的支出で、給与改定及び人事異動に伴い職員給与マイナス 348 万円を減額

するものでございます。 

 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長から説明

をいたさせますので、よろしく、御審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 この際、諸般の報告を申し上げます。 

 初めに、町政報告会について御報告を申し上げます。 

 10 月 20 日から 12 月２日まで、各行政区 24 カ所において区長さんをはじめ各区の役員

の皆様の御協力をいただきまして開催をさせていただきました。また、議員各位にも御

出席いただき無事終えることができ感謝申し上げます。 

 報告の内容は、一般会計、国民健康保険特別会計等の状況をはじめ、笑楽の湯の温泉

化、鋸南病院の改修、介護予防事業、そして有害鳥獣被害の状況等の「町政について」。 

 また、現在進めております都市交流施設事業の施設整備の理由、目的、完成予定図、

事業費等について報告をさせていただきました。 

 町民の方々の参加は 586 名で、有害獣対策、旧一中の跡地利用、人口減対策、地区コ

ミセンの建設補助制度、汚染土壌処理施設、交流施設の収支・雇用見込み、直売所の運

営体制等の質問や御意見等をいただきました。 

 今後の町政に活かしていきたいと考えております。 

 次に、有害鳥獣駆除実施隊の活動について御報告をいたします。 

 実施隊は、本年９月の定例議会において、非常勤特別職の報酬の一部改正を行い、実

施隊員に係る報酬についても加えさせていただいたところでございます。 

 そして、９月 12 日に 30 名の方を実施隊員に任命し、10 月 12 日から、元名・中佐久間・

江月地区で、３回に渡って捕獲を実施し、延べ 57 名が出動をしております。 

 成果は、イノシシ５頭、シカ６頭、キョン１頭を捕獲をいたしました。今後も有害鳥

獣被害が低減するよう、実施隊の皆さんの活躍を期待しております。 

 次に、都市交流施設整備事業について御報告をいたします。 

 旧保田小学校を活用して整備する都市交流施設において、新鮮で安心安全な農産物や

加工品などを供給するため、出荷組合が設立されました。 

 設立総会は、去る 11 月 11 日に開催をされ、組合会則や販売要項を定め、併せて役員

の選出も行われました。会長には、元名の篠原茂幸さん、そして、その他 10 名の方々が

役員として選出されました。 

 鋸南町ならではの魅力的な直売所づくり、そしてお客様に満足いただける商品の供給

に御尽力をいただきたいと存じます。 

 次に、第 62 回千葉県乳牛共進会について御報告いたします。 

 11 月 20 日、千葉市にあります千葉県家畜市場で開催されました、千葉県内 10 支部か

ら選抜された 72 頭が出品されました。 

 部門別に乳房・骨格、さらに歩き方など個体のバランスを比較し、審査が行われまし
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た。 

 鋸南町からは安房郡市の代表として２頭が出品となり、鈴木修さんのネルエーカー

ス・ダミオン・カラー号が、未経産第１部において、県のチャンピオンとなりました。 

 そして、千葉県代表として 11 月 12・13 日に茨城県の中央家畜市場で開催された、関

東地区ホルスタイン共進会に出場をいたしました。関東大会では、第１部未経産牛に出

品された 11 頭の中、２等賞１席を受賞をされました。誠におめでとうございます。 

 次に、「地域活性化講演会」について御案内申し上げます。 

 12 月 15 日月曜日、中央公民館多目的ホールにおいて開催をさせていただきます。 

 講師は、ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」で紹介され、多数テレビ等に御出

演されている木村俊昭氏で、小樽市職員を経て、内閣府などで御活躍、現在は全国 120

箇所以上で講演、現地のアドバイス等を行っておられます。 

 今後の町活性化に向け、有意義な講演となりますよう、御来場いただきたく思います。 

 次に、第 35 回鋸南町農業祭について申し上げます。 

 １月 17 日土曜日と 18 日日曜日の二日間、農産物の栽培技術や品質の向上、農業の近

代化と地域農業の発展を目的に中央公民館で開催をいたします。 

 併せて、友好都市辰野町の「ほたるの里 特産品フェア」も開催されますので、多数

の御来場をお待ちいたしております。 

 次に、町内一斉清掃について御報告をいたします。 

 去る、12 月７日日曜日に行われました一斉清掃でございますが、可燃ゴミやビン・缶

等含めまして、約 6.5 トンのゴミが収集されました。御協力をいただきました関係者の

方々、町民の皆様、大変御苦労様でございました。感謝申し上げる次第でございます。 

 今後も、この事業を通して、官民一体となっての環境美化に努めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、年末から年始にかけての行事につきまして御案内申し上げます。 

 初めに、鋸南町の花まつりについては、第一章の「水仙まつり」を 12 月 20 日から２

月８日までの期間、第二章の「頼朝桜まつり」を２月 21 日から３月 15 日までの期間、

最終章の「さくらまつり」は３月 21 日から４月 13 日までを期間として実施されます。 

 各まつりの期間中にはＪＲがビュー商品として「水仙ハイキング」、そして「頼朝桜ハ

イキング」を実施をいたします。 

 また、水仙まつりイベントは、１月 11 日に江月水仙広場にて、１月 18 日には佐久間

ダム公園にて予定をされております。さらに、竹灯篭まつりは３月７日に保田川、権現

橋周辺で実施される予定でございます。 

 今年も多くの観光客が当町を訪れますよう期待をしております。 

 次に、出初式について、申し上げます。 

 １月４日日曜日午前 10 時から、岩井袋町民運動場を会場として行います。是非、御覧

いただきたいと思います。 
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 次に、健康・福祉まつりについて、申し上げます。 

 「健康まつり」と「社会福祉大会」の合同開催として、今年で７回目となります「鋸

南町健康・福祉まつり」を、１月 31 日土曜日中央公民館で開催をいたします。多彩な催

しを通じ、町民の皆さんに健康と地域福祉への関心を高めていただきたいと思います。 

 次に、教育委員会関係について、申し上げます。 

 初めに、新春マラソン記録会について、申し上げます。 

 正月恒例の新春マラソン記録会は、１月 11 日日曜日午前 10 時から鋸南中学校を会場

に行います。１キロ・２キロ・３キロ・４キロの各コースを設定しておりますので、個々

の体力に応じて参加できます。 

 今回も大勢の参加を期待しております。 

 次に、成人式について、申し上げます。 

 １月 11 日日曜日午後２時から中央公民館で成人式を行います。 

 今回は、93 名の方々が成人の仲間入りとなり、恩師からのビデオレターを上映し、新

成人の門出を祝っていただきます。 

 また、御自身も成人を迎える観光大使を務めＢＯＳＯ娘で活躍中の「二宮はな」さん

も成人の主張を予定しております。 

 次に、第 54 回鋸南町青少年健全育成柔剣道大会が、１月 25 日日曜日、鋸南中学校を

会場に開催され、町内外から大勢の小・中学生が訪れます。 

 鋸南町の児童・生徒の活躍を期待しております。 

 最後に、菱川師宣記念館の特別展について、申し上げます。 

 １月２日金曜日から３月１日日曜日まで、前期・後期の２期に分けまして、特別展「め

でた・おもしろ・江戸絵画展」を開催いたします。江戸時代、健康・長寿・繁栄を願っ

てユーモアに富んだ「めでたおもしろ絵」がもてはやされたことから、新春にちなんで

縁起の良い、おめでたい絵画の数々を御紹介します。 

 ぜひ、御観覧いただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 よろしく、お願いを申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 町長から、提案理由の説明、並びに諸般の報告がありましたが、報告事項で確認した

いことがございますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 特にないようですので、以上で諸般の報告を終了いたします。 
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     ◎一般質問 

     ◎２番 小藤田一幸君 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第４ 一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は、一般質問一覧表のとおり６名の諸君から通告がなされており

ますのでこれより質問を許します。 

 初めに小藤田一幸君の質問を許します。 

 質問席へ移動してください。 

 ２番 小藤田一幸君。 

〔２番 小藤田一幸君 質問席に着席〕 

【ベルが鳴る】 

○２番（小藤田一幸君）  

 それでは、都市交流施設建設について、５点質問をさせていただきます。 

 まず１点目です。 

 ６月補正予算で計上された都市交流施設建設工事費について、現在建設資材や人件費

が上昇していることから、入札を執行する段階で設計内容が見直しされたような部分が

あるか。 

 ２点目、都市交流施設のオープンは来年秋の予定だが、この事業により地域での雇用

が何人くらい生まれるものと、見込んでいるのか。 

 ３点目、指定管理者に対しては、維持管理費として見込んでいる年間の委託料の金額

は。また、指定管理者との契約期間は何年か、及び収益の状況によっては指定管理者が

撤退することも想定しているのか。 

 ４点目、直売所の野菜売り場面積はどの程度か。また、現時点で農産物（加工品・仕

入れ品）の出品を予定している方々の数は。 

 ５点目、町政報告会では交流施設整備事業をメインに、24 会場にもわたってきめ細か

く住民の皆さんに説明した。その中で住民の皆さんはこの事業に対して、どのような反

応があったのか。賛成意見やそうでない意見もあったと思うが、それぞれの意見に対し

て町長の率直な感想は。 

 以上５点を質問いたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 小藤田一幸君の質問について、町長から答弁を願います。 

 町長 白石治和君。 

             〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 小藤田一幸議員の一般質問に答弁をいたします。 
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 「都市交流施設建設について」お答えいたします。 

 御質問の１点目の、「６月の補正予算で計上された都市交流施設建設工事費について、

現在建設資材や人件費が上昇していることから、入札を執行する段階で設計内容が見直

しされたような部分はあるか」についてでございますが、設計業務を委託した時点から、

建設資材や人件費の高騰の懸念があり、それらを踏まえた設計、積算業務に取り組んで

まいりました。 

 しかしながら、11 月 28 日に執行した工事の入札では、予定価格に達する応札がなく、

落札業者がいない不調に終わりました。 

 本町の入札に限らず、建設資材等の市場価格が積算単価を上回る状況にあって、入札

が不調となる結果が生じているように伺っております。 

 さて、御質問の「見直しをされたような部分はあるか」でございますが、各施設の備

品や仕様などの追加、変更について、設計事業者と協議を行い、最終的な成果品を整え

ましたが、入札をする段階で建設資材等の上昇に伴う設計内容の変更は行っておりませ

ん。 

 御質問の２点目、「地域での雇用が何人くらい生まれるものと、見込んでいるのか」に

ついてでございますが、指定管理の候補者が行った人件費の試算では、社員、パートを

併せ 27 名としております。このほか、施設内ではテナント店舗での雇用が想定されます

ので、40 名程度の方が新たに雇用されるものと見込んでおります。 

 御質問の３点目、「指定管理者に対する年間の委託料の金額は。また、指定管理者との

契約期間は何年か、及び収益の状況によって指定管理者が撤退することも想定をしてい

るのか」についてでありますが、指定管理者に対する年間の委託料は、指定管理者とし

て議決をいただいた後に、双方協議の上、協定書の締結によって指定管理料を支払うこ

ととなっております。 

 現時点で、指定管理の候補者が試算した概算の事業収支では、初年度の平成 27 年度で

は、収入のない準備期間を含めていることから 1,500 万円程度のマイナス収支、２年目

の平成 28 年度では 400 万円程度のマイナス収支、その後、３年目以降では、利益が生じ

る試算となっています。 

 ただいま申し上げた収支の差分を指定管理料として支払うわけではなく、候補者が見

込む事業収支を参考として、今後双方で協議を行ってまいりたいと存じます。 

 契約の期間ですが、５年間とする予定でおります。 

 なお、開業が年度途中となりますので、期間を調整して、年度末の３月末を期間満了

とすることも想定をしております。撤退の想定ですが、この施設に限らず、事業者であ

る方々は、収益の状況や将来的な見込みを考慮して、事業から撤退する可能性はあると

思います。しかしながら、今回の候補者は、町が募集提案をした施設に対し、関心を示

して、事業提案をいただいているわけですから、積極的に取り組んでいただけるものと

受け止めております。 
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 御質問の４点目、「直売所の野菜売り場面積はどの程度か。また、現時点で農産物の出

品を予定している方々の人数は」についてでありますが、直売所の販売スペースなど、

実際のレイアウトは、指定管理の候補者を中心に、これから協議を始めますが、直売、

物販のスペースは、概ね 320 平米、100 坪程度となる見込みでございます。 

 また、出荷組合への加入状況でございますが、昨日現在 70 名の方に加入の申し込みを

いただきました。農作物や加工品の出品を予定をされております。 

 御質問の５点目、「町政報告会の説明を踏まえ、住民の皆さんからこの事業に対して、

どのような反応があったか。また、それぞれの意見に対する町長の率直な感想を伺う」

についてでありますが、町政報告会では、交流施設に対する町民の方々の御意見等はさ

まざまで、事業に対する懸念などの御意見がある一方で、建設的、積極的な御意見も伺

うことができました。懸念事項の中では、保田の交差点から都市交流施設に至る県道の

改良に対する要望、そして高齢化や人口が減少している中での施設運営の成功の可否な

どに関する御意見をいただきました。 

 一方、建設的な事項では、施設の活用を高めるため、ソフト事業の充実に関する御要

望や、旧鋸南一中跡地の活用方法に関する御質問もございました。 

 報告会の中で、交流施設に対する関心が低いのではないかとの御指摘も受けましたの

で、そのような観点からも、この時期に報告会を開催をし、直接御説明を行うことがで

きたことは、大変有意義であったと感じております。実際、報告会の翌日には、出荷組

合への加入申込みや問い合わせが数件あることもございました。 

 これからも機会をとらえ、積極的に情報の提供を行い、より多くの方々の参画を進め

てまいりたいと存じます。 

 役場関係者のみならず、施設の運営に関する事業者の皆様にも同様の対応を図ってい

ただけるようお願いをしてまいります。率直的な感想としましては、少子高齢化、人口

減少など、過疎化が進展している現状にあって、町民の皆さんは将来を悲観し、自ら地

域の活性化に取り組む姿勢が少なく感じました。このような現状を踏まえますと、生活

環境などの整備だけではなく、地域の核となり、地場産業や地域の活性化を図るための

施設づくりが将来に向け不可欠なものであることを改めて認識をいたしました。 

 施設の整備には、多額の町負担を伴いますので、地域の皆さんを始め、多くの方々に

利活用いただけるよう、これからも関係者とともに協議を重ねてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上で、小藤田一幸議員の一般質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 小藤田一幸君、再質問はありますか。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 ３月議会、６月議会、この２回、このえー、件について質問をさせていただいてます。
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６月、あ、３月議会でこの交流施設、総事業費が 12 億 6,000 万という答えをいただきま

した。この 12 億 6,000 万という金額は、例えば南房総市である道の駅がつくられたわけ

ですが、大体倍の値段がかかっています。決して安い金額ではありません。 

 その 12 億 6,000 万のうち、確か国の農山漁村活性化プロジェクトだとか、あるいは過

疎債を使ってできるだけ安くやるような方向だということも聞いておりますが、12 億

6,000 万のうち、町が負担する金額はいくらか教えていただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 それではお答え申し上げます。 

 現時点で平成 24 年度から 28 年度までの事業費といたしましては 12 億 6,600 万円。そ

のうち国の補助金が４億 2,000万円。あとは一般財源となるわけでございますけれども、

その残りのうちですね、５億 3,380 万円は過疎債の適用を予定をしているところでござ

います。 

 起債を除きました一般財源といたしましては、３億 1,200 万を予定しているところで

ございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

○２番（小藤田一幸君） 

 えっと、この前の６月のあれでは 10 億何千万の中で確か計算通りやると３億 4,000 万

かな。そのくらいのお金がかかる。町から。 

 したがって、後ね、何億か残りがあるんでそれをプラスした合計の金額を教えてもら

いたいんですけれども、以上です。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 えっと交流施設ですね、農山、農水省の補助金を使った交付金事業といたしましては、

補助対象事業といたしましては 12億 6,600万円で先ほどお答えをしたとおりでございま

す。 

 その他、あの、当初お示しした中ではですね、単独事業といたしまして、例えばその

県道の改修工事等で１億ほどの確か事業費として御説明を申し上げたと思いますけれど

も、事業を実施する中で特にですね、進入路に、進入にあたっての県道の改良工事等は

特に必要がないということになりましたので、そのような単費事業等が減額となります

ので、現時点では、12 億 6,600 万円の範囲でですね、事業の方は実施していきたいと予

定をしているところでございます。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 とにかく 12億 6,000万のうち町はいくら出すかっていうのを教えていただきたいと思

います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 先ほども申し上げましたが、12 億 6,600 万円のうち、国庫補助金、交付金として来る

金額は４億 2,000 万円でございます。その残りの財源といたしましては、過疎債を５億

3,300 万。残りの一般財源として、３億 1,200 万円を予定をしているところであります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 挙手願います。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 11 月 28 日に入札不調ということでしたけれども、私は３月議会でこういう質問をして

います。現在２・３割建築費が高騰しているが、総事業費はどのくらいか。総務企画課長、

12 億 6,000 万円を見込んでいます。社会的な要因などで費用が増大することは御理解願い

ます。 

 この段階ではまだもう少し値段が上がるということをあれしていただいたんですが、次

の入札はいつやるか。それから、そのときに設計の見直しはあるか。それをお聞きします。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 現在ですね、再入札に向けての準備をしております。 

 当然あの、不調ということになりましたので、設計事業者の方には設計のですね、再度

の見直しということでお願いをしてございますが、予定といたしましては１月末にですね

再入札を実施する方向で現在事務を進めているということでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 設計の見直しをいたしますか。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 設計の見直しというのがどこの範囲を示しているかわかりませんけれども、基本的に

は現在実施する設計図面、それに伴います工事を進めるということで考えておりますの

で。 

 見直しするということは、要するにその設計のですね、積算単価等につきまして再度

精査をするということで、基本的には第１回目に発注をしました建物の設計内容で事業

を進めていく予定でございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 再質問は。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 まあ設計の見直しについてはっきり聞かれませんでしたけれども、私の考えでは随分

この交流施設が手広くなっていると思います。直売所だけじゃなくて、例えば宿泊施設、

そしてまた、２階に風呂場をつくると、そういう設計になっていますんで、相当これお

金がかかるんじゃないか、私はそう思っているんですが、そういう点についてはどうい

う考えですか。 

 ちょっとお聞きします。そのまま続けるつもりですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、副町長 川名吾一君。 

○副町長（川名吾一君） 

 議会の方に特別委員会等も含めてですね、御説明しているとおりの内容で現在進めて

おります。設計的なものについて再度触れさせていただきますが、単価等の関係で、資

材の値上がり等でまあ不調が大きな原因でございますが、それらを含めてですね、設計、

これは次の発注については、入札についてはどのような形で入札をかけるかということ

について事務的に先ほど内田課長が申しましたとおりですね、進めているところでござ

います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 それでは指定管理料のことについて御質問をいたします。 

 ６月議会で約９億円の、えー、小学校施設の改修工事の補正予算が出てきました。そ

のときに議決をしたときに私は反対をした一人ですが、これはあの、指定管理料がわか

らない。これはあの、私自身は反対しかねない、くて、反対をいたしました。 
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 つまり、指定管理料というのは、交流施設には、公共施設がつくられるわけですよね、

道の駅ですから 24 時間使えるトイレだとか、それから観光案内所、休憩所、そういうも

のをつくらないと道の駅の条件が満たされませんから、認可されません。 

 それから、まあ先ほど言ったね、風呂が付くんですね、そんなあの、もともと設計が

なかったところへ２階へつくる、水物を２階へつくるわけですから、これは相当経費が

かかるかと思います。 

 で、前に言ったとおり、できたものを改修するっていうのは、ちょっと考えると安く

なるかなと思うんですが、実際には 1.5 倍くらいの値段がかかるんですよこれは。改修

費っていうのは非常にかかるんです。むしろ新しくつくった方が安いんですこれはね。 

 まあそういうことで指定管理料っていうのはこれから毎年、これ、払っていかなけれ

ばいけないんですよね、公共施設は。業者に払っていかなければいけない。それが一体

いくら払われるかっていうことに対してわからないと、何千万かかると思いますから、

私は昔、2,000 万 3,000 万はかかるって言ったんですけれどもね、わからないんですよ。 

 だから私は反対したんですけれども、まあ今回入札不調で設計がちょっとまた変わる

かもしれないんですが、この指定管理料をどのくらい考えているか。というのはですね、

何回言ってもこれ、えっと、例えばこれは議会だよりです。ちゃんと議事録が残ったや

つをそれをまとめたやつなんで嘘は言っていませんので。 

 えっとこれは３月議会ですね、私は年間町が負担する施設の管理運営費をどの程度見

込んでいるか。これに対して町長は基本設計ができていないので算出していません。続

いて６月の一般質問で、私もそれを、指定管理料を聞いたらば町長は実際の管理運営費

用については、現在進めている実施計画が整った時点で試算を示します。 

 ６月でもわかりませんでした。で、今回一般質問して、まあ一言だけ言いますと、今

後双方で協議をして、協議を行ってまいりたいと存じます。だから指定管理料わからな

いんですよこれ。でやっぱり何千万ってお金が町から出るわけですからこれ指定管理者

に対して。これがわからないということは、ちょっとこれは行政のチェック機関として

の一議員としては、賛成しかねませんので、しかし、え、ぜひこれ指定管理料いくらか

教えていただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 指定管理料につきましては、施設のですね、まああの、形態と言いますか機能、また

入るテナント、その管理運営事業者の考え方等もございますので、なかなかお示しがで

きなかったということでございます。 

 それであの、現在ですね、指定管理者の、いわゆる、まあまだ候補者でございますけ

れども、指定管理者をやっていただけるところはですね、当然プロポーザルの時点で収

支を見積もって出してきました。その後町からのオーダーですね、当然公共の部分の管
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理等、こういうテナント構成になりそうだということ、また産直所の運営等を含めまし

て、再度ですね、先ほど町長が答弁したものにつきましては 10 月 31 日時点でですね、

指定管理者側から示された収支の見込みでございます。これについてはその時点のもの

でありますので、さらに精査をしていただきまして、その収支というものが、今やって

いるところでございます。 

 それで、答弁の中にありましたとおり、初年度ですね、初年度につきましては１年フ

ルの稼働ではございませんので、11 月からの稼働と想定して、約 1,500 万ほどの収支差

があると。２年目についてはそれが 400 万円程度、３年目からは黒字になるということ

でのシミュレーションとなっているところでございます。したがいまして、その赤字分

をですね、全て町が指定管理料として補てんをするということは考えておりませんので、

まあそこにつきましては当然初期のイニシャルコスト等はどちらが負担するんだという

ような、細部にわたっての協議は今からなされるわけでございます。それで明確に今い

くらの指定管理料ということにつきましては、ちょっと今私もこの時点ではお答えでき

ませんが、ある一定のラインについてということであれば、もう９月の議会でお答えを

させていただいておりますので、当然それ以下に収まるような形になります。 

 それで後町が持ち出しになるんじゃないかということの御質疑でございますけれども、

当然３年目・４年目・５年目の収支につきましては、黒字ということになりますので、

その黒字の中でですね、逆に町の方に交付金として指定管理者の方が納めてくれるとい

うようなことが、今の収支の計画となっております。 

 ちょっと今の時点でお答えできるのは、ちょっと明確には数字申し上げられませんけ

れどもいずれにしましても３月までにですね指定管理者の候補者としてのまた議会の方

に御提案をしなければなりませんので、その時点までには、当然協議した数字でお示し

をしたいと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 いろんな契約の仕方があると思いますけれども、普通あの指定管理者を決める時は最

初にこういう公共、パブリックですね、公共施設、トイレ、それから観光案内所、それ

からあの、光熱費の中で一番かかるのはこれ電気料なんですよ。ものすごい電気がかか

るんですこれは。例えば体育館で直売所をやる。冬は暖房、夏は相当あれ西日受けて暑

くなるんじゃないかと思うんですけれどもね、冷房かけなきゃいけないんです。それか

ら宿泊施設だってね、電気やって風呂場だって燃さなきゃいけないでしょ。やっぱりそ

の最低限の費用というのを指定管理料として指定管理者と契約してこれこれかかるけれ

どもって言って、契約をするのがこれは普通なんですよ。で、ちょっとごっちゃになっ

ているんですけれどもね、今あの、南房総市の道の駅の変遷をこう辿ってみると、ちょ
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っと調べたんですがね、富楽里は第三セクターです。市と農家の団体が一緒になってや

る、それからその後が丸山町のローズマリーのあれが指定管理者ですね。その後にでき

たあの「ＷＡＯ！」はあれは完全に地域に、最初は１年目いくら出す、２年目いくら出

す、３年目から自分たちでやれよとそういう形で、建てられた施設なんですね。 

 だから、時代によって、この南房総市の道の駅のやり方が変わってきている。今言っ

た最初は何千万の黒字だとか赤字だとかなんとかって、３年目はなんとかっていうのは

ちょっとそれは「ＷＡＯ！」みたいな形をつくるんですけれどもね。 

 鋸南町の場合は完全に指定管理者を最初からもう５年契約、普通は３年契約でやるん

ですけれどもね、５年契約でポンとやっているわけですね。だからちょっと形態が、和

田の「ＷＡＯ！」みたいに地域から挙がってきたあれじゃなくてちょっと違うんですよ。 

 それはそれとして、時間が後 30 分、ですけれども、とにかくあの、最初に非常にあの、

契約する場合には人件費、案内所のね、これは人件費が必要ですから、それから光熱費、

電気代、どのくらいかかるか、あるいは風呂を沸かせばどのくらいかかるか、それが町

がどのくらい負担するかによって契約を結ぶんですよね普通はね。だからそれを、年間

維持費としてどのくらいかっていうことを聞いているわけで、そういうことなんですけ

れどもいかがでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、副町長 川名吾一君。 

○副町長（川名吾一君） 

 最初に申し上げさせていただきますが、あくまでまだ指定管理者の契約、議会の議決

を含めてですね、行っておりませんのであくまでも候補者という形で現在協議の方を進

めている状況でございます。 

 それで、年を明けて３月の議会の中で指定管理の議決をまあお願いをしたいというこ

とで事務的に進めているわけでございます。そういう中におきまして、本来の一つの形

が整ったものを管理をすると、管理をお願いするということではなくして、並行の部分

というのがありまして、いろいろと細目にわたって詰めていかなきゃいけないものがま

だまだ不確定な要素がございました。そういうものを含めて今管理、管理候補者と、指

定管理の候補者と協議をしているわけでございますが、指定管理者自体も中で、施設の

中の宿泊等々ですね、行うという形もありますので、ここら辺をきちんとですね、後テ

ナント業者もございます。そして産直所もございます。そういうものからきちんとした

形で出てこないと通常の維持管理ベースも含めてですね、はっきりとした数字はつかみ

きれない、そういう状況でございます。 

 したがいまして、３月の予定しております、３月議会での指定管理者の議決にあたり

ましてはですね、その前の段階で、適切なものを議会の方にお示しをし、御説明をして

いきたいとこのように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 はい、わかりました。じゃあ３月議会まで、はい。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 小藤田議員のですね、指定管理についてのですね、お話をですね、多少させていただ

きたいと思います。 

 指定管理というのはですね、鋸南病院も指定管理というような形でお願いをしている

わけでありますので、鋸南病院は鋸南病院としてですね、自ら自分であそこで事業を行

ってですね、自らの所で収益を上げながら運営していく制度と言いますかね、そういう

ような形になるわけでありますので、先ほど小藤田議員さんから和田の「ＷＡＯ！」の

お話をされましたが、あそこもあのですね、ある意味では指定管理というような形にな

るわけでありますので、指定管理をお願いするということは、あそこのエリアの我々が

整備をする都市交流施設そのものをですね管理をしながらそこでも当然仕事をしていく

ということでございますから、そこが仕事をしながら収益を上げながらというような募

集の仕方をしてあるものですから、当然今の候補者の方はですね、そういう事業展開を

するということをですね、想定の中で応募をしてきているわけであります。先ほどあの

答弁の中でお話をさせていただきましたが、そこで営業をしながらですね、将来的には

指定管理料いらないという形になればというようなことになるわけでありますので、そ

の辺をですね、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 最終的にね、指定管理はいらないということで町長今答弁されましたけれども、それ

が一番理想的なんでしょうけどね。はい、わかりました。まあこの辺で、じゃあやめた

いと思います。 

 次の質問をいたします。 

 心配なのはですね、体育館がいわゆる農作物の直売所になるわけですが、指定管理者

の今現在南房総市でやっている丸山のあそこなんかは、確かに農産物がきれいに並んで

いるんですけれどもね。レタスがいくつ、人参がいくつ、きれいに並んでいるんですが、

まあそれに比べてね、こっちの方は、私なんかは出しているから、トマト、こんな大き

いやつガンって持っていく、ちょっと形は違うんですがね、ただ私が心配するのはです
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ね、この交流施設、これはどうしても富楽里をやっぱり意識しなきゃいけないと思うん

ですよ。もう高速で３分・４分あれば行っちゃいますからね。 

 そこへまあ変な話ですけれども、喧嘩を、なんて言うんですかね、それと対等かそれ

以上のものがないとこっちへこないんですよね。もう十何年の富楽里は実績があります

んでね。関東地方ではもう知らない人ないでしょ、きっとね。 

 そこに対して新しく施設をつくる、そういうわけなんですけれども、そこで二つ質問

なんですが、やっぱりあの、今指定管理者がまだっていうことなんですけれども、その

丸山のあそこみたいにきれいにこう飾ってあるだけのあれだけでちょっといいのかな。

片や 40 坪くらいの所へと農作物がデンとあるわけですよね。 

 その違いで果たして勝負ができるのかという、そういう心配があるんですよ。しかも

あの、指定管理者が決まればもう指定管理者が全部責任を負ってやるわけですから、売

れなければドンドン他のものを入れてやってくるわけですから。あの 100 坪の体育館、

あの中に果たして今 70人というあれがありましたけれども果たして農作物がどれだけ並

べられるかという、そういう心配があるんです。だからもしあれだったら、最初にこれ

だけは確保してくれよと。まだ決まってないわけですからね、その 100 坪のその展示が、

まあそういうあれがあるんですけれども、いかがでしょうか、その点については。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 体育館のですね使い、当然レイアウト等につきましては、今後もですね、生産組合と

管理者の方といろいろ協議してまいります。それで当然あのまあ中のですね、棚と言い

ますか荷台のレイアウトあるいは品揃え等の話につきましても生産組合または運営管理

者等のですね協議の中で来ていただきましてもお品物がないというような、そういうこ

とのないようにですね、きちっとした品揃えで運営をしていくことになると思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 それからもう一つ、今 70 人という数字を言いましたけれども、まあ３月はちょっとね

あれでしたけれども、６月のあれでは出荷希望者が 46 名、検討したい方は 131 名、これ

アンケート結果で町長答えているわけですが、今回は 70名に変わったわけですけれども、

増えたわけですけれども、この人数について多いのか少ないのか、今後増やしていくの

か、その返答を、答えをお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 
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○町長（白石治和君） 

 昨日現在で 70 名の皆さんが出荷組合と言いますかね、そういう、入会されました。当

然これから事業を展開をしていく中で、おそらくあのですね、実態として、実態として

ですね、そういう動き方が出てくればさらにあの出荷をしてみたいというような皆様方

も出てくるような気もいたします。 

 当然このことはですね、まだあの建物も全く改修されていない。そしてまたオープン

もしていない状況の中で出荷していただけますかというような問いかけをさせていただ

いておりますので、それがスタートしてですね、ある意味では稼働し始めると言います

かね、それが目に見えてくるような状況になれば、さらに出荷をしていただける方々も

ですね、参加をしていただけると、そんなことも実は思っております。 

 小藤田議員さんも今あの直売の方にお持ちいただいているということでございますの

で、ぜひあの出荷組合の方に申し込みをしていただければ１名増になりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 私もがんばりたいと思います。 

 またあのね、また町の方の意気込みをね、地域に伝えて、もっともっと伝えていただ

ければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 ただ私心配しているのは、今私の出している直売所、公民館のメンバーだけで 160 人

いるんですよね。富楽里の方は 300 人くらいいるんですよ、多少変動はあってもねそれ

くらいはいるんです。 

 常時出している人は 120 くらい。1,000 万以上ね、出している人もいますしね。だから

そういうところと、あるいは勝山の人間は 10 分以内に富楽里行けますし、おどや行けま

すしね、そういう地域のあれがありますので、やっぱり競争していると思うんですよこ

れはね、資本主義ですからね、お互いに競争は認められているわけですから。 

 だからそういうものを負けないでね、やっぱり良いものをつくってもらいたいなと、

そう思うわけです。 

 最後に一つだけちょっと私も町には大変お世話になっているあの、土地改良の理事長

として今一番心配しているのは、とにかくあの、農業専業者がですね、どんどんいなく

なっているんですよ。まああの統計的にはいるんですね百何十名、私も農業専業者に統

計的にはなっているんですけれどもね。 

 農業だけで商売をしている人、そういう人が少ないんです今。上佐久間で一人二人、

中佐久間で一人二人、そんなもんですね、多分少ないと思います。 

 保田の方は、ちょっと同じような状態だと思いますね。で、竜島を見た場合に、今年
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だけで専業農家が４人できなくなっちゃったんです。その中でね、最高に土地を持って

いる人だとか、高齢でやんない人だとか、死んだりした人だとか、そういう人がいて、

竜島だけで、だから他も段々少なくなってきて、とにかく未収金がいっぱいあって大変

なんですよ。これからまた考えていかなきゃ本気になって考えていかなきゃいけないん

ですよね。 

 それで、町長さんにちょっとお伺いいたしますけれども、専業農家でですね、何歳く

らいまで働けると思っているか、そこのところをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 ちょっと小藤田さんあの、今回の質問は都市交流施設についてということで質問され

ていますので、関連がその、これから出てきますか。 

○２番（小藤田一幸君） 

 出荷する人がですね、高齢化の問題っていうのが出て、あの、ね、町長さんの町政報

告会の中で出てきているんでね。大体高齢化でそういうように、いる人が増えてきてい

るというのに、その辺をどう考えているのか。 

 何歳まで働けると思っているのかそれで聞いたんです。 

○議長（伊藤茂明） 

 答弁お願いできますか。 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 まああの何歳までっていう話でございますが、これはもうそれぞれですねあの、個人

差と言いますか、状況によって変わるわけでありますから、何歳までっていうことは一

言で言いきれないことがあると思います。 

 どうしてやっぱりこの施設をやっていかなければならないかっていうことであります

が、先ほど正にあの小藤田議員さんがですね、土地改良の理事長さんをおやりになって

ですねいらっしゃるわけでありまして、我々のところはですね、我々は鋸南町全体でで

すね経済的な広がりを付けていこうという視点を持っております。当然あの、農業にし

てもですね、やはり経済的にですね、少し潤いがなければいろいろなところで、例えば

賦課金をという話もあるわけでありますから、そういう形でですね、少しでも経済を広

げていただきたいという視点でこの事業を取り組んでいるわけでありますので、ようや

くあの我々の町がですね、財政的に非常に厳しかったことをですね、少しずつ町民の方々

が御理解していただいて、少しずつある意味では起債もですね少なくなってきてですね、

多少はですね、我々の町が経済的な広がりをつけていくための投資ができる状況になっ

てきたということを御理解いただきながらまさにですね、まさに、一次産業のですね再

チャレンジをしていきたいというような考え方のこの事業でございますので、どうぞあ

のそれぞれ何歳までというような話もあるわけでありますが、当然それぞれがですね、

いろんな年齢的なこともございますので、一概に何歳までと言い切れない部分もござい
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ますから、少しでも意欲のある方はですね、そこの施設を御利用いただきたいと、使っ

ていただいて、経済的な広がりを付けていただきたいというわけで、私の何歳というよ

うな答弁にさせていただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、小藤田一幸君。 

○２番（小藤田一幸君） 

 私もできるだけ元気で、農作物をつくりたいと思っています。 

 保田小の場合入会金っていうのがありますね、ああいうのが段々なくなればいいんで

すけれどもね。5,000 円ですか、で後 2,000 円ですよね。ちょっとその辺がハードルが高

いかなと、感想ですけれども思っています。 

 まああの、私が見た限り 75 くらいかなと思って、今鋸南町の平均が 70 くらいですね、

多分ね。国全体がもう 66 くらいだと思うんで後何年かまあそういう目標をね、出荷する

目標を持ってがんばりたいと思っていますので、できるだけ町としてもＰＲをもっとし

た方がいいと思います。その辺をお願いして質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（伊藤茂明） 

 以上で、小藤田一幸君の質問を終了します。 

 ここで暫時休憩をします。 

 11 時 25 分から再開をいたします。 

 

 

……… 休憩・午前１１時１８分 ……… 

……… 再開・午前１１時２５分 ……… 

 

 

     ◎４番 鈴木辰也君 

 

○議長（伊藤茂明） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、鈴木辰也君の質問を許します。 

 ４番 鈴木辰也君。 

【ベルが鳴る】 

○４番（鈴木辰也君）  

 私は「都市交流施設について」と「町防災について」２点質問させていただきます。 

 まずは都市交流施設について質問をいたします。 

 11 月５日に鋸南町都市交流施設商工業者向け説明会が開催されました。配布された資
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料には、『道の駅は本来、地域住民の方々が商品販売や飲食提供などを通じて、継続の利

益を育みながら、都市住民との交流を推進する場所であると考えています。そうした意

味から、直売所「里山市場」（仮称）も農産物生産者ばかりではなく、広く商工業を営ま

れている鋸南町町民の皆様にも気軽に参加できる、開かれた「市場」でなくてはならな

いと考えています』とありますが、その取扱商品と手数料についての資料、また説明を

見る限りでは、聞く限りでは、商工業者が気軽に参加できるようなシステムではないと

考えられましたが、町のお考えを伺います。 

 次に「町防災について」質問します。 

 平成 26 年度から、27 年度まで、限度額 1,200 万円の債務負担行為を設定し、平成 11

年３月に策定した地域防災計画について、防災基本計画・千葉県地域防災計画との整合

性を図り、現下の諸情勢に併せて計画の見直しを行っていくとのことであります。 

 そして、平成 26 年度は当初予算において、鋸南町地域防災計画の策定委託 700 万円が

計上されました。防災計画の見直しがされているわけですけれども、今現在の進捗状況

をお伺いします。 

 また、今の防災訓練の形式になって３年目になります。１年目、２年目、３年目と訓

練についてのいろいろな課題、町民の方からの意見等があったと考えられますが、町は、

この課題、町民の方からの意見等に対し、どの様な検討をし、今後の訓練に活かしてい

くのかお伺いします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 鈴木辰也君の質問について、町長から答弁を願います。 

 町長 白石治和君。 

             〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 鈴木辰也議員の一般質問に答弁をいたします。 

 １件目の「都市交流施設について」お答えをいたします。 

 11 月５日に開催をいたしました都市交流施設の商工事業者向け説明会は、都市交流施

設の施設概要の説明も兼ね、そして豊かなまちづくり寄付金の特典出品事業者の説明会

と併せて開催を行ったところでございます。 

 旧体育館で行う直売所の運営に関する基本的な考え方でありますが、町政報告会で説

明をさせていただいておりますとおり、町民の皆様の売場として御活用いただきたいと

思っております。 

 説明会の資料にも開催を。記載をさせていただきましたが、指定管理の候補者の考え

方も同様でありまして、町内の方々が参加できる体制づくりと鋸南ならではの特徴的な

売り場づくりを目指しております。 

 商工事業者の方々が、地域の特産品など、鋸南ならではの商品を陳列いただくことで、
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集客につながりますし、町の宣伝、町内への波及も図られるものと思っております。 

 御質問にあります取り扱い商品と手数料の件でありますが、指定管理の候補者は、卸

問屋などが扱う一般的な事例を参考に、箱菓子や加工品類など一般的な土産品の委託販

売手数料を 30％から 35％とお示しをいたしました。 

 一方、町内の商工事業者の方々が扱う商品につきましては、出荷組合の例に倣い、20％

を上限に、委託販売にかかる手数料を徴収をする方向で、指定管理の候補者とも協議を

進めているところでございます。 

 町内の事業者の方々で、直売所での販売方法など、新たな提案がございましたら、役

場の担当あるいは指定管理の候補者にお問い合わせをいただければ、関係者での検討を

図ってまいりたいと考えております。直売所の運営に役立つような取り組みや方法であ

れば、大いに活用をさせていただきたいと考えておりますので、事業者ならではの工夫、

企画の御提案をお待ちをしております。 

 なお、鈴木議員御指摘のとおり、先般の説明では不十分な部分もございましたので、

直売所のレイアウトや陳列をする商品構成、さらには委託販売や仕入れなど商品の調達

方法など、直売所の運営方針を定めた上で、指定管理の候補者とともに個別訪問あるい

は説明会を開催して説明に努めてまいりたいと思います。 

 また、この直売所は、来訪者に地域の特産品を販売するほか、地域の皆さんが日常品

を買い求めることのできる商品構成としていきたいと考えております。直売所で販売す

る商品は、可能な限り町内から調達をし、品揃えができない商品等につきましては、町

周辺あるいは県内外から仕入れることとしており、直売所の運営管理を行う予定の指定

管理の候補者とも合意をしているところでございます。町民の皆様には、御商売を行っ

ている方に限らず、鋸南町の魅力を発信できるような特産品を御提供いただきますよう

お願いをいたしたいと思います。 

 なお、商売を行う以上、良い品物をできるだけ安く仕入れ、消費者に提供することが、

収益を上げる原則であると考えますので、それらを踏まえた選定となることも御承知い

ただきたいと存じます。 

 ２件目の「町防災について」お答えいたします。 

 御質問の１点目、「鋸南町地域防災計画策定の進捗状況」についてでありますが、今回

策定する計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ、国においては防災基本計画が、県にお

いては千葉県地域防災計画が見直しをされたことに準じて、平成 12年１月に策定した「鋸

南町地域防災計画」を見直すものであります。 

 したがいまして、上位計画との整合性を図るとともに、最新の知見に基づき現行の計

画を見直す、見直しをすることにより、安全で安心なまちづくりを目指すものでありま

す。 

 本事業は、平成 26 年度、27 年度と２カ年にわたり策定を予定しております。業務を委

託するにあたり、10 月 22 日に指名参加競争入札を行い、同日、千葉市中央区の朝日航洋
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株式会社と 1,058 万 4,000 円で業務委託契約を締結をいたしました。なお、契約期間は、

平成 28 年３月 26 日までとなっております。 

 進捗の状況でありますが、計画準備である作業工程や手順等の協議を終え、現在は、

鋸南町の人口、土地利用、最近の罹災歴、災害危険区域、消防力、町や県の防災体制、

周辺自治体の地域防災計画等の資料収集に取り掛かっているとの報告を受けております。 

 平成 26 年度では、地域防災計画の立案のための基本方針の検討、職員のワークショッ

プ及び庁内検討会議の実施、計画素案作成の着手まで予定をしております。 

 そして、平成 27 年度は、地域防災計画・資料編及び職員の初動マニュアル、ハザード

マップの作成、庁内検討会議及び防災会議の開催、県との協議、パブリックコメントの

実施を経て完成を予定をしております。 

 東日本大震災をはじめ、大島や広島で発生した大規模な土砂災害などを目の当たりに

して、災害は他人ごとではなく、いつ自分が被災するかと不安に思っている人は多いと

思います。 

 このような中で、今回策定する計画が、風水害、土砂災害、地震・津波災害等あらゆ

る災害に関して、基本的な指針となるような計画としたいと考えております。 

 御質問の２点目、「防災訓練について町は、課題や町民の方からの意見等に対し、どの

ような検討をし、今後の訓練に活かしていくのか」についてでありますが、現在の防災

訓練は、東日本大震災の教訓を踏まえ、巨大地震発生に伴う津波の発生を想定をし、各

区で日頃から話し合われている避難場所となる高台への避難訓練を中心に行っておりま

す。 

 また、加えまして、１年目は、東日本大震災で被災をした。被災をされた方等による

講演会を行い、２年目は、各区の代表者を対象とした避難所を開設したことを想定した

机上訓練を実施をいたしました。 

 訓練には、毎年 2,000 名を超える町民の皆様が参加をされており、防災に対する危機

意識が高まっていると感じております。 

 区長さんからは、「土砂災害に対する訓練を実施したらどうか」「避難するだけではな

く他の訓練も必要では」「防災弱者の避難訓練も必要」等の御意見をいただいております。 

 現在行っている津波に対する避難訓練も重要と思われますので、引き続き実施をして

いく予定ですが、町民の皆様からの御意見を反映をさせるには、年１回だけではなく、

他に訓練の機会を設けていく必要があると考えます。 

 訓練内容については、実践的かつ効果的な訓練となるように計画をしていきたいと思

います。 

 しかし、町が主体となって実施をするには限りがありますので、将来的には区の皆さ

んや地域ごとに住民の皆さんが自発的に行う訓練に、町は支援する等の体制ができれば

良いと考えております。 

 以上で、鈴木辰也議員の一般質問に対する答弁といたします。 
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○議長（伊藤茂明） 

 鈴木辰也君、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 まずは、都市交流施設について、質問させていただきます。 

 先日の商工業者向けの説明会では、町長の答弁にあったように販売手数料、委託販売

手数料が 30 から 35％という説明でした。あの、今、答弁の中では町内の商工業者の扱う

商品に対しては 20％を上限とすることで指定管理の候補者と協議を進めているという答

弁がありました。一般の商店がですね、そこに参加しようとするにはやはり私は上限が

20％くらいでなければとても参加し辛いと考えております。先般あの、その指定管理の

候補者の方と商工会の職員の方、また、町の職員の方と町内の商店、商工業者ですか、

回って、20％で検討しているという説明をしていただいているところだと思います。 

 そういうことを鑑みればですね、もうこの上限を 20％ということで決定ということで

認識してもよろしいでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 その予定でおります。議案としてですね、予定をされております設置管理条例の中で

も利用料上限ということで 20％ということで条例の方の制定をさせていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 そうすれば、よりですね、いままで以上に商店の方々もですね、参加しようという意

欲が出てくるんではないかなというふうに思っています。１店でも多くの人がやっぱり

参加しなければこういう施設というのは成功しないと思いますんで、参加しやすい状況

を町としてはつくっていただきたいなというふうに思います。 

 また、直売所の販売要項の４というところで販売の項目にですね、万引きや自然災害

などの損害については、その賠償をいたしません。あの、管理者の方ですね。というこ

とに、項目があります。それは私もその通りで当たり前だと思いますけれども、指定管

理候補者にはですね、やはり、あの、そういう万引きが行われづらい売り場づくり、人

員配置等ですね、できる限りの対策を取ってもらうよう、要求をしていただきたい。町

の方からですね、していただきたいというふうに思います。 

 また、人員を増やすことについては、どうしても人件費というコストがかかりますか

ら、そのバランスというのは業者の方でどうしても取っていかなくてはいけないと思い
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ますけれども、このことについてもですね、検討はされていると思うんですが、どのよ

うに今なっているかお伺いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議員御質問のとおりですね、大変万引きというような行為がですね、各施設において

も多発しているかどうかわかりませんが、こういう事例があるということでございます。

うちの方の直売所においてもですね、そのような対策については十分とっていかなけれ

ばならないと考えています。それでまああの、現在話し合っている関係につきましては、

例えばレイアウト等も含めてですね、共生動線、こういう流れ、人の流れですね、を、

どうやってつくっていくか。まあその、効率的にと言いますか、安全にですね、レジカ

ウンターを通っていただくようなそういうようなこと。あるいは人的な配置っていうん

ですかね。当然警備員の配置などということも、まああの必要性もあるかもしれません。 

 その辺につきましては、含めてですね、そういう対応が取れるかどうかということも

含めましてですね、現在管理運営事業者の方とは協議をさせていただいているところで

あります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 その協議の結果業者の、業者さんの方がどのよう、どこまで対応してくれるかという

のは今現在ではわかりませんけれども、できる限り、そういう良い売り場になるように

していただきたいと思います。 

 また、一つの考え方として、これができるかどうかは別としてですけれども、まあ、

出荷者や出品者の方がですね、自ら売り場に立って町外から来た人と話をしながら売る

と、物を売る。それが都市と田舎の交流、人的交流にもつながると思いますから、この

都市交流施設の主旨にも合致するところがあるんじゃないかなというふうに思いますけ

れども、そういったことがね、この売り場でできるのかどうかっていうのは、いかがで

しょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 また生産者組合等ともですね、協議をする話になろうかと思いますけれども、基本的

にはですね、そういう対面販売というようなことがですね、非常におもてなしという部

分につながることだと思いますので、またレジをやる方もですね、なおかつ商品の説明

ができるとか、案内ができるようなことが理想的と思いますので、そういう人員の配置
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等につきましてもですね、十分協議をして対応をしていただければと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 あの、答弁の中で、直売所のレイアウトや陳列する商品構成、商品の調達方法など直

売所の運営方法を定めるということですけれども、今後のスケジュールっていうのは工

程表とかわかっているところで教えていただけたらと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 レイアウト等につきましてはですね、随時設計事業者、あるいは生産組合、管理者の

方とやっているところでございます。それであの特段的にはですね、年明けまして１月

22 日でしたかテナント、いわゆるテナント候補者の方とですね、そういう協議をするよ

うな日程を取っているところでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 オープン予定が来年度平成 27 年 11 月頃を予定しているという説明でした。それは予

定ですから、しかしまあそのオープン時から逆算してまあいろいろなスケジュールって

いうのは必然的に組まれてくると思いますけれども、今入札が不調に終わったというこ

とで、このオープン時、オープンの時期に関しては町の方ではどのように考えています

でしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 予定がですね、先ほどの小藤田議員の一般質問でもお答えさせていただきましたけれ

ども、次の再入札を１月末に予定しております。実質的にはですね、その契約が遅れま

すので、ひと月、あるいはひと月半くらい、の遅れも想定されるところでございますけ

れども、極力ですね、その 11 月、目標のですね、開業に向けて進めていきたいと考えて

おります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 
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○４番（鈴木辰也君） 

 まあ、そういうオープンの、できるだけ遅れないということでありますから、でもま

あその、そこのオープン時から考えて、そのスケジュールはですね、いろいろこの先ほ

どの直売所の運営方針とか商品の調達方法、それはあの、必ず、あのいついつくらいま

でにこういうことを決めていくということもですね、町民の人に随時ねやっぱり伝えて

いかないと、商店の人もいつじゃあどのように参加したらいいかというですね、意思表

明もできないと思うんですね。ですからできる限り参加しやすい、まああの、販売手数

料については参加できるような範囲まで下げていただいたということで認識しましたの

で、後はその他の条件で、できる限りですね、参加をしようと、意思決定ができる条件

ですかね、それをできるだけ早く町としては町民の人に開示してほしいと思うんですが

どうでしょう。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 そういう方向でいきたいと思っております。 

 それで 12 月のですね、くどいですけれども条例案の中で、きちっとした料金が決まら

ないとあの、それこそたらればの話になってしまいますんで、その中でですね、いかに

効率的にまた皆さんが参加しやすいようなそういう使用料って言いますか、料金設定が

できるかどうかということだと思いますので、そこら辺はまた事業者の方と協議をさせ

ていただきまして、できるだけ多くの方に参加していただけるように、また広報なり、

そういう説明会の機会につきましては、順次決まりましたらお知らせをしてまいりたい

と思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 この施設に関しては、やはり商店にとっては、ある面においては競合施設になるわけ

ですね。ですから全体の、今鋸南町の売り上げのパイが広がれば競合じゃなくて共栄、

共に栄えるような施設にしていかなければいけないっていうのはもちろん町長もそれで

やっていると思います。 

 ただ、そういう施設にしようということであれば、町民、町、町民の人も全ての人が

ですね、同じ方向を向いて進んでいかないとなかなかそういう施設になっていかないと

思いますんで、そういう施設にするためにもですね、やはりあの広報っていうのは啓発、

啓蒙活動っていうのは非常に大切だと思います。まだあの、確かに決まっていない、そ

こでたらればの話ではいけないということはあるんですけれども、やはり商人の人にと

ってはじゃあいいよって明日参加できるというような状況にはならないと思いますんで
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やはり計画を立てて、参加する方の方もですね、やっていくと思いますから、できる限

り早いですね、情報を提示していただきたいと思います。 

 まあ、12 月が、の、あれですね、その規約が決まった以降、まあ年が明けてできるだ

け早い時期にお願いしたいと思います。 

 それでは次に町の防災について質問いたします。 

 答弁の中では地域防災計画はまだ計画の素案の段階にはなっていない。今年度末まで

に素案までを策定していくという答弁がありました。この地域防災計画とは、どちらか

というとですね、行政の災害対応のための計画という側面が強いと思います。ただ、し

かしですね、この防災計画がどのような計画になっているかっていうのをですね、町民

の方にも私は周知することが大切だと思います。考えています。これから 26 年度中に職

員、ワークショップや町内検討会議を実施するということですから、この地域防災計画

に基づく行政の対応をですね、町民の方にお知らせするためのですね、冊子等をですね、

作成すべきではないかなと考えます。 

 そのぜひですね、これから行われるワークショップや庁内会議のときにですね、その

冊子作成等に関して検討していただいて前向きな、前向きって言うか、ぜひ私としては、

つくっていただきたいと考えていますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 業者との契約と言いますか、今のその仕様の中では、いわゆる厚いもの、冊子の製作

というところまででございますけれども、あるいはその概要版みたいなものができるの

であれば、それはまた手作りになるかどうかわかりませんけれども、その内容について

はできるだけお知らせをするような手法をとってまいります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 どうしてもそういうものをつくるとなると予算がかかることでありますんで、ぜひ町

長の答弁をいただければと思うんですが。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 概要のような形でのものを、という話でありますから、ひょっとしたらですね、あの、

自ら今町報等も町の方でつくっておりますので、町の方でつくったものを配布するよう

な形にもなろうかと思いますが、努力はさせていただきたいと思います。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 ぜひ手作りでもなんでも私はかまわないと思います。ぜひお願いしたいと思います。 

 またあの、災害時応援協定という協定がありますけれども、災害時における各種応急

復旧活動に関する人的・物的支援について自治体と民間事業者や関係機関等の間で締結

される協定ということで認識していますけれども、今町はこの協定というものは結ばれ

て、結んでいるんでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 全部でですね、18 のですね、災害時の応援協定等を締結しているところであります。 

 まああの、市町村相互のものであれば、例えば足立区でありますとか、長野辰野町と

かですね、まあ、城西大学、あと東京都、あるいは身近な所では町内の郵便局とかです

ね、石油スタンド。そういうようなところとの契約しているものが 18 ございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 そうすると町内の事業者さん、まあライフラインを工事するガス屋さんとか水道屋さ

ん、工務店さん。そういった民間の事業者さんとの締結というのは、今のところはして

いないというふうに考えてよろしいですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 災害時における復旧協定の中ではですね、水道等の災害につきましては町のですね、

町内の管工事組合と提携をしております。また、ＬＰガス・石油等につきましてもです

ね、災害時における燃料供給に関する協定というようなものをスタンド、石油事業者で

すね、町内の２社としているところでございます。 

 ただちょっとその、大工さんというような、工務店というような御質問がありました

か。 

 あの、現在は水道・ガス・石油事業者との協定は結んでいるところでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 
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○４番（鈴木辰也君） 

 あと想定されるのは医療機関ですか。そういった、鋸南病院があるわけですから、そ

ういったところの協定を結んでいただいて、避難所でも、もし災害が起きて避難所に避

難した方々がまあ安心して過ごせるような状況もつくっていただきたいというふうに思

います。 

 それではあの、避難訓練について質問させていただきます。今年の避難訓練に、今年

の避難訓練を私は参加しましたけれども、今年はですね、まあ残念なことなんですが、「同

じ訓練なら来年は参加しないにしようかな」っていう声が２、３、聞かれました。 

 まあ訓練内容はですね、答弁の中で訓練内容は実践かつ効率的な訓練になるよう計画

をすると、来年度ですね、という答弁がありましたけれども、今現在どのような訓練を

行おうと考えていますでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 今はちょっと具体的にはこうとは申し上げられませんけれども、先ほど町長答弁があ

りました通りですね、町がこう３年くらいやっているわけですけれども、同じような訓

練というような御意見もございます。できればですね、理想的にはですね、その地域の

中でのそれぞれ自主的な訓練というようなことをやっていただけるのが一番かなと思っ

ております。そのような方向でですね、またあの地域の皆さんとですね、相談しながら

ですね、より実践的なことを考えていきたいと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 今の課長の答弁が私は全てだと思うんですけれども、それは最終的にですね、地域の

町が主導するのではなくて、地域の住民の人たちが考えて自発的にこういう訓練をやる

から町の方で応援をしてくれ。そういう形が最終形で一番良い形だと思っております。

ただ、そこまで行くにはですね、一朝一夕な短期間ではですね、なかなかそういうふう

にはいかないわけですから、そういうふうな意識にしていただくようにですね、やはり

町はあの啓蒙活動をしていただかなければいけないと私は思っております。 

 ぜひですね、そういう活動をやっていただきたいと思います。それで、まあ、答弁の

なかにもですね、区長さんからの意見ということで防災弱者の避難訓練も必要という意

見があったということです。 

 要支援者名簿、この作成についてはですね、行われていると理解をしていますけれど

も、平成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正によって高齢者障害者乳幼児等の防災施

策において、特に配慮を要する方、要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を
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要する方の名簿、避難行動、要支援者名簿の作成を義務付けること等が規定されました。

またこの改正を受けて避難行動、要支援者名簿の作成活用にかかる具体的手順を盛り込

んだ避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針を、が、公表されています

けれども、まあ鋸南町では、このような名簿というものは作成されていますでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、保健福祉課長 渡邉君。 

○  

 災害時要支援者名簿につきましては、災害対策基本法で避難行動要支援者名簿と規定

されておりますが、現在鋸南町では現有しておりません。それに代わる要支援者の対象

となるものの名簿といたしまして、保健福祉課といたしましては、通常業務等を通じて

保有しております要介護者や身体障害者等の名簿がございます。 

 また、要援護者台帳システムを導入させていただきまして、70 歳以上の一人暮らしの

方や、身体障害者・介護認定者・生活保護者等の要援護者の台帳は作成してございます。 

 以上です。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 今の答弁ですと、まああの、福祉の立場からの名簿はあるということですけれども、

そうすると非常に範囲が広くて多くの方の名簿と思われます。それでまあ、その名簿の

中の方でも十分お年は召していても１人で元気に逃げられる方もいらっしゃるかもしれ

ません。 

 ただあの、この災害時の要支援者名簿っていうのは非常に大切なことだということは

私は考えております。先日の長野の地震の後に毎日新聞のコラムで載っていましたけれ

ども、そこはあの、災害時住民支え合いマップ。まあ、地域の人たちで自分たちで高齢

者の方とか、避難が難しい方を地図に落として、その地図を作成して情報を共有してい

たという。それが、それが、それをやることによってですね、どこにどういう方がいら

っしゃる、そういうものがわかってですね、今回の地震の対応につながったという記事

がありました。 

 災害弱者を地域全体でどう助けるかっていうのは非常に地域防災の重要な課題だと思

います。この鋸南町は、よくコミュニティがあるから大丈夫というような話は聞きます

けれども、それはそれとして、ありとあらゆる方法を使ってそういう一つずつの積み重

ねがそういう名簿があったり、地域の人のコミュニティが構築されていたり、そういっ

たことが全て合わさってですね、災害に強い町に、最終的に町になっていくと思います。

ぜひですね、その、個人情報保護法があって、大変だと言いますが、そこが壁になると

いう意見もありますけれども、長野の、その長野県においてはですね、県独自の事業と
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してですね、行って、県内の 77 市町村のうち、66 市町村でその取り組みを行ったという

記事がありましたんで、鋸南町でも私はできないことはないと思いますので、ぜひそう

いう取り組みを行っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議員御質問の災害時の支援者名簿につきましては、形としては結局その今保健福祉課

長の方から答弁ありましたけれども、障害者でありますとか要介護者・要支援者という

ような方が対象となると思いますので、名簿的には共有するような形になろうかと思い

ます。 

 それで、災害対策基本法の中でもあるわけでございますけれども、基本的にはその、

個人情報の範疇になりますので、やはり手挙げ方式と言いますか、その御本人の同意と

いうことがまずあの前提となろうかと思います。 

 ただそこを過敏にしちゃうと進まないんじゃないかということだと思いますので、ま

たその同意って言うんですかね。手挙げ方式ではございますけれども、また働きかけを

して、情報提供をして良いというような形をつくって、提供できるかということは検討

させていただきたいと思いますが、先ほどの防災訓練の話もそうでございますけれども、

防災に限らずですね、やはりそういう弱者の方の訓練云々ということが話題になるわけ

でございますけれども、これは常日頃のコミュニティ活動と言いますかね、災害とかそ

ういうことに限らず日常生活での中のそのコミュニティというようなことが非常に相互

扶助ということの中でも大事になろうかと思いますので、また一層の地域の皆さんには

そのコミュニティの醸成を図っていただきたいと思いますし、また町の方もですね、そ

ういうようなことが醸成できるような施策なり御援助できるようなことは積極的に取り

入れていかなければならないと考えております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 その名簿をつくるのにはですね、もちろん今課長がおっしゃったように手挙げ方式で、

その、それぞれの方の情報を公開して良い、いけない、という個人の方の意見はまずそ

こから始めなければいけない。それはわかります。 

 ただその第一歩として、第一歩じゃない、その名簿をつくるということをですね、町

が踏み出さない限り、その今ある要支援者名簿から、災害時の要支援者名簿を作成する

次の段にいかないわけですから、ぜひですね、それは町の方で動いていただいて、名簿

作成にですね、取り組んでいっていただきたい。そして、本来使うことがあってはいけ

ないと思いますけれども、そういう名簿があることによってですね、地域の、地域住民
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の人の命が助かる。この長野でもその、そういうことがあったからすぐに隣近所の人が

助けに来て、もし遅れていれば死者が出たかもしれないという記事でした。 

 ですから、できる限りその初動の助け合いっていうのは非常に大切なところがありま

すから、そういうところをですね、加味していただいて、町としてぜひ作業に入ってい

ただきたいと思いますけれども、再度いかがですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 基本の名簿と言いますか、把握しているものがあるわけでございますので、今議員の

御質問のとおりですね、そういう方向で進めてまいりたいと思います。 

 また個別のですね、本来はその個別計画みたいな行動計画みたいなものまでつくるの

が理想、しなければいけないと思うんですけれども、なかなか一気にそこまでは難しい

面もあると思いますんで、まずはその名簿の作成、本人のそういう情報提供に関する同

意についてですね、できるだけとれるような方向で進めてまいりたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 本来その作業と併せて、町民の側もですね、本来は各区、各区の中の班で話し合いを

していただいて、逆にですね、町の方にそういう名簿が挙げられるような体制をとると

いうことも併せてやはりやっていかなければいけないというふうに私は考えています。 

 ぜひですね、そういったこともですね、啓発、町の方で啓発、啓蒙活動していただい

て行っていただければ本当に災害に強い良い町になると思います。 

 あとはもう一つの考え方として、災害が発生したときにですね、町がやるべきこと、

また町民事業者の方がやるべきことをですね、明文化するということも一つの考え方だ

と思います。 

 そういう資料が、明文化されたものがあればまた災害が発生したときに町が、町、っ

て言ってもですね、町の職員の方も同じ町民で被災者でありますから、同じ状況になる

わけですからお互いにやはり助けあっていかなければいけない。町にやってくれ、全て

やってくれでは私はいけないと思います。 

 ですからその意識をですね、変えるというのがなかなか難しいんですけれども、その

啓発活動、啓蒙活動ということが最終的には町の一番重要な仕事になるんではないかな

というふうに思います。 

 いかがでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 
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○町長（白石治和君） 

 このことはですね、前々から考えていることでございまして、常にあの、避難訓練を

やった後にですね、まあいろんな講演をやったりですね、避難所を開設をした机上の訓

練をやったり、以前にはですね、津波が来た時の避難の場所の机上訓練をやったりして

おりますので、どこかの時点でですね、例えば訓練としてですね、訓練として、それぞ

れの区の中で組ごとと言いますかね、そういうような話し合いをするような訓練もです

ね、考えていたわけでありまして、まさに議員からですね、そういうお話があればです

ね、今後避難訓練の中でそれぞれの地域の行政区の中でもですね、それぞれの組の中で

そういうお話をしていただくということも訓練で重要な部分であると、そんなことを思

いますから、そういうことの訓練もですね、取り組んでいってもいいのかなというよう

なことは前々から考えていたことでございますので、正に議員おっしゃるようなこれか

らの訓練の中でそういうことも取り入れてですね、やらせていただくことも一つの方法

かと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 前々から考えていただいたということであればですね、ぜひ来年度からですねその訓

練を実施していただきたいと私は思います。 

 終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 以上で、鈴木辰也君の質問を終了します。 

 ここで、暫時休憩とします。 

 午後１時 30 分から再開しますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

……… 休憩・午後１２時１１分 ……… 

……… 再開・午後 １時３０分 ……… 

 

 

     ◎３番 緒方 猛 君 

 

○議長（伊藤茂明） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 なお、質問者から資料の配布を求められましたので許可いたしました。 

 次に、緒方猛君の一般質問を許します。 
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 ３番 緒方猛君。 

〔ベルが鳴る〕 

○３番（緒方猛君）  

 あの、午後の時間帯の質問になりましたけれども、一つよろしくお願いします。 

 まず初めにですね、人口減対策ということについて縷々お尋ねをしたいという具合に

思います。 

 私の考えはですね、何回も申し上げていますように、自治体経営の総合評価がですね、

急激な人口減に現れているということについてはですね、非常に町長も危機感を持って

いると思いますけれども、私たち町民も議員も危機感を持っております。 

 当町はですね、少子化も高齢化も人口減もですね、残念ながら県下ワースト１から３

位であることは御承知のとおりだと思うんですね。で、人口減は、自治体の活力をなく

す、加えてですね、各自治体はしたがって、自ら知恵と工夫と汗を絞りですね、競い合

っていくことが求められている。 

 こういうことが全国のですね、あの、すばらしい自治体だなというところの長はです

ねインターネット等でこういう考え方を流しております。 

 私は平成 23 年の 12 月、ちょうど３年前になるんですかね、４年前ですかね。議会か

ら、人口減対策は当町の最重要課題ですよということの考え方のもとにですね、他自治

体の活動事例等を含めてですね提案をしながらですね、質問をさせてもらってきました。 

 途中でですね、町長もこの人口減対策が喫緊の課題だと、この町の喫緊の課題だとい

うお話もありました。で、後で資料で説明しますけれども、わが町の人口は過去 30 年で

30％減少しております、10 年先はですね、さらに 20％減少するということを 22 年の町

の総合計画で推計をしております。 

 昨年度の出生数はわずかに 28 人です。この数字を見るとですね、何の歯止めも効いて

いないというのが現実ではないかなという具合に思っております。 

 詳細は若干後の資料で説明いたしますが、具体的な質問に入らせてもらいます。 

 まず１つ目、交流人口と定住化とはですね相関関係がないという答弁が過去にありま

した。しかし、保田小跡の道の駅では応分の活性化は期待されるという具合に私も思い

ます。いままでの二人のですね、議員さんの質問についてもそのようなお答えをしてお

りました。人口減対策のですね主要な施策と考えているということを過去に私の質問に

対して答弁をされております。しからばですね、この人口減対策ということについての

ですね、具体的展望がどのように時系列で考えられる、考えられるんでしょうかと。 

 いろんなことをやっていきます。それはそれで結構です。私も必要だと思っています。

予算の審議会のときに私はこの場で賛成の挙手をしております。基本的には賛成です。

なにもしなかったらますます陳腐化していきます。挑戦していって、それを成功させる

ということは絶対に必須条件だと思っております。 

 そういうことを考えながら私は賛成をしております。ただし、いままで何回も質問し
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たように、あるいは今日これから質問するような疑問はですね、持ってあげてじゃなく

て、疑問は持ってますと、そのことをきちっと町民に対して晴らしていこうじゃないで

すかというのが私の今回の質問の主旨でございます。 

 １点目はそういうこと。 

 それから２つ目はですね、これも何回か言ったことですが、雇用がなくてですね若者

が町に残れない。町長のですねトップセールスで雇用創出を、ということを私はお願い

をしました。近隣市の例、いろんなところの例を挙げながらですね、いろんなところは

いろんなことをやっていると思います。しかし、この要請に対してですね、一度は必要

とあらばトップセールスも考えるという答弁がありましたけれども、その後ですね、全

庁挙げて取り組むとかですね、町長職にある私が動いていること、そのことがトップセ

ールスであるという具合に答弁をされました。一部は私は正しいと思います。 

 で、一般論としてはですね、しかし私の考え方とは大きく異なります。 

 ここにいてですね、やれることと、僭越ですけど首相だとかですね、知事だとかです

ね、トップセールスを海外に行ってやっているという、私今からトップセールスをやる

んだと言いながら、部隊を連れていってやっています。それは私は必ずしもそれはね、

その方々の行いを全て容認するわけではありませんけれども、要するに常日頃の日常、

ルーチンワークの仕事以外のことで首長さんが、トップの方が旗を振ると、このことが

僕はトップセールスだという具合に僕の認識では思っております。 

 したがって、今、若干文書で説明しましたこれから資料でも説明しますが、町の危急

存亡をですね、救うために首長の長が目の色を変えて働きをするということのですね、

現実には、私の判断から言ったら、まだ至ってはいないんじゃないかなという具合に思

っております。したがって、町長さんの言われるトップセールスって一体なんですかと

いうことをここではっきりお尋ねをしたいという具合に思います。 

 それから３つ目、空き家はですね、防火、防犯、環境面で問題が多い。定住化に向け

「空き家バンク」事業についてですね、一部事業、自治体の活動実績を紹介し、紹介も

しました。去る３月議会ではですね「導入の検討を指示した」という答弁がありました。

９月の議会ではですね「事業を導入するか否かの検討のため町民に意向調査をする」と

いうような形になって、なんて言いますかね、振り出しに戻ったということであります。

ところがちょっと僕が遡ってですね、議会だよりを調べてみたんですが、私どもが議員

になる前の年にですね、ある議員さんが、これは平成 22 年ですけれども、３月議会で同

じようなことを論議されています。この時の町長の答弁はですね、定住化は町の活性化

に重要な施策と認識していると。また、多くの自治体が手がけていると、「空き家バンク」

創設が理想だと考えている。事業実施についてですね検討を進めると答弁されています。

それから考えるともう５年経っています。 

 私がこのことには気が付かなくて今年の３月に質問をしたんですが、それから言って

もですね、ざっくり１年は経っている。この間の経過。一体どういうような経緯って言
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いますかね、状況って言いますか、どういう具合になっているんですかっていうのが３

つ目の質問です。 

 それから、大きな２つ目ですが、これも以前質問したことなんですが、「町報きょなん」

のですね声のバトンタッチについて。 

 これについてはですね、町民からの提案・要望とも思えるですね「行政に望むこと」

ということの意見を書いてもらっています。これは私はですね、活かすべきだという具

合に昨年の、昨年の３月の議会で要望しました。いろいろあるんですが、現実はですね

最近この記事がなくなっているようだと、どうしてなんでしょうかというのが大きな二

つ目です。 

 以上で、えー、あの、文書を出した方の質問を終わりにします。 

 参考資料についてポイントだけ、質問の関係と関係がありますので、説明をさせても

らっておきます。 

 若干ですね、数字に関係する質問になっておりますので、数字がわからないとチンプ

ンカンプンですので、そこに皆さんに見てわかるようなグラフを、これは行政サイドか

ら貰ってつくったものです。 

 一番１ページ・２ページがありますが、１ページの一番上、これは、これも何回か出

しましたけれども、10 年単位のですね、わが町の人口の推移です。平成 22 年までの黒い

線までが実績です。それから 32 年の、平成 32 年までが総合計画に載っかっているとい

うことですね。見てわかりますように、１万 2,800からですね１万 1,700、１万 500、９％、

10％、12％、20％と、こういう具合に 10 年刻みでどんどん下がってきている。歯止めは

まったく効いていないという、そういうことです。 

 減少がその下の丸で、減少率が段々大きくなっている。22 年から 32 年の 12 年間に、

10 年間には、実に 20％の減少を想定してますよということですね。それから地区別の減

少率につきましては、どういうわけだかって言ったら怒られちゃいますけれども一番下

にコメントが書いてありますが、下佐久間地区の減少はですね、この 30 年間の間に 4.3％

しか減っていません。平成 59年 1,853だったのが、平成 25年で 1,777です。減少率 4.3％。

えらい優等生ですね。こんなところって滅多にない。まあどんどんどんどん１回目減ら

なくてですね、福井県の鯖江町、鯖江市っていうのは後ほどネットで見てもらいたいん

ですが、1970 年から１回も減っていません。こういう所もありますけれども、普通の地

方都市はなかなかそうはいかない。これは僕は優等生だと思います。どういう理由があ

るかはまだ調べておりません。それ以下は御覧のとおりで 30％から一番下の小保田に至

っては 50％減っているということですね。30 年間の間に。 

 ここで、僕はなにを言いたいかって言ったら、町長さんは、田舎ってですね、都会に

比べたらつながりもある。まあ絆っていう言葉は使わなかったんですが、付き合いも深

い。したがって消滅するようなことはねえよという具合に言ったんですが、えー、都市

の人口がですね、まだ増えている段階でもうすでにこうなっちゃっているわけです。こ
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れを異常と思わないんだったらどう思うんですか。異常だったらそこにですねトップセ

ールスが入って当たり前じゃないですかというのが私の主張です。 

 で、裏をかえしてください。 

 鋸南町の年齢別人口を申し上げます。左側が平成元年の集計です。右側が平成 25 年。

ここで言えることはですね、10 代 20 代及び 10 歳までの若年層が大幅に減少している。

高校を卒業した段階でポンといなくなっちゃうというのが一つ大きくこのグラフから読

み取れますね。したがって、15 から 65 の生産年齢の人口が大幅に減っているということ

です。 

 まあ高齢者がそれなりに増えているというのは、自然にそうなっていくことですから、

これはそうだと思います。それから一番下の出生数ですが、これはまた大変問題だと僕

は思うんですね。昭和 60 年は 143 名の方がこの町で生まれていました。平成 25 年には

28 名です。もう一クラスできなくなっちゃったような人数で今の子どもが生まれていま

す。 

 ここでちょっと注意してですね、説明しておきたいのは丸２の方、平成 25 年度はです

ね、国保対象者、国保ですね、国保の対象者は全部で 3,140 人います。ただし、この中

からですね、この御家庭で出生数はゼロです。 

 以上資料の説明をさせてもらいました。 

 第１回の質問の方はこれで終わりにします。 

 よろしく答弁をお願いいたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 緒方猛君の質問について、町長から答弁を願います。 

 町長 白石治和君。 

〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 緒方猛議員の一般質問に答弁をいたします。 

 １件目の「人口減対策について」お答えをいたします。 

 御質問の１点目の、「保田小跡の都市型交流施設は応分の活性化は期待されるも、人口

減対策の主要な施策と考えていることに対し、具体的展望を時系列で示されたい」につ

いてでありますが、都市交流施設の整備は、農林水産省所管の農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金の交付を受けておりますが、この交付金を受けるために策定した「鋸南

町保田地区活性化計画」において、大きな二つの目標を掲げております。 

 一つ目は、地域活力の低下などの懸念を解消するため、保田小学校を新たなコミュニ

ティの核となる施設として再生を図り、交流の拠点として活用を目指すことであります。 

 二つ目は、農林水産物の需要拡大を背景とした農林漁家の経営安定化を図ることによ

り、離職や地区外の流出を抑制することで地区の定住を促進をすることであります。 

 １点目の交流拠点としての活用につきましては、都市住民との交流による地域の活性
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化、強いては交流人口の増加が主眼となりますが、鋸南町の良さを知っていただき、そ

の先に、移住、定住への転換が図られる可能性を秘めているわけであります。 

 したがいまして、施設の窓口では、観光資源などの情報提供や体験メニューの案内や

受付のほか、空き家情報やふるさと納税の情報など、移住や定住に関連した情報を提供

できるよう検討を進めているところでございます。 

 ２点目につきましては、人口減少の最大の課題とも言える就業の場の確保であり、地

場産業である農水産業を安定的に経営をしていただくことで、離職率を是正し、転出の

抑制を図ろうとするものでございます。 

 時系列で想定する対策とその効果を申し上げます。 

 まず始めに、施設開業時には、施設自体での雇用が発生をします。 

 町内の方を優先して雇用する方針ではありますが、業種などによっては町外からの雇

用を行うことも想定されますので、定住化の大きな課題とされる雇用の創出が見込まれ、

町内外の方々に向けた定住促進となるものと思います。 

 次に、施設の機能に関してですが、直売所における日用品の品揃えや、テナント店舗

での飲食や物販の提供、子ども広場の設置など、地域の方々の利便性を高める施設を目

指しております。 

 さらには、重点道の駅構想において、地域の生活に必要な機能をこの施設に集約をす

ることで、人口減少に適応したコンパクトシティーの実現を可能とする計画も有してお

り、これらの取り組みは、地域の居住環境を高めるもので、間接的ではありますが、定

住促進にも役立つものと思っております。 

 さらに、来訪者に対しては、施設の窓口を通じて、豊かな自然など町の素晴らしさを

情報発信をするとともに、移住、定住に関する情報提供を行ってまいります。鋸南町に

訪れる方々をリピーターに、そして町自体のファンになっていただくことで、二拠点居

住や移住、定住が図られるものと思っております。 

 そのためには、積極的な情報の提供とともに、住環境の整備を進めていかなければな

らないと思っております。幸い、旧保田小学校の周辺には、町の保健や福祉、医療の施

設が集中をしており、施設自体も避難場所として活用いたします。 

 安心して暮らせる地域であることも、定住促進の一助となるものと考えております。 

 最後に、この施設の開業による大きなメリットとして、人や物が施設に集約すること

にあると思います。今までのようにセンター的な機能がない中での取り組みに比べ、地

域の核となる施設を開設をすることで、検討段階にある活性化の施策等は、加速的に推

進するものと思います。町内外を問わず、人、物が集まることによって、知恵や工夫が

集約され、新たな事業が生まれる可能性もありますし、特徴的なイベントや取り組みも

図られることが期待をされます。 

 また、今回の出荷組合に参加される方の中には、移住をされてきた方々も多く、今後

の取り組みや御活躍によって、新たな移住、定住を呼び込む宣伝効果もあると思います。 
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 物の集約についても、都市部への物流の可能性や、六次産業化なども加速をすること

が期待され、定住化の促進に大きな影響をもたらす可能性もあると思っております。 

 御質問の２点目、「町の危急存亡を救うため、組織の長が目の色を変えて働いていると

は思えない、改めて認識を問う」についてでありますが、緒方議員は、企業誘致などに

よる雇用創出を想定をしているようですが、地域の雇用対策は、地場産業の振興や、地

域での新たな起業、あるいは都市部への通勤、通学の向上などによる対策など、さまざ

まだと思います。 

 企業誘致を否定するものではございませんが、空き施設の利用に関する募集状況など

では、相当の雇用が発生する実現可能な提案はございませんでした。 

 人口減少を抑制するための大きな課題は、雇用対策であり、なんとか対策を講ずる必

要があると認識をいたしております。 

 国においても、「まち・ひと・しごと創生法案」ほか地方創生関連法案が可決、成立を

し、これからは、国と地方が総力を挙げて地方創生に取り組むこととなります。当町に

おきましても、地域の特性を生かし、国の支援を受けながら、自ら考える地方創生に取

り組んでまいる所存です。 

 私が町長選挙に初めて立候補を表明した折、応援して下さる皆さんとともに、鋸南町

を元気にするため、農漁業、観光など異業種が連帯する産業おこしを提唱いたしました。

農漁業や観光などの連携により、地場産業を生かした新たな産業を生み出すことや、農

水産物に付加価値を高めることによって経済的に自立できる経営を支援していこうとす

るものでございます。 

 また、都市住民が求めている自然の中での安らぎや農漁村での出会いや触れ合いを提

供することが、交流人口の増加策とも提唱いたしました。町長に就任後は、再三御説明

をさせていただいておりますとおり、財政の再建が待ったなしの状況にありましたので、

重要、最重要課題として取り組み、経済的な波及効果を目的とした対策に大きな予算を

投じることができませんでした。 

 今回の都市交流施設の整備によって、就任前から提唱してきました地場産業による新

たな産業おこしや、六次産業化など付加価値を高める取り組みが実現可能な状況となっ

てまいりました。 

 また、少ない予算の中で、地域の皆さんとの連携によって取り組んでまいりました自

然景観の醸成も、実際に成果を上げる状況となりつつあります。 

 緒方議員とは取り組みの手法など考え方が異なるとは思いますが、私は、自身の政策

を示して、町民の皆様から信任を得てまいりました。就任以前に提唱した鋸南町を元気

にするための施策を実現するため、思い描く理想に向かって、本職を全うしていると自

負をしております。 

 御質問の３点目、多くの自治体が手がけている「空き家バンク」創設が理想と考えて

おり、それから５年近くも経過をしているがどのようになっているのか」についてであ
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りますが、本年３月に、危険家屋対策として空き家等の適正管理に関する条例を制定を

いたしましたが、現状においては、鋸南町における空き家状況を把握しきれていないた

め、９月定例会において御質問のありました空き家の把握に向けて、地域振興課に調査

を指示をいたしました。 

 現在、空き家と推定される建物を地図上に示して、「空き家となっている箇所は転出等

によるものか、別荘なのか」また、「空き家のうち危険家屋と思われる家はあるのか」さ

らには、「その他に空き家となっている家はあるのか」などについて、地域の実情に詳し

い区長さんに協力をお願いし、調査を実施いたします。 

 その後、区長さんから報告をされた調査結果を基に、職員による現地調査等を行い、

建物の状態の把握や所有者の意向調査などを行っていきたいと考えております。 

 ２件目の「「町報きょなん」の声のバトンタッチ」についてお答えいたします。 

 御質問の、「最近記事そのものがなくなったようだ、なぜか」についてでありますが、

町報に掲載をしておりました「声のバトンタッチ」は、町民の皆さんの「声」をバトン

でつないで、“友だち”から“友だち”へネットワークを広げていくもので、「仕事や趣

味」「最近心に感じた事やうれしかったこと」「町政に望むこと」を伺って、掲載をして

おりました。 

 平成 14 年３月からスタートをし、平成 26 年３月までに 12 年間 286 人の方に登場して

いただき、この間、幅広い世代にわたる方々の仕事や趣味を御紹介させていただくとと

もに、町への御意見をいただいたところでございます。 

 現在、事業を進めております都市交流施設の建設につきましても、「子どもの遊び場を

整備をしてほしい」「雇用の場を確保してほしい」「町が活性化することを望む」など、

この連載の御意見を参考とさせていただいたところでございます。 

 長期間の連載により、次に記事を書いていただく方を探すのが困難との御意見が多く

なり、掲載を終了をし、新たなコーナーに移行することといたしました。地方分権が進

展し、まちづくりの主役は住民となり、住民と行政との関係はパートナーに変化、変化

をしてきました。 

 議員のおっしゃるとおり、住民と行政との協働によりまちづくりを行っている現在、

住民の声を聴くこのコーナーは、重要な役割を担っていたものと考えております。 

 新シリーズに向け、準備を進めておりますが、新コーナーが町と住民、あるいは住民

同士のコミュニケーションが図られるようなものとしたいと考えております。 

 以上で、緒方猛議員の一般質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 緒方猛君、再質問はありますか。 

 はい、緒方猛君。 

○３番（緒方猛君）  

 ありがとうございました。 
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 それではですね、再質問については、時間の関係もありますので、簡単に片付きそう

だと思うものから質問させてもらいたいと思います。 

 一番初めにですね、町報きょなんの声のバトンタッチについて、再質問をさせてもら

います。 

 これについてはですね、私が以前職員の提案制度をつくったらどうだという要望もい

たしました。これについては、小さい職場だから、改めてのですね、仕事を追加するの

はいかがなものかということで、叶えられませんでした。で、この声のバトンタッチは

町政にですね、望むことというのを書いてもらっており、町民から行政に対するですね、

いわば貴重な提案要望の類であって、官民のですね、距離を近づける良い企画であると

いう具合に私は判断をしていました。で、毎月来るのをですね、それなりに目を通して

おりました。 

 しかし、これが十分活かされてなかったんじゃないか、活かされてないんじゃないか

ということで、私はですね、３年３カ月、76 人分のこの提案をですね分析をしてみまし

た。その中には大変、なんて言いますかね、貴重な意見もあったという具合に記憶をし

ております。意見はですね、可能な範囲で活かしてあげないと、アホらしくてですね、

次から次に書いてくれって言ったってなかなかそうは続かない。私はここに行き詰った

んだという具合に思うんですね。ちゃんとして、要望の答を出たらですね、答を、正し

い答えをですね、その人の言うとおりに政策に反映する。実施をするということはこれ

は不可能です。だから当を出たうちのですね、一つか二つなりに、二つなりをですね、

ややそれに近いことでこういう具合に考えますよ、考えますよと、将来それは政策に入

れますよと、そういうフィードバックが提案者との間になければ長続きはしません。し

たがってこれは僕は行き詰ったんだなという具合に感じております。 

 ちょっと話が飛躍しますけれども、これも途中で１回言ったと思うんですけれどもね、

私は自動車の出身です。トヨタ自動車の繁栄はですね、昭和 30 年代からの、30 年代って

いうから 50 年前です。30 年代からの現場の提案、改善、看板方式、トヨタ生産方式が大

きくですね、今の行政、今の、隆々たるトヨタって言ったら今、アメリカのＧＭを除く

トップの企業に、世界的にもトップ企業になっております。 

 そのことにですね、もちろんお金の問題だとかですね、そういう問題がいろいろあっ

たんだと思います。だけど、現場の活動としては、今言った提案だとか改善だとかです

ね、トヨタ生産方式が大きく寄与しているということは、私は実感をもってトヨタに行

って見学をしております。 

 新シリーズになるということですね、これはそれで結構だと思います。その中ではで

すね、ぜひ住民の意見を聞く運営をですね、この企画の中に入れていただきたいという

具合に要望しておきたいと思います。私の考え方は、提案がないところには改善はない

という具合に思っております。いかがでしょうか。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 声のバトンタッチの関係でございますけれども、記事的にはですね、３点ほどのイン

タビュー、町への要望事項を含めての３点というようなことでございました。 

 緒方議員から、その、要する提言に対してのフィードバックがないから行き詰ったん

ではないかというような御指摘でございますけれども、まあそのような要素があったか

どうかはわかりませんけれども、いずれにしましてもなかなかですね、人と人とがつな

がっていかないというのが実状としてございました。それで、まああの全てですね、い

ただいた意見は 100％は無理かもしれませんけれどもできるだけ反映すべきだという点

はそのとおりでありまして、あの、事実反映できる点については町としても努力をして

きたと思っております。 

 新しいシリーズについて、企画の中でですね、町民の意見を聞くようなこともですね、

考慮してほしいということでございますので、また、その、企画等についてはですね、

考えていただきたいと思います。 

 ちなみにですね、新しいシリーズの中ではですね、例えばその、公民館のサークル活

動でありますとか、そういう、スポーツ少年団でありますとか、そういう町民の方がで

すね、実際活動しているようなですね、自発的に活動しているような方々のグループを

紹介していったりですね、そのようなことを考えております。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、緒方猛君。 

○３番（緒方猛君）  

 えーっと、以前ですね、回答を貰った時と今の回答は若干違いますけれども深入りは

しません。あの、私の要望をぜひ聞いていただきたいと、いう具合に思っています。 

 次の質問にいきます。 

 人口減対策の関係のですね、丸１で質問したことの再質問をさせていただきたいと思

います。 

 くどいようですが、答弁ではですね、配布資料にもありますように現に、異常なです

ね人口減少が続いております。毎年 140 人から 180 人くらい以前調べた時ですが、人口

が減っております。これは４人から７・８人入ってくる人を入れた結果 140 から 180 く

らい毎年減っているということです。町長がですね、以前の答弁で「任期中に過疎を食

い止める筋道を立てるあるいは立っている」という具合に答弁をされました。それは何

を指しているかというと、都市型交流施設が、かつてない投資をしてできるわけですか

らそういうなんて言いますかね、勢いをもつのをこれはまた、当然のことだと思います。 
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 活性化もですね、施設に関係する雇用も。あ、ごめんなさいあの、活性化もですね、

施設に関する雇用もあるでしょう。それは否定はしません。で、そこで、希望的観測を

含めてですね、希望的観測を含めてどういう、どのようなですね、人口減に対する効果

がですね、今回の都市型交流施設で町はですね、想定しているのか。 

 で、先ほどの小藤田議員に対する回答で新たな雇用が 40 人ということを確か言われた

と思うんですが、それはそれで結構です。町民はですね、やっぱりこの人口減の中でこ

ういうことをやる、町長さんの言われるとおり野菜を出して、いろんなのを出して、手

づくりのものを出して、ステージをつくりますからその上で思う存分活躍してください

と、これはわかります。わかりますけれども、この町の最大の、なんて言いますかね、

問題は、何回も言いますけど、人口減このままいったらどうなっちゃうんですか。それ

にブレーキがかからないことには町なくなっちゃいますよと。 

 日本創成会議が言う前から私は言っているわけですが、日本創成会議というのは今年

の５月です言ったのは、私は４年前から言ってます。これはこの先ほどのグラフを見た

らですね、そうならざるを得ないんですよほっとくと。だから、トップセールスで、こ

れを回避するという努力をしてくださいと。 

 それは簡単にはできないと思います。だけど何回も何回も行ってですね、なんとかこ

の町に雇用を間接的にも直接的でも良いですよ、生む方法はないかというものをですね、

町のトップリーダーとしては探すべきだと、それが僕はトップ、トップのですね、え、

あの、仕事のあり方だし、やり方だと、やるべきことだという具合に私は企業の中で考

えてきました。そのようにすることを進言申し、実際やってきもしました。 

 そういうようなことからですね、具体的な展望ということで私は質問したんですが、

具体的な展望というのはですね、要するに人口減がこれで先を見通した筋道が立ったよ

ということをおっしゃっているわけですから 40 人を含めて当面、３年・５年・10 年ので

すね、この関係の人口減を食い止める雇用としてはですね、どのくらいになっちゃうの

かと、いうのを想定の範囲内で御答弁いただきたいと。 

 要するに町民はそこを待っているという具合に思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 なかなか想定ということは難しいんですけれども、例えばあの、確かにあの、人口減

少の話はございまして、いわゆる自然減の部分とあと社会的なですね、転入転出等の人

の流れということがあるわけでございます。 

 それであの、先ほどあの、現在ですね、農水省の方の農山漁村活性化プロジェクト事

業の、それの事業計画、目標の中ではですね、なかなかあの、例えば 100 あるものを 110

にするというような計画は現実的ではないと、そういうこと、農水と相談する中で、例
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えばその計画目標というのは、一つにはですね、定住人口のまあ確保、要するに保田地

区はですね、他の同じ町内の中の勝山地区と比べても転出入の割合がかなり低いと言い

ますか、大きいっていうんですかね、それを緩和するということで、例えばその 20 年か

ら 24 年までのその転入転出の割合を見ると 83％ということで、ちょっと今手元に申し訳

ないんですけれども 83％、あ、87％ですね、というような割合になっているものをこの

プロポの事業の中では６％増加して 25 年から 29 年までの転出割合をこれを 93％に上げ

なさいということ、それが、ですからその、端的にですね人口増、定住人口になるとい

うことではないんですけれども、その定住人口減の緩和をすることは一つ数値目標とし

て、事業の中にございます。 

 もう一つの目標はですね、その交流人口の増加と、いうことでございまして、入込客

数ですね、これについてはまあ、23％の増加ということでおおむねまあ 30 万人くらいで

すかね、その期間に増加するような目標を立てて事業に取り組んでくださいということ

でございます。 

 それでまああのなかなか端的にですね、そういう意味でその何年に移行という人口の

ですね、今は数値をお示しできないわけでございますけれども、一応計画上の中では、

一応まあ人口減の緩和、それで、付随してですね、さらに交流人口が増えて、計画以上

にお客様が来ていただきまして、あるいは定住化に向けてですね、地域のことを認識し

ていただいて、そういう定住される方が一人でも多く増えてくれれば良いなということ

で事業の方に取り組んでいるところでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、緒方猛君。 

○３番（緒方猛君）  

 ちょっとですね、今のところでですね、補足をしておきます。こういうところが私は

気になっているんで、今の質問をしているわけです。 

 前にも言ったことですが、私ども皆でですね、道の駅の研修に行きました。栃木の「ど

まんなか」って言う所に行きました。それから近くではですね、私は富楽里に何回も行

って聞いております。富楽里はですね、あれほどの 12、３億売っているというんですが、

あれほどの売る道の駅ができてもですね、旧富山町の中、旧富山町の範囲内で、18 年の

ですね人口が、8,000、あ、5,820 人だったのがですね、26 年は 5,361、約 500 人減って

いるんですよ。これはどういう割合かと言うと、８％減です。 

 南房総市全体のですね、人口減はどうなっているかと言うと、５年で５％です。だか

らこれ８年で８％だから全体となんら変わらないということなんですよ。あれだけのも

のができても。それが一つ。 

 それから、都市型交流施設はですね、こんなことは、こんなことではないとは思いま

す。いろいろ、夢がいっぱい語られましたから、そうではないということが少しはわか
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りましたけれども、建設が目的ではなくてですね、当然のことですが、都市型交流施設

の建設が目的ではなくて、目的、建設は手段なわけですね、手段の先に目的があるんで

すよ。その目的はなにかって言ったら、縷々申し上げてきた人口減どうするの、その見

通しを立てるよ、筋道を立てるよと言ったのが都市型交流施設なんですね。したがって、

目的のその人口減に対するですね、読みがどうなっていくのか、どうなっていくのかと、

どうなっちゃうのということをちゃんと管理指標的につくっていくのは当然のことだと

思うんですよ。大体あの行政っていうのはですね、箱物つくって後は面倒みないってい

うことはよくありますよね。僕は大黒山の上のあの、お城みたいなのはなにかわかりま

せんけれどもね、あれはなにが目的だったのかよくわかりません。つくることが目的だ

ったんじゃないんですか。そういうことにならないようにするためには、少なくともこ

れをつくることによって、なにとなにとなにを達成するんだと、なにを目標にするんだ

と、その目標がどういう具合になっていっているかと、こういう管理指標が、町長さん

のもとにちゃんとつくっていただきたいと要望しておきます。 

 ちょっとコメントがあったらください。 

 なければ次にいきます。 

 じゃあ３つ目、これは飛ばしましょうかね。 

 空き家バンクのことに、空き家バンクのことについて再質問させてもらいます。 

 空き家バンクについてはですね、５年前検討するということを言われたわけですが、

その後ほとんど手つかずだったということが今の答弁でわかりました。 

 他自治体のですね、例も以前話をさせてもらいました。これも人口減の一つの対策と

言いますか要素だという具合に思っております。で、日本全体のですね、自治体という

のは御案内のとおり 1700 いくつかあるわけですが、2005 年くらいからですね、全国の自

治体がこの事業に急に取り組んできております。今やですね、63％の自治体が市町村の

63％の自治体が空き家バンク制度を実施しております。今後ですね、実施をするという

のを含めるとですね、76％になります。 

 人口減対策は繰り返し言いますが、企業誘致以外はですね、これだけやればオーケー

というものはないと思います。人口減対策は、あの、私今頭をちょっと整理しながら言

っているんですが、企業誘致以外はですね、これだけやれば人口減対策がオーケーだよ

というのはなかなかない、あれもこれもなんですね。何一つ、これだけやれば人口減対

策が止まるよということにはなりません。なんでもそうです。だからいろんなテーマが

出てくるわけです。要は、町外の方にですね、この町にこういう、なんて言いますかね、

えー、行政の施策をやっている町にですね、どれほどこの町を、に魅力を感じて来ても

らえるかと、そこが勝負なんですよね。という具合に私は思います。その結果がいまま

で現在は県下１・２・３番目くらいのですね、減り方をしている。 

 高齢化が高いと言ってもですね、皆高齢になっていっちゃうんですよ。なんで高齢化

率が高いかと言ったら若い者がいなくなっちゃうから高齢化が高いだけなんです。 
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 子どもさんが生まれない。二十歳を過ぎたら皆出て行っちゃう。そうしたら高齢化の

人だけしか残らないわけですから、高齢化率が高くなるのは当たり前ですよね。だから

この町は住みやすいとかそんなことは全然考えないんです。 

 だから、高齢化率を下げるためにも、子どもさん、生まれる子どもさんを多くすると

か、若いものがですね、多くここの町にとどまってもらう、あるいは来てもらうという

ことにならないことには高齢化も下がってはきません。どんどんどんどん上がっていく。

ますます上がっていくだろうと思います。そういうことから考えると、空き家バンクこ

そですね、早急に事業化を取り組んでいただきたいという具合に思います。 

 今回は、まあいままでのことは過去のことですから水に流してですね、調査だけはさ

れるということのようですので、調査だけでは終わらずにですね、ぜひあの実のある効

果につながるまでですね、一例を言いましたあの、大分県の豊後竹田の例を言いました。

１人のスタッフがですね、２年間で 110 人の人を移住させて、している実績があります。 

 これはその人が自分が 30 過ぎだけど、自分が年配になったときにですね、この町が滅

んでしまったらかなわないと、だから今がんばるんだということでがんばった結果がそ

ういうことなんです。 

 例えば館山もですね、この５年間で 109 世帯、138 人の方が移住をしております。年代

的には 20 代から 40 代です。だからやる人のですね、それに取り組むスタッフの意気込

みって言いますかね、どれだけの努力をしてですね、そのことに、その仕事に挑戦する

かということで答えはガラッと変わると思うんです。やってみたけどなんにもないやと

言ってくる人もいる。この空き家をですね、どこかに使ってくれと、これが一番難しい

んですよ。登録してくれる人がなかなか出ない。それを含めてですね、やっぱし相当な

意気込みでやらないといけないと思うんですが、この件について、一つ答弁をいただき

たいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 空き家対策につきましては、鋸南町のこれからの環境、例えば空き家で危険家屋なん

かありますとですね、台風のときに心配しているとかですね、空き家であるとやはり火

の始末とか管理、それらのことを含めた中におきまして、空き家対策の調査を行ってい

きたいと思っております。 

 その中においては、やはり、我々だけでやってもだめですので、地域を交えたという

ことで、区長さん方にお願いして、地域と一緒に歩んでいくという考えでおります。 

 それから、まあ当然ですね、この空き家を成功させるには、つきましては、移住希望

者に適合する物件がないと伸びない。あるいは空き家のリフォームの補助金等も考える

必要があるだろうと。さらには所有者地域住民及び関係者にとって利益がなにかなけれ

ばいけないんだろうというような点をですね、探りながら、しっかりと調査をしていき
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たいと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 再質問は。 

 はい、緒方猛君。 

○３番（緒方猛君）  

 この関係はですね、えっと、私は事務局の方で取り寄せてもらったんですけれども、

国はですね、1,700 のですね、自治体に、県を含めて、県を含めると 1,800 近いんですが、

市町村だけでいくと 1,730 ですけれどもね。その全部にどういう取り組みをいつからど

うしているんですか。それで効果はどうなんですか。どういうことが問題なんですか、

というデータがあります。私この間貰いました。 

 そういうデータをじっくり見ながらですね、いずれにしたってこれからやるんですか

ら、じっくり見ながら、最善の道を選んでですね、やっていっていただきたいなという

具合に思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 以上で緒方猛君の質問を終了します。 

 ここで暫時休憩をします。 

 ２時 30 分まで休憩といたします。 

 

 

……… 休憩・午後 ２時２２分 ……… 

……… 再開・午後 ２時３０分 ……… 

 

     ◎一般質問 

     ◎１番  

 

○議長（伊藤茂明） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  

 １番  

〔ベルが鳴る〕 

  

 私からは２件の質問をさせていただきたいと思います。１件目は有害獣対策について

でありますけれども、当町では有害獣対策については講演会や、わな狩猟講習会など積

極的な取り組みを行っていると思います。さらには今年度から県下２番目となる有害鳥

獣被害対策実施隊を組織し捕獲活動など協議会を中心とした有害獣対策事業に力を入れ
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ていると思っております。しかし、有害獣被害防止対策の補助事業については平成 25 年

度から国庫補助の事業化に伴い、県補助事業これ内訳としてですね、県が３分の２、町

が６分の１補助。この事業がなくなり町単独の補助率６分の１の事業になったことから、

補助率も低く活用の少ない補助事業であると私は思っております。したがって、被害は

年々増加傾向となっているように思いますが、耕作ほうちき、ほうちき、ごめんなさい。

耕作放棄地の増加に歯止めをかけるためにも、活用のしやすい補助事業は大変重要だと

いうふうに考えているところでございます。 

 また、最近ではこの街中ですけどね、田町や内宿地域でもイノシシの目撃が確認され

ており、町の中がですね危険な状況になっていることも考えられます。そこでですね、

４点の質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 一つ目は、現在の取り組みと成果について。二つ目として近隣３市の単独による被害

防止対策事業の状況について。三つ目は同じく近隣３市の有害獣捕獲に対する報奨金の

状況について。４点目は今後の取り組みについてを伺いたいと思います。 

 次、２件目でございますけど、２件目については旧佐久間小学校の活用についてでご

ざいます。これは質問に入る前に僭越ですけどね、苦言を呈したいことがございます。

それは、旧佐久間小学校の活用について私は全員協議会等で何度か今後の計画について、

協議をすべく質問したことがございます。しかし、何の説明もなく今年の３月の議員の

一般質問により自衛隊が利用する答弁を町はいたしました。私はわが町に半世紀以上の

ね、駐屯している歴史を持つ、自衛隊が活用することですから、これについてとやかく

言うつもりは一切ございません。しかしながらですね、旧佐久間小の立地条件というの

は、まぁ非常に良好っていうかね、まぁ良好な敷地、そして環境の素晴らしい、町を興

す上では非常に重要な場所だとこのように私は認識しております。 

 まぁしかし、町からは議会に何の説明もなく進めたことはいかがなものかなと、まぁ

いうふうに思っているところでございます。また目標そして、計画性のないやり方だと

この佐久間小学校の事については思っております。この件については特に答弁は求めま

せん。 

 まぁそれでは本来の質問の方に、入らせていただきたいと思います。旧保田小学校は

今年度事業により都市交流施設として、事業化されております。が、佐久間小学校につ

いては、以前佐久間地区区長さんの要望に応えて地域活性化の拠点として、位置づける

べく利用者の募集を行ったというふうに聞いておりますけど、まぁ利用者が現れなかっ

たと。そういう状況の中でですね、現在の状況になっていたというふうに伺っています。

私が議員になって３年半になるわけですけど、旧保田小学校について、失礼いたしまし

た。旧佐久間小学校については、その間この佐久間小学校についての協議をしたことは

一切なかったと、いうふうに私は思っています。 

 たまたま今年度からですね、年２回自衛隊が利用している。このことから今後の佐久

間小学校の活用について町の方針を伺いたいと、いうふうに思います。まず１点目から
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ですけど、年２回２カ月の自衛隊活用以外の期間をどのように活用するのか。 

 ２点目は施設の老朽化による修繕等維持管理は今後どのように考えているのか。 

 最後になります、３点目ですけれども佐久間小学校について、将来的地域振興につな

がる計画があるのか伺いたいと思います。 

 １回目の、これで１回目のですね質問を終わります。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、渡邉信  

 町長 白石治和君。 

〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 渡邉信廣議員の一般質問に答弁いたします。 

 １件目の「有害獣対策について」お答えいたします。 

 御質問の１点目、「現在の取り組みの成果について」でありますが、有害獣の捕獲対策

といたしましては、本年９月 12 日、30 名で発足いたしました有害鳥獣対策実施隊での活

動、82 名で構成される有害鳥獣対策協議会へ委託しての事業、わな猟免許取得者に対す

る免許取得費用の補助などを実施し、また、被害防止対策としては、電気柵などの設置

に対する補助などを実施しております。 

 捕獲対策による成果は、有害鳥獣対策協議会による一斉駆除では、今年９月末日まで

にイノシシ 289 頭、シカ 21 頭、猿 56 頭を捕獲しており、前年同時期と比較すると、イ

ノシシでは 129 頭の増、シカでは２頭の増、猿では 27 頭の増となっております。 

 今年度のイノシシ、シカ、猿の捕獲数は、昨年度の捕獲数 703 頭を大きく上回ること

が予想されます。 

 実施隊では、発足した９月以降に一斉駆除を３回実施し、イノシシ５頭、シカ６頭、

キョン１頭を捕獲しております。 

 わな猟免許の取得費補助につきましては、今年度２人の方が免許を取得し、補助金を

交付しております。 

 次に、被害防止対策による今年度の成果ですが、侵入防止柵は、国庫補助対象となる

電気柵を１カ所で 687 メートル、町単独補助となる電気柵を２カ所で 503 メートルを設

置いたしました。 

 平成 18 年度から今年度までの侵入防止柵の設置は、274 カ所で総延長は 112.84 キロメ

ートルとなっております。 

 御質問の２点目、「近隣３市の単独による被害防止対策事業の状況について」でありま

すが、館山市、鴨川市、南房総市とも、有害獣の侵入防止柵設置に対する補助率は対象

経費の２分の１となっております。平成 25 年度の実績では、館山市は電気柵２カ所で延

長 1,071 メートル、鴨川市では平成 25 年度の実施はなく、南房総市は、電気柵、物理柵
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合わせて 82 カ所で延長約１万 8,000 メートルとなっております。 

 鋸南町は、電気柵６カ所で延長 2,196 メートル、物理柵１カ所で延長 1,200 メートル、

合わせて７カ所で 3,396 メートルであり、その補助率は対象経費の６分の１となってお

ります。 

 御質問の３点目、「近隣３市の有害獣捕獲に対する報奨金等の状況について」でありま

すが、猿に対する報奨金ですが、館山市では交付の対象としておらず、鴨川市では１万

6,000 円、南房総市では 7,000 円、鋸南町は１万 3,000 円を交付しております。シカにつ

いては、館山市と鴨川市では１万 3,000 円、南房総市では 7,000 円、鋸南町は１万 3,000

円を交付しております。 

 イノシシについては、館山市、鴨川市、南房総市は１万 3,000 円、鋸南町は１万 1,000

円を交付しております。 

その他の有害獣については、館山市は対象としておらず、鴨川市では、キョンは 6,000

円、その他の小型獣は 1,000 円、南房総市では、その他の小型獣は 1,000 円を交付して

います。鋸南町では、キョン、ハクビシンは 2,000 円を交付しております。 

 御質問の４点目、「今後の取り組みについて」でありますが、有害獣の問題は、勝山漁

港にもイノシシが出没するなど山間部だけでなく鋸南町全域に活動範囲が広がっており、

引き続き、捕獲対策と被害防止対策を併せて実施していく方針であります。 

 捕獲対策では、実施隊員やわな猟免許取得者の高齢化の対応策として担い手の確保を

図ってまいります。捕獲に対する報奨金に充当しておりました緊急捕獲事業ですが、国

の上乗せ分を千葉県が基金化して交付を行っておりましたが、直近の情報では、制度が

見直されるとも伺っておりますので、その内容を精査した上で、来年度以降の捕獲に対

する補助金額を検討してまいりたいと考えております。 

 被害防止対策では、個々の農地の保全を中心に行っておりましたが、今後は、赤伏地

区が行ったような、山際に侵入防止柵を設置する広範囲な対策も推進してまいりたいと

考えております。 

 ２件目の「旧佐久間小学校の活用について」お答えいたします。 

 御質問の１点目、「年２回の自衛隊の活用以外の期間をどのように活用するのか」につ

いてでありますが、初めに、現在の活用の状況をお伝えします。 

 まず、自衛隊ですが、約１か月間を単位として、年２回、南房総地区の野外訓練基地

として御利用いただいております。 

 利用の範囲は、校舎棟、特別教室棟、そして車両駐車のための校庭で、90 名程度の隊

員が訓練を行います。このほか、水上降下訓練で３日間ほど、宿営に御利用いただいて

おります。 

 今年度の利用実績ですが、60 日間で延べ 5,400 人程の隊員が滞在いたしました。その

間で、地域で食材など調達をしていただいたほか、隊員それぞれも、地域の店舗で食料

品や日用品など購入していただいております。 
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 参考までに、入浴を提供した笑楽の湯の実績ですが、期間中は 1,941 人の隊員に御利

用いただき、入浴料は 56 万円程となりました。 

 次に、自衛隊以外の利用状況ですが、町内の宿泊施設に滞在する方々のスポーツ競技

の練習用に体育館を利用、また、サッカー練習と農業体験の受け入れの会場として体育

館や校庭を利用、このほか、町内に合宿した際のスポーツ競技用、町内団体が行う活動

やイベントに御利用いただいております。 

 自衛隊の訓練基地として活用する前の平成 25 年度の利用実績ですが、“佐久間アグリ

サポート”が行っている農業体験により、年間 26 日、推定で述べ 2,000 人程の方に御利

用いただきました。 

 また、町内に宿泊する方のスポーツ練習用の体育館等の利用により、年間 31 日、推定

で延べ 1,200 人程の方に御利用いただき、その他の利用も含めますと年間 68 日間、述べ

3,500 人程度の方に御利用いただいております。 

 今後の活用方法ですが、現在御利用いただいております“佐久間アグリサポート”は、

まちづくり支援事業の補助団体で、県外の企画会社を通してサッカー教室に通う都市部

の子供を受け入れ、農業体験メニューを提供する活動に取り組んでおり、農業体験は旧

佐久間小学校周辺の遊休農地を活用、サッカー教室やその他のメニューは、旧佐久間小

学校施設を御活用いただいております。 

 東京近郊から１時間あまりの立地にある当町において、“佐久間アグリサポート”の活

動は、地域の立地や特性に根差した取り組みでありますので、観光や農業の振興、佐久

間地域の活性化の観点からも、大変意義があり、効果的で、将来性のある活動だと思っ

ております。 

 引き続き御活用いただければと考えておりまして、“佐久間アグリサポート”の活動が

さらに拡大していただくことや、その他の団体が同様の活動に着手していただくなど、

御期待をしております。 

 また、従前から御利用いただいております町内の宿泊施設に滞在する方々のスポーツ

合宿や、町内団体等のイベント、活動での御利用ですが、保田小学校の閉校に伴い、利

用施設が少なくなることから、引き続き御利用いただこうと思っております。 

 御質問の２点目、「施設の老朽化による修繕等、維持管理はどのように考えているか」

についてでありますが、自衛隊が宿営する校舎棟、特別教室棟につきましては、旧第一

中学校の例にならい、大きな修繕等は町が負担し、細かな修繕等は自衛隊にお願いして、

維持管理を図る方針です。 

 また、一般に開放している体育館ですが、施設の瑕疵によって事故が起きないよう最

低限の維持補修に努めてまいります。 

 耐震改修が済んでいない施設でありますので、補修等を行う際、専門家の判断を仰ぐ

中で、使用の可否など適宜判断していく必要があると考えております。いずれにしまし

ても、施設自体が広域避難場所となっており、佐久間地域に旧佐久間小学校に替わる規
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模の施設はありませんので、維持補修を行うことによって、長期間使用できるよう努め

ていきたいと考えております。 

 御質問の３点目、「旧佐久間小学校については、将来的に地域振興につながるような計

画があるか」についてでありますが、旧佐久間小学校に関する利用計画はありません。 

 しかしながら、現在御利用いただいている農業体験の取り組みは、地域の特性や人材

を生かした将来性ある活動であり、農業や観光など、地域振興につながるものと考えて

おりますので、引き続き御利用いただければと考えております。 

 自衛隊の訓練基地として占有する期間があり、利用の制約はありますが、農業体験の

受け入れなど同様の取り組みや、地域振興が図られるような提案があれば、検討をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上で、渡邉信廣議員の一般質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤茂明） 

  

  

 

 それでは順番にいきたいと思いますけども、１点目のですね有害獣対策に対する現在

の取り組みと成果についてはですね、まぁ色々な取り組みをされ、努力をされている結

果がですね、昨年度の数を大きく上回るということで、昨年度がイノシシの場合 160 頭、

今年度の上半期で約 289 頭かな。というように非常に努力の結果だというふうに思いま

すし、この場を借りてですね駆除隊の皆さんと言うんですかね協議会の皆さんに感謝を

申し上げたいし、地元の皆さんにも感謝申し上げたいというふうに思います。なお 18 年

度から実施している侵入防止柵の中のですね、電気柵について耐用年数は５年ぐらいと

いうような話を聞いておりますけれども、この補助事業の中で耐用年数を過ぎた箇所が

どのくらいあるのか。もしもわかったら教えていただければ、と思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 この事業につきましては、18 年から行われておりまして、耐用年数５年といたします

と、18・19・20・21、４カ年におきまして２万 3,615 メートルとなっているところでご

ざいます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 何カ所くらいというのがわかったら、その辺もですね教えていただければと思います

が。わからないかな。わからなければ、後でも結構ですよ。 
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○議長（伊藤茂明） 

 後で、答弁願います。はい、再質問。 

  

 

 わかりました。これ、いずれにしてもかなりのね、耐用年数を過ぎた箇所があるよう

に思います。まあこれは後での、質問に、あの、つながっていくと思いますけど、その

時またよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目のですね、近隣３市の単独による被害防止対策事業の補助金の状況ですけども、

町長の方の答弁にもありましたけど、３市の場合は単独補助、２分の１を交付している

ということでございます。鋸南町の場合には、６分の１ということもあるんでしょ、あ

るんですよね。非常に格差が大きい、まあ結果的にそれがですね、非常に使いづらい補

助金であったりとか、国の補助金も非常に制約が多いわけですよね。まあそういう中で

はですね、さっきの説明の中のように、国庫を利用したのが１件、単独が２件しかなか

ったというような、ことだと思いますが、そういう中でですね、今の時期は来年度の予

算の時期に来ていると思います。そういう中でですね来年度にですね、できれば近隣と

同じような状況の補助率にしていただきたいと、いうふうに思っていますけども、この

辺について、財政もですね来年度予算の取り組みをしている最中かもしれませんけども、

これは町にとって非常に大きな問題だと私は思っています。 

 他の町に比べると非常にうちの方の町は積極的に、協議会の皆さんも地元の皆さんも

自分の仕事をうっちゃって、ちょっと言葉は悪くなっちゃいましたけどもね、取り組ん

でいただいている結果が今回のような、大きな数字にはなってきているけども、結果的

にですね、この安房の地というのは非常に環境条件がいいのかどうなのか、かなり捕っ

ても捕ってもと言うんですかね、増える数の方が多いように思えます。 

 したがって街中にも出てきている。神戸の方にですね、いろんな危害を加えられて大

変な状況もあります。まあその中でとりあえずは、防護ということの中で、来年度この

辺の近隣に合わせたような補助金にしていただけるかどうか、これは町長副町長の答弁

になってしまいますかね。答えられればお願いをしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 先ほどの箇所数ですけれども、65 カ所となっております。それから今の予算の関係で

ございますが、イノシシにつきまして鋸南町では１万 1,000円、あとほかの所が１万 3,000

円ということで 2,000 円の分につきましては、県費で 3,000 円きまして、あと町の一般

財源で 2,000 円ということになりますので、あと 2,000 円を足しますと 2,000 円かける

500頭であれば 100万円というような形の予算が必要になるということになろうかと思い

ます。 
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○議長（伊藤茂明） 

 質問は補助率を３市と一緒に、合わせられないかということですけど。防止柵。その

点については。 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 改めて比較をすればですね、防護っていいますかね防除するための費用についてはで

すね、我々の町の方が確かに低い補助率だと思います。しかしやはりあの、当然これは

町だけでですね判断できるものではございませんから。有害鳥獣の対策協議会の皆様と

もですね、協議をさせていただかなければならないことだと思いますし、当然これ補助

金がですね、そのままどんどん使えるということでもこれは非常にあの、町の財政にと

って懸念になることでございますので有効活用させていただければ、というような視点

は私は考えております。ですからある意味では有害鳥獣の対策を、協議会の皆様方、そ

してまた駆除隊の皆さんとですね十分協議をさせていただいて、どういう形でですね対

策費のですね組み方が一番有効なのか、そして例えば防除する、防護する方が有効なの

か、でまた駆除をする方が有効なのか、そのバランスをどうとっていった方がより良い

形のですね、対策がとれるのか。そのことをしっかりと、把握をさせていただいて、そ

の方向が定まった時点でそれを行うという方が、私はいいような気がしておりますので、

例えば電柵でですね、物理柵と言いますかね、どれがどういう形でいいのかということ

までですね、協議をさせていただいて、直接にですね、その土地の所有者といいますか

ね、そういう皆様方もおられる訳でございますので、その辺まで精査をさせていただき

ながらですね、今後検討をしてまいりたいと、そんなこと思います。 

 

 今町長の方からですね協議会の皆さんと協議をする、状況を把握するというような答

えいただきました。まあ、これ本当にそういうね、会の皆さんと協議をしていただいて、

本当にその使いやすいと言いますかね、現実に合った補助金をということが一番理想だ

と思いますので、それをお願いしたいと思います。なお、今のですね色々その、防除を

しながら駆除ということが基本だと思いますが、今の段階で街中まで出てきている中で

ですね、その一つは、高齢化もあるでしょう。しかしなかなか被害額も、毎年出てくる

額は同じぐらいです。しかし過去の分を足していくとですね、非常にまあ耕作放棄をし

ている土地が増えているということです。ていうことはやはり、駆除が基本ですけれど

も、防護もしていかないと耕作放棄地が増えてしまうと、いうこともございますので、

先ほど町長が言われたように、協議会の皆さん現実の把握、これについてはぜひお願い

したいと思いますし、さらに加えていけば、先ほど菊間課長の方に質問させていただい

た耐用、バッテリーで使う、防護柵というのはですねバッテリーでの電気を流すという

ことにもなるでしょう、そういう中では機械そのものがかなりね、年数を過ぎてしまう

と、使えなくなるというような状況でですね、他市の場合にはだいたいその補助金の対
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象期限が５年ぐらいで更新ができるようなこともあるようですので、この辺については

ですね、先ほど町長の言われた協議会の皆さんと協議をしていただいて、なるべく使い

やすい、町も財政もありますのでね、使いやすい、できれば近隣に合わすような形での

補助金にしていただくことを要望してですね、この点については終わります。 

 続いてですね３点目なんですけども、すでに菊間課長が言いましたけどもね、捕獲こ

れは本当に捕らなければどんどん増えちゃうということですよね。そういう中でこれも

ですね、各町村、町村じゃねえ各市町、あの数字的にばらばらですよね。特に先ほど町

長の説明にあったように、制度がどのようになるかわからない部分もありますけども、

たとえば、これはうちの方の被害で一番大きいのがイノシシそして猿、シカというよう

な、またハクビシンもそうですけどね、特にイノシシの被害というのは地元で一番困っ

ていることのように思います。そういう中で３市については１万 3,000 円、鋸南につい

ては１万 1,000 円というようなことだと思います。これについてもできれば、今後の事

もありますけどもね、今後国の制度がどうやって変わっていくのか、その辺があると思

いますけれども、これはあの取り組みは鋸南町だけじゃなく全体でどうするんだという

ような、ことになろうかと思いますけれども、その辺の金額もですね、合わせるような

形で統一をしていただくことが、望ましいと思っていますけども、この辺についてまた、

答弁がいただければと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 数を数えておりましたので失礼いたしました。申し訳ございませんでした。 

 これにつきましてはですね、館山市さんなんかは猿はやっていないとか、ですね、い

ろんな状況がございます。鋸南町におきましては、県費でイノシシの場合 3,000 円いた

だきますので、町の 2,000 円を出してそれから上乗せの 6,000 円をやってですね、１万

1,000 円となっております。確かにその他の３市におきましてはイノシシについては一般

財源を鋸南町よりも 2,000 円追加してですね対応しておりますが、この辺は総合的にで

すね、判断していただいて、町の方にも財政がございますので、それらと考えながらで

すね対応していくような形になろうかと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 はい、今課長からありましたけど財政のこともあります。またあとはその近隣という

部分でですね、これは１町村ではどうしようもないことだと思います。まあそういう意

味では同一歩調ということで、できうれば金額の方も低い方に合わせるんではなくてね、

捕らなければ数は減らない訳ですから、そういう部分で少なくてもイノシシだとか猿、



 

- 62 – 

                       平成 26年第６回鋸南町議会定例会 

 

シカ、まああの南房総市さんだとか鴨川市さんみたいに今１万 3,000 円と言いましたけ

どね、まあ同じ金額に合わせていただくことを要望をしたいと思います。 

 それからですね、あのまあ、鋸南町ってすごいなと思うのは県下２番目にですね、こ

の今年度から非常勤特別職っていうんですか、非常勤公務員って言うんですかね、そう

いうような形でですね、有害鳥獣被害対策実施隊というのを作っていただきました。 

 30 名ですかね、これはすごいことだと思います。今の高齢化する中でね、なかなか駆

除をする方も少なくなってくる中で、30 名でこういうのを組織をつくっていただく、非

常に素晴らしいなと思っています。まあ、しかしそのこれは９月だったですかね、非常

勤特別職としての条例化そして、金額の方はですね１日あたり 2,000 円というような金

額でのことだったと思います。しかし、この私は 2,000 円という金額についてはですね、

過去にも例えば警備保障だとか、いろんな所に頼んだらいいんじゃないかとか色んな話

も出ました。これは地元の地形を知っている方が一番、その今までも誤射があったりと

かいろいろなことがありましたけども、これについては地形をよく知っている方々でね、

まあやっていただくことが非常に良いことだなという中で、やっぱりボランティアでは

なかなかできないことだと思います。まあ 2,000 円という金額がボランティアかどうか

わかりませんけども、今ですねやっぱり自分の仕事が中々忙しいわけですよ。そういう

中でその１日 2,000 円っていう金額についてはね、いかがなものかと、まあいうふうに

思っています。 

 山を上がったり下がったり、まして犬を飼ってですね犬の世話までしなくちゃ中々こ

の有害獣は捕れない。そういう中に 2,000 円についてはですね、できうればですよ私は

個人的に思うことは、今の最低賃金てのは 798 円だった。さっき調べてきましたですけ

どね、あの１時間当たり 798 円というふうな金額になるわけですね。そう意味ではです

ね、今中々高齢化してきて中々自分でも捕れない、そういうような方がいらっしゃる中

ではこういうい組織で一生懸命捕っていただいてこれについては、それなりのですね、

報酬というのは、やっぱりあの今言った１時間 798 円というのは決して良いわけじゃな

いんですけど、それでもお願いすることが町にとって、これから有害獣を少なくする、

被害を少なくするというのは、非常に重要なことだと思っていますので、これについて

もですね、ぜひ金額の方の改正をですねお願いしたいと思っていますが。これについて

答弁ができましたらお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 その話も含めましてね、皆さんと御相談させていただきたいとそんなことを思ってい

ます。当然あの 2,000 円という数字で決まっていることは何か話し合いの結果ですね、

こういう数字になっていたと思いますから、当然あの皆様方と御相談させていただきな

がら、それでですね検討させていただきたいと、そう思います。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 それではですね、今町長から話がありましたけども、前向きにですねこの辺について

はよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

 じゃあ次に移ります。 

 ４点目ですけどね、まあ今後の取り組みということについては、課長、町長から答弁

がありましたように、こういう形でよろしくお願いしたいと、今言われたような形でお

願いしたいと思っております。 

 が、しかし、これからですね、先ほど言いましたけども、これは鋸南町だけの問題で

はない。千葉県全体の、それぞれ違いますよ、しかしこれは、町県挙げて本当に一生懸

命になってもらわない限りはこれから第一次産業というものは大変なことになるだろう

と、ましては先ほど言った町長の答弁の中にもありましたようにね、街中まででてきて

ると、いうような状況でございますので、この問題はですね、安房が一つになって、い

ろんな所で県に対しての要望活動というのは、うちの方が抱えている問題で、少しでも

要望活動というのは必ずやっていただくことを要望をして、まあ２番目の方に入らさせ

ていただきたいと思います。 

 今要望と言いましたけど、何かありますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 この対策につきましては安房につきましてもですね、３市１町で事務局での対策会議

等設けておりますし、この前安房振興協議会という組織もございますが、そこの中でも

ですね、個々の町村だけではなくて、まとまって要望していこうというようなことで話

し合っておりますので、これは１町村の問題ではないというふうに考えております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 これは確かに鋸南町だけの問題じゃない。多くのですね、地域からの要望として声を

上げることが非常に良いことだと思いますので、これはぜひお願いをしたいと思います。 

 続いてですね、２件目の方の佐久間小学校の方に、旧佐久間小学校の方に入らせてい

ただきたいと思います。え、年４回、町長から４回の利用があるようなことでございま

したけども、それ以外の期間についての利用ということで、これは町長の方がですね利

用人数についてはございました。 
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 けどもあそこはすでに普通財産になっておりますけども、そこから上がる収入という

のはね、どのくらいあるのかどうかわかったら教えていただきたいと思います。あとで

きれば、自衛隊の方からの収入ってどうなっているのかなと、言うことも分かれば教え

ていただければと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 25 年度の実績になりますけれども、それぞれですね利用団体、スポーツ少年団等です

ね、の中での使用料といたしましては、約７万円弱です。それから自衛隊の関係でござ

いますけども、当然施設の使用料、実費分ですね水道料等実費で約 15 万円その他笑楽の

湯の入浴料につきましては今年の２回の訓練の実績で 56 万、約 56 万 5,000 円となって

おります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 まあ利用金額についてはわかりました。これあとでですね、２問目の修繕の方でまた

色々質問させていただきたいと思います。 

 私もですね過去にすこやかにいたときに自衛隊の方とお付き合いをさせていただいた

中でね、あれが、まあ町長から４回くらいという話がありました。 

 実際の話がね自衛隊が使ってしまうと、それを固定した人がなかなかあそこには入れ

なくなる、そういうことからするとですね、あの施設、今の収入を見てもわかるように

ですね、自衛隊が１年間使えるとか、そういう形にしてもらうことについて、我々の友

好都市である辰野町では国から基地交付金っていうのがございますよね、それを頂いて

いますよね。私もちょっとすこやかの時の鋸南二中のときに、これはまあ話をしたこと

があったんですけど、それはある人を介してでしたので、そこまで今まで話が通じなか

ったこともありますけども。この辺についてね、まあどうせ使うんであれば自衛隊が常

時使えるような施設として、町がそこから収入を得られるような形そしてまた消費活動

していただくことになれば、佐久間は佐久間として、あれが拠点として活きてくるもの

だと思いますけども、何カ月間であると、なかなか制約事項が多くて使い勝手が悪くな

ってしまうという中で、その辺についていかがか。もしその辺がわかればですね、答弁

いただければと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 辰野町の例で御質問がありましたけれども、その基地交付金の対象となるにはですね、
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これは固定資産税の代替え的な財源として交付されるとのことで、ある程度大きな面積

と言うんですかね、を占有して使用するようなケースでの交付金となろうかと思います

ので、鋸南町の施設の状況ではですね基地交付金としての対応は該当にはならないので

はないかと思います。それと後いいですか、交付金の関係については以上でございます。 

○町長（白石治和君） 

 確かですね、中村議員、渡邉議員が現職の職員の時かもしれません。過去にあの保田

小、旧一中の場所ですね、10 坪でもいいから 20 坪でもいいから一部をですね防衛省の方

でですね所有してほしいと、要望させていただきました。 

 結果的にですね、防衛省の方の内局と言いますかね、私服組と言いますかね直接の私

服組の皆さんが７、８人来られまして、調査をしてくれました。 

 結果的にですね、なかなか現在の状況では難しいということになりまして、省の所有

にしてもらいたいという要望がですね、通らなかったことがございますので、現在もそ

ういうような形ではないかというようなことは推察はできます。 

 たまにあのですね、自衛隊の皆さんにそういう話もさせていただくんですが、非常に

あの予算的に厳しいだろうというような話もございますので、またどっかでですね、機

会をとらえながら、本省の方にですね、そういう問いかけをしてもいいというようなこ

とは思ってますので、私のあの職の中でですねどこかの機会をとらえてですね、そうい

う要望を再度させていただく状況もあるやもしれません。よろしくお願いします。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 今、町長の方から、これからということですけど、これはあの当時我々がね、旧鋸南

一中の場合の施設と今回の施設とは全然違うと思うんですね。ですからそういう意味で

まだ、その先ほど面積だけの問題ではないかもしれないので、この辺についてはですね、

あたってみていただけることをまずお願いしたい。でもだめならば仕方がないですね。

そういう意味で、できれば町長の方にですね防衛省の、ごめんなさい、お願いして、そ

の辺がいいのかどうかわかりませんけど、折衝してみて、まずはいただければと思いま

す。 

 この問題はこれで終わります。 

 次に、２点目のですね、維持管理費の関係になります。これはあの一般開放している

体育館についてはね、町長の説明に、答弁にあったように広域の避難場所とまあいうよ

うな位置づけになっておりまして、答弁にあったようにこれから耐震とは別に専門家の

意見を仰ぎながら維持補修にして長期的に使えるような状況にするというような答弁を

いただきました。 

 まあただその中で今使って、自衛隊の使っているのは教室棟と特別教室棟、あ、２階
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の方ですよね、まあこれを自衛隊が年２回、これから４回になるかもしれませんけども、

使っていることについて大きな工事は町でやって、まあ普通の工事、修繕て言うかな、

そう言うのはまあ自衛隊がやるとゆうような、これは旧鋸南二中の場合と同じだと、ま

あそういうようなお答えいただきましたけどもね、私も一般質問するからには現場を見

に行きました。まあそういう中ではですねもう既に軒下っていうんですかね、まあこれ

は特別教室棟の方です。大穴が空いちゃって、ハクビシンとか入るかもしれません。ま

あ、そういうような状況になっておりましたし、あの屋根材というのはですね、コール

タールを固めたものが貼ってあるわけですね。でもまあこれ飛んでしまうってことは雨

漏りに、現在なっているかどうか分かりませんけども、必ず雨漏りになってしまう。と

するとですね、結果は鋸南一中の時の青空天井になっちゃうような状況が考えられるわ

けですから、鋸南一中の二の舞にならないようにというようなことが私が一番心配する

わけですね。 

 あの施設は佐久間の住民の方々にとっては一つの大きな拠点だと思います。だから、

それをですね鋸南の一中のような形になっていくのは非常に惨めに思うわけでして、ま

あこれはある程度あのままでいくんであれば、それなりに町も手を入れなければ、あの

施設の維持は難しいというように思いますが、現状踏まえてですね、このとりあえず既

に今の施設がかなり傷んでいることについて、修繕、今の現状の修繕をですね町として

どうやっていくのか、その辺りのお答えがいただければと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長内田正司君、失礼いたしました。 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 現状ではですね、なかなか大規模修繕ということも予定しておりません。今現在はで

すね、自衛隊の駐屯施設として利用させてもらっているわけでございますけども、まず

あの財源的見地からすると最小限の修繕で当面対応するしかないかなと思っております。 

 本格的にもしですね、まああのやるような形になればそれこそ、耐震診断なり何なり

というようなことを、まああの手続きと言いますかね、そういうことをしてからでない

と施設の本格的な改修っていうかですか、手を入れないと思いますし、また本当にそこ

をどういう形で将来的にしようしていくのかということも、まずこれからの検討になろ

うかと思いますが、当面は現状の中で必要最小限の投資と言いますか修繕ということで

対応していきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 これはですね、あの雨漏りをしてしまうとね、施設って皆すぐだめになっちゃうんで
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すね、ですから、まあその大々的な修理はいずれにしてもですよ、屋根に上がっていた

だいて、あるいは下から雨漏りがしていないかの確認も含めてですね、まずその周りよ

りも屋根が一番基本なんですよ建物は、町長よく御存じだと思いますね。ですからまあ

その辺はね、自衛隊がどこまで使うかわかりませんけれども、今の状況でいけば自衛隊

がずうっと使うわけですよね。他にないわけですから。そういう意味では、やっぱりそ

の最小限度のね、屋根、まあ少なくても屋根とかあるいはハクビシンだっていっぱいい

るわけで、まあその辺に巣をつくられたら大変なことになるわけですよ。 

 まあそういう意味でお金をかけなくても修繕はできるかもしれません。まあそういう

意味での修繕はですね、雨漏りしないようにまあ最低限の維持管理、補修はしていただ

くことにしていただきたいと思います。これは、当然修繕料はかかるだろう、じゃあそ

れを収入をどうやって上げるんだろうということも踏まえてですね、検討はしていただ

ければと思いますけどいかがですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 まあその辺りのお話になりますと、どうしてあの佐久間小学校にですね自衛隊が行っ

たかというようなお話になるわけでありまして、まああのですね、あの先ほどの答弁を

させていただきましたが結果的にですね今は自衛隊の皆さんが２カ月ほどお使いいただ

いて、5,400 人の方がですね、え、延べですよ、延べで 5,400 人の方がお使いになってい

るわけでありますから、俗に言うですね、言えばですね 5,400 泊って言いますかね、5,400

人の方がお泊りになったというようなカウントの仕方にもなるんです。で、鋸南一中を

ですね解体をするのにあたってですね我々のところは、ここは使えませんと、今後使え

ない状況になりますよと、自衛隊にしたんです。そしたら、他の自治体でも誘致って言

いますか、来ていただきたいっていう話もチラチラきているということでありますから

我々にとってはですね 5,400 人の方が１泊泊まってということは、以上に大きな交流人

口であるというような判断をさせていただきました。確かにあの直接ですね町に収入に

はなりませんが、自衛隊の皆さんはある意味では、全てをですねその地域で、食材なり

を調達するというようなことがあるわけですので、これはやっぱり他の自治体に行って

もらっては困るというような考え方がございましたので、自衛隊の皆さんといろんな町

内の場所を見ていただきましたので、結果的に佐久間の小学校であればという話になり

ましたし、で、その中で例えば野営してですね、野営をしてやっていただけないかとい

うようなことも話をさせていただきましたが、現在の状況では野営をするのはなかなか

難しいとういうようなことがあっての佐久間の小学校なんです。その小学校に行くにつ

いてもですね、当然あの地元の皆さんが御理解をいただかなければなかなかなし得ない

ことでございますので、当然あの佐久間地区のですね区長さんの皆さんにも御相談させ

ていただきましたし、当然あの佐久間地区の議員の皆さん方にも御相談させていただき
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ながら、結果的に佐久間の小学校を自衛隊が使っても良いだろうというような話の中で、

佐久間の小学校を現在使っている訳であります。で、先ほどのあの登壇してですねお答

えした中で年４回とういうような話もございましたと話をさせていただきました。どう

いう理由か自衛隊の方の事情だと思いますが、当分の間年４回のですね訓練をさせてい

ただきたいというような話でございますから、5,400 人かけるまた倍になるわけでありま

して、１万 800 人がそこで 1 泊泊まるというような考え方になりますので、当然町は直

接のお金って言いますかね、使用料はあまり、お風呂の方が倍になるわけでありまして、

食材をカウントしたらかなりの金額のですねお金が動くということにもなりますので、

これからやはり、相関をしながらですね、最大限度の修繕工事をしていくということで

あろうかと思います。 

 で一中の場合もですね、もうすでに 20 何年か自衛隊の皆さんがあのままの形で使って

おりましたんで、まあ後何年かは使っていただければと我々は希望を持っております。

仮に鋸南町から、鋸南からですね、鋸南町の施設を使わないということになれば、自衛

隊は当然他へと移動するわけでありますから、ある意味では居ていただけるような、努

力をさせていただくつもりでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 なんか移転をしていただく努力もするというような話もありましたけどね、それで町

長から言われる、何人来たからというような話でその中の経済効果をおっしゃいますが、

我々にとって町長も言われている定住化の促進ですか、今の中ではですね、今は例えば

昔はやったようなサテライトオフィスであったりとか、ベンチャー企業であったりとか、

今もすでに幼稚園の、元幼稚園の方には木工をやってらっしゃる方も入ってらっしゃる。

そういう定住化の促進に向けることもですね、非常にあの佐久間については非常に環境

の良いあれだけの敷地を持つような所はなかなかないわけですよね。 

 まあそういう意味ではですね、先ほど言った基地交付金というようなことも私も取り

上げました。まあしかし自衛隊は私はこの鋸南町に居ていただければという意味はやっ

ぱりそれだけの人数がいれば、鋸南町での消費活動としては非常に大きいだろうと思い

ますが、しかしまああそこだけじゃなくてですね、鋸南町の町有地も使っていただいた

中で他にあるわけですから、その辺についての検討。仮設建物、町がつくってもいいじ

ゃないですか。まあそういう意味でまあ自衛隊さんには年間じゃないわけですから、し

かし佐久間のあの小学校については地域のあそこには拠り所だったわけですよ。まして

はあれだけの良い環境の中での場所です。施設はまあどうなるかわかりませんのですね。

まあそういう意味では計画がないということもおっしゃいましたけども、いろんなこと

も含めて再度検討して、これはあのいろんな専門家を入れても良いでしょう。あそこを
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どうしたらば、あそこが町の地域のですね、拠り所になって、この地域を興すことにな

るのか。まあこれは我々の議会もそうです、町長もそうでしょう。町を興す。これが我々

町が自立をしてですね、まああの 8,600 人しかいませんですけども、これが、底力みせ

るのが、これからのことだと思います。それは知恵だと思いますね。そういう意味で我々

も一生懸命やりますけども、再検討いただいて、できればあれがですね、非常にこれか

らの町の活性化の拠点になるように努力をいただくことを要望して私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 これはですね、渡邉議員おっしゃるように当然の話でありまして、決してですね、現

在はないですという話をさせていただきました。これはあのどういう形であそこの場所

をですね、活用していくかということはずうっと課題としていて、検討していかなけれ

ば、ならないわけでありますから、当然あのより良い活用の仕方があれば、そしてまた

より良い佐久間の人たちの拠点になるというような位置づけがあればですね、これはあ

の今の使用の形態をですね止めるということも選択の中にあるわけでありまして、が、

現在は、現在はですよ、そういう形になっていない訳でありますか、現在は自衛隊の皆

さんに使っていただいていると、その方がより良いですから。現実的な使い方であろう

ということも判断の中でありますか、これから当然ですねこれからも佐久間地区の拠点

としてですね、佐久間小学校の利活用を考えていくことは当然のことであります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

  

 

 町長の方からありましたように、我々も小学校等特別委員会というものがあるわけで

すから、これは保田の交流施設だけではないと私思っております。 

 そういう意味ではこれからもですね町長言われたように佐久間小学校、旧佐久間小学

校についてもいろんな知恵を絞ったり、情報を取ったり、そういう意味であそこが活き

る施設になっていただくことを、まあお願いをして、我々も努力します、お願いをして、

再度になっちゃいます。 

 一般質問終わります。 

○議長（伊藤茂明） 
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……… 休 憩・午後 ３時２９分 ……… 

……… 再 開・午後 ３時４０分 ……… 

 

 

     ◎一般質問 

     ◎９番 笹生正己君 

  

○議長（伊藤茂明） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、笹生正己君の一般質問を許します。 

 ９番 笹生正己君。 

〔ベルが鳴る〕 

○９番（笹生正己君）  

 私は３件の質問を通告してありますので、順次質問をさせていただきます。 

 まず、「農業振興策について」、この題は公表されるんで、「農業振興策」としましたけ

ど、実際には鋸南町の産業が衰退しないための施策と考えた方が良いと思いますけれど

も、について伺います。 

 今総力を挙げて取り組んでいる都市交流施設もそうでしょう。また、ふるさと納税も

その施策の一つでしょうが、目標は 100 人が 100 万、他の出荷にプラスなので、確かに

今より生活は楽になると思います。また、町長が町政報告会で説明していたように、確

かに外部から来て就農している方や、若い方が営農している例はありますが、実際、農

業に従事している方々の平均年齢を考えたら、今後 10 年、そして 15 年経ったら、今の

ままでは鋸南町の農業は衰退してしまうのではないかと危惧されます。 

 農業従事者の高齢化について質問した際、富山も含め、どこも同じだから大丈夫とい

うような答えが返ってきたことがあります。そうではないと思います。どのような施策

をもって、町の農業を継続させていこうとしているのか、まず伺います。 

 続いての質問ですが、私が 40 代の頃、町内で農地の基盤整備が盛んに行われていまし

た。耕作も水の便もよくなり、営農が楽になるなと思っていました。それから 20 年経過

し、今では農地の所有者の中には体力的な点も含め、さまざまな理由があるかと思いま

すが、賦課金が大変重くのしかかっているという方々がいらっしゃると聞きます。 

 一方町は、灌漑分は残っているものの、償還助成は 25 年が終わりですよね。国の進め

ようとしている農地の集約化等も含め、今後どのようにしていこうと考えているのか伺

います。 

 また加えて、農業委員会は、町とは別な組織ですけれども、農振除外あるいは農転に

ついて、この鋸南町の農業の将来を見据えてどのような考えを持っているのか、わかっ

ている範囲で伺います。 
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 ２件目、頼朝桜の費用対効果をどのように思っているか伺います。 

 頼朝桜とした河津桜は、あと２カ月後には咲き始めるでしょう。この前狂い咲きが２

輪ほど咲いていましたけれども。 

 一期目の白石町長が河津町に桜を見に行ってこれだと思った桜だと思います。お金が

かからなくて大きな効果がある。桜にこだわるとして、さまざまな声のある中始めた、

日本一を目指したこの桜。 

 最初の植栽から２・３年して、桜の花の数が年々倍々になってきている。あるいは数

年後にはすばらしい名所になるよと話して、それから 10 年近くなろうとしています。 

 そこで２点に分け、質問します。 

 植物は手入れしなければ、ただ植えただけではものになりません。桜に掛かった経費

は通算でどのくらいあるのか伺います。 

 ２点目、昨年度の効果、この桜に対する、桜を植えた効果、それをどのように感じて

いるのか伺います。 

 ３件目の質問、道の駅きょなんについて。 

 私は９月の定例会で物産センターの看板枠だけ付けたことについて質問しました。指

摘されたからと言っているようですが、「個々の看板」を無償で付けるということが、今

は違いますけれども、この時点ではそういうことがありました。これはどういうことか

その経緯なり、考えなりを伺います。 

 また、保田小学校の跡地を道の駅とするということです。今の道の駅きょなんは形態

が異なるから廃止を考えることなく２カ所の道の駅ということになると説明がありまし

た。今後の吉浜にある道の駅きょなんをどのように考えているのか伺います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 笹生正己君の質問について、町長から答弁を願います。 

 町長 白石治和君。 

〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 笹生正己議員の一般質問に答弁をいたします。 

 １件目の「町の農業振興策について」お答えをいたします。 

 御質問の１点目、「今後 10 年・15 年を考えたらこのままでは済まないと考えますが、

いかがですか」についてでありますが、鋸南町は、佐久間ダムの建設やほ場整備事業の

実施により農業環境は整備をされています。 

 しかし、2005 年農林業センサスにおいては、鋸南町の基幹的農業従事者の平均年齢は

65 歳となり、2010 年では、68 歳と、高齢化が進んでいるのが現状であります。 

 また、販売農家数は、2005 年に 426 戸、2010 年は 340 戸と減少しており、今後も後継

者不足及び高齢化はさらに進み、結果的には離農、耕作放棄地の増加につながることが
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懸念をされます。 

 さらに、近年では有害鳥獣による農作物への被害が増大しており、その対策が急務と

なっております。このような中、耕作放棄を未然防止するための中山間地域では、中山

間地域等直接支払制度を導入をし、協定を締結した地域ぐるみで農地の維持管理や農業

生産活動を推進をしております。 

 一方、平地については、多面的機能支払事業により協定を締結した活動組織により、

非農業者と共に農地や農業施設の保全管理や環境保全活動を推進をしております。 

 また、農業委員会による農地の流動化や今年度からスタートした農地中間管理事業に

より農地の貸し借りや農地集積を推進をしております。 

 有害鳥獣被害対策としては、実施隊による捕獲や電気柵等による農地の被害防止を行

っております。 

 さらに、新規就農対策として、青年就農者確保・育成給付金事業を昨年度から取り入

れ、後継者対策も行っているところであります。これら対策を講じ、しているところで

すが、鋸南町では個人農業が中心となっているため、耕作放棄地や後継者対策の実質的

解消にはつながっていないのが現状でございます。農業従事者の若返りを図るためには、

農業で十分な収益を得られるようにすることが重要であり、安定的な収益を確保するこ

とによって、後継者の確保、新規就農者の発掘につながるものと考えております。 

 収益性を高めるためには、効率的な農地の集約や農産物の販路確保による収益の安定

化などを図る必要がございます。 

 また、地域の農産物や資源を活用した六次産業化を含め、鋸南町にも農業法人の設立

が必要と考えております。販路の拡大につきましては、保田小学校跡地を都市交流施設

として整備をしていきますので、積極的に活用していただき、収益の向上を図っていた

だきたいと考えております。 

 御質問の２点目の、「町の償還助成は平成 25 年終了で灌漑のみとなった今、どのよう

に考えているのか伺います」についてでありますが、灌漑排水事業に係る償還は、平成

29 年度で完了する予定となっております。 

 佐久間ダムの受益地の多くは、ほ場整備事業の実施により農地に道路と排水路が接続

をし、水も自由に利用できる優良農地となっております。 

 しかし、所有者の農地保有面積が少なく、ほ場の面積は最大でも１区画 30 アールとな

っていることから、農地の効率化としては難しい面も抱えており、ほ場整備工事費用の

負担金やダムからの農業用水引き込み費用に対する賦課金が重荷になっている土地所有

者の方もいると把握をしております。 

 町といたしましては、鋸南土地改良区・農業委員会等との連携により、整備をした優

良農地を貸借権。賃貸借権設定など、農地の有効利用を図りながら農業の振興を図って

まいりたいと考えております。 

 御質問の３点目、「農業委員会の考え方はどのように思われているか伺います」につい
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てでありますが、農業委員会は、法律に定められた組織であり、その業務は、農地の所

有権の移転、農地転用などの法令業務によって、日本全国が一律の考えのもと、農産物

の生産拠点である優良農地の確保に取り組んでいます。鋸南町農業委員会では、平成 27

年度から農地台帳を公表するため、農地の現況や利用状況を調査をして、生産性の高い

優良農地と一般の農地を特定する作業に取り組み、併せて遊休農地を再生可能な農地と

再生不可能な農地とに区分けをしていく方針と伺っております。 

 これまでに、鋸南町農業委員会では、農業経営の確保を推進するため、平成 23 年 10

月から農地の権利移動の際に必要な下限面積要件を 50 アールから 30 アールに緩和する

など、新規就農等の促進のための措置を講じております。 

 今後も、効率的な農業経営促進のため、遊休農地の解消や、農地中間管理機構の活用

により農地の集約を進めるなど、積極的に活動をしていただきたいと考えております。 

 御質問の２件目、「頼朝桜の費用対効果をどのように思っているか」についてお答えを

いたします。 

 頼朝桜の植栽を中心とした花いっぱい事業による景観づくりにつきましては、平成 13

年度から桜の植栽を実施をし、順調に生育しているもの、育成状況の悪いもの、残念な

がら倒木、枯死して植え替えたものなどさまざまな状況がございますが、町で拠点と位

置付けた、保田川・佐久間川・佐久間ダム湖周辺等では、十分に鑑賞できる桜も育って

おり、水仙観光後の継続した観光客誘致の素材として定着をしております。 

 また、景観を形成する。構成する他の観光資源として、佐久間ダムを中心に水仙やア

ジサイ、フヨウの植栽・管理も進めております。 

 平成 25 年度までに水仙が 19 万 6,200 球、アジサイが 6,666 本、フヨウが 1,100 本を

植栽をしており、水仙・頼朝桜・ソメイヨシノ・アジサイ・フヨウと花のリレーの景観

づくりにも努めております。 

 御質問の１点目「桜にかかった経費の通算金額はどのくらいになるか」についてであ

りますが、平成 13 年度の植栽当初から平成 16 年度までの４年間は、地域の皆さんにも

植栽をしていただいた関係で１万 1,210 本の苗木を購入し、苗木の購入代金は 1,057 万

円となっております。 

 平成 17 年度以降は、無償配布の桜を植栽することにより、購入経費の削減にも努めま

した。平成 25 年度末までに、１万 5,684 本の植栽を実施をし、苗木購入にかかった経費

は 1,066 万円となっております。人件費に関しましては、桜や水仙、アジサイ、フヨウ

などの景観形成のための経費の総額で、年に、年によって違いがありますが、年間平均

で約 554 万円、13 年間で 7,195 万円となっております。 

 次に、御質問の２点目「昨年度の効果をどのように思っているのか」についてであり

ますが、今年、平成 26 年春の時点の水仙や桜の花観光の入り込みは、約 17 万 5,000 人

で、桜まつりを開始をした平成 20 年春と比較をしますと約７万人の増となります。 

 桜観光の入り込みも、平成 20 年春には約 6,000 人でありましたが、今春は４万 9,000



 

- 74 – 

                       平成 26年第６回鋸南町議会定例会 

 

人と大幅に増加をしましたので、頼朝桜を初めとした桜観光が、多くの方に認められ、

花木による景観づくりがようやく実を結びつつあると実感をしております。 

 また、一昨年からＪＲとのタイアップによります、頼朝桜「駅からハイキング」やビ

ュー商品によるハイキングも実施をされ、口コミや各種ＰＲ活動により、徐々に周知が

図られてきているものと認識しております。 

 花観光の来訪客の増加に伴う経済効果につきましては、把握が難しいところではあり

ますが、多くの観光客の皆さんに訪れていただき、町内を回遊をしていただくことによ

り、また、民間の方々、商店の方々がおもてなしの気持ちを持って来訪客と接していた

だくことにより、経済効果は上がるものと考えております。 

 次に、御質問の３点目、「道の駅きょなんについて」でありますが、初めに、個々の看

板について、経緯を御説明いたします。 

 道の駅利用者の多くが、観光トイレ前の駐車場に車を置きますが、この駐車場から観

光物産センターの各店舗の情報は、わかりづらい点も多いことから、各店舗の宣伝及び

観光客の利便性、視認性を向上するため、各店舗の上に、戸別看板を設置をすることを

町にて検討いたしました。 

 平成 24 年９月に各店舗と協議をした結果、７店舗中５店舗から設置の希望がありまし

たので、平成 25 年度当初予算にて、店舗看板枠の設置工事として 42 万円の予算を計上

いたしました。 

 その後、物産センター入居者との打ち合わせ会議を平成 25 年５月に開催し、再度設置

工事の実施を説明いたしました。看板枠を町で設置することにより、サイズやスペース

は決まってしまいますが、各店舗で特色ある看板を作製し設置していただくこととなり、

看板枠設置工事を平成 25 年７月に完了いたしました。 

 当初５店舗が看板設置を希望をしておりましたが、経済的な理由等により、直ぐに設

置ができないとのことで、３店舗の設置予定となり、看板本体の設置の依頼をさせてい

ただきましたが、やはり経済的な理由等により、設置がなされていないのが現状であり

ます。 

 この現状において、看板枠設置の工事業者から、物産センター入居店舗者に対して、

道の駅の活性化のために、簡易なデザインの看板を無償で設置をさせていただきたいと

の申し出があったと伺いました。 

 しかし、その後、業者の都合により取りやめとなっておりますので、引き続き物産セ

ンター入居店舗者の方々に、看板設置を説明してまいりたいと思います。 

 続きまして、「今後の道の駅きょなん」についてどのように考えているかでありますが、

計画されている道の駅「保田小学校」は、道路利用者等に対する基本的な道の駅の機能

のほか、直売所や飲食店など町民の多様な経済活動のステージの拠点や、都市住民との

交流の拠点として整備を行います。 

 さらに、健康・医療・福祉のまちづくりのための拠点、長期避難に対応可能な防災拠
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点など、コンパクトなネットワークタウンの拠点としても今後整備を図りたいと考えて

おります。 

 一方、現在の道の駅きょなんは、町を代表する施設である鋸南町歴史民俗資料館、通

称「菱川師宣記念館」に併設をし、また東京湾に面し、富士山や大島、鋸山を見渡せ、

まさに風光明媚な立地を活かした安らぎの空間となっております。 

 施設の整備に関しましては、駐車場の舗装工事やトイレの改修、屋外休憩スペースの

整備など、物産センター入居者の方々とも協議をさせていただきながら整備を進めさせ

ていただいております。 

 また、物産センターでは、空き店舗も新たに入居者が決まり、館内全ての店舗が営業

を実施できるようになりました。 

 こだわりの新鮮な農産物やおいしい食事、おみやげやお菓子など、多岐にわたる店舗

が展開され、来訪客にゆったりとした時間を過ごしていただける施設として、今後も必

要な整備を図ってまいります。 

 以上で、笹生正己議員の一般質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 笹生正己君、再質問はありますか。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 今冒頭、町長がお答えになった農林業センサスについてですけれども、これは農業従

事者の平均年齢について、日本の農林行政の基本となっているものですからまるっきり

否定するものではありませんけれども、実際は老夫婦が農業をしていても、勤め人の息

子の年齢になっている例も存じておりますから鵜呑みにできないこともあるということ

を申しておきます。 

 これを全て信じても単純計算で、2005 年に 65 歳で、2010 年に 68 なら、今 70.4 です。

答えられた懸念を通り越し、私は深刻ととってもいいかと思います。 

 鋸南町の面積は 45.16 平方キロです。人口に対する面積はそこそこあるんですけれど

も、山林あるいは原野は多くても、宅地・耕地は少なく、また、中山間地のような傾斜

のある農地も多い鋸南町にとってどうしても農産物に付加価値を付けることを考えなけ

ればならないのは、これは誰しも同じだと思います。 

 先ほどの渡邉議員・緒方議員に対する質問、あるいは答え、その中にもありました。

人口減、あるいは六次産業化、付加価値、耕作放棄地。それらと関連しているとは思う

んですけれども、農協あるいは漁協が考えることかもしれませんけれども、高機能野菜

について、これは付加価値、ただ普通の野菜じゃなくて、高くても買う人がこの頃増え

てきた。その高機能野菜について、それの考えと、六次産業化、六次産業化と申します

けれども、おっしゃいますけれども、六次産業化について、具体的にどのような考えを

持っているのか伺います。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 高機能野菜につきまして、まずお答えいたします。 

 近年の健康ブーム等によりまして、こういうような野菜がですね、人気を得ていると

いうのがわかっております。これにつきましてはいろんな栽培方法とか、あるいは土壌

改良等によりましてですね、こういうような野菜をつくって、野菜に付加価値を付けて

農業経営をやっているというふうに判断をしているところでございます。 

 次に六次産業につきましては、地域に働ける場所と生活できる所得の確保を図り、若

者や子どもたちがですね、地域に定住できる社会をつくるためには、また、地域に活力

を生み出すためには第１次産業である農林水産業の生産と加工、販売を一体化した産業

や、地域の資源を活力とする新たな産業、これらのことをですね、六次化産業というふ

うに判断しております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 高機能野菜はね、企業がもう品種改良して種も売っているんですよ。だからそのまま

つくろうと思えばすぐできるんですよ。今鋸南町の中でもリコピンでしたっけ、トマト

は。トマトに特に含まれる量が多くなる、その種も売っているんですよ。だからつくる

気ならブロッコリー・トマト・たまねぎ・ピーマン、その中に高機能野菜になる種もも

う市販はされています。 

 それと、六次産業。六次産業って言ったら、町長が町政報告会の中にも文字でありま

した。それで先ほどからも言葉の中に随分あります。それで職員に講習も受けさせてい

るということがありました。 

 11 月にもあったんですけれども、実は昨日、議会の１日前で私もどうしようかなと考

えたんですけれども、これは、この資料、この倍くらいありましたけれども、『千葉六次

産業化サポートセンター』、これは公益社団法人ですよね。これであの、六次産業を推進

するセミナーが行われて私行ってきました。 

 ある市では、まあ山武市なんですけれども、団体でバスを貸し切って来ていました。

担当と、それと実際に農業をやっている方、話聞いたそうです。そうやって会場がいっ

ぱいになるほど来ていましたけれども、鋸南町は担当もいなかったし、知っている方、

鋸南町から来ている方は一人もおりませんでした。 

 もう今ね、やろうとしてもすぐできることじゃないんですよ。もう今始めなきゃこれ、

間に合わないと思いますけれども、どういうふうに思います。勉強本当にやる気あるん

ですかと、私はそう思っちゃいました。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、副町長 川名吾一君。 

○副町長（川名吾一君） 

 今笹生議員から千葉六次、千葉の方のサポートセンターの方の講習的なものがあると

いうお話をいただきましたけれども、今担当課とも確認しましたけれども、申し訳あり

ませんけれども、このことについてはちょっと私どもも承知していなかった部分もござ

います。 

 しかしながらあの、ただいま御質問の内容、あるいは町が進めています大きな事業の

都市交流施設等々を含めて六次産業化につきましてはですね、いろいろな部分で言葉も

出てきますので、これはきちんと一生懸命ですね、町と、町もですね、併せて勉強をし、

あるいは検討をしていくという大きな一つの課題にはなっていると、このように認識は

しております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 あの、前の質問に付け加えておきますけれども、昨日の内容は「商品開発に必要なス

キルを学ぶ」という題です。これはね、これからやろうとしている保田小の跡地の、そ

の商品開発にも関係してくるんですよ。それだけは付け加えておきます。 

 それで、例えばの話になって申し訳ないんですけれども、六次産業としてある方が農

家レストランをやろうという方がいるとします。すると、畑の中に、一般的に考えれば

畑の中にレストラン風のそんな立派なものじゃないですよね。畑の中につくって、その、

そのすぐ脇にある畑から取れたものを食材にして売るっていうやり方が一般的かと思い

ます。 

 そのような場合、ほとんどの場合が、農転が関係してきます。場所によっては、農振

除外も関係してきます。それ、そういうような場合、まあ例え話で申し訳ないんですけ

れども、ある方、この町では聞いたことないんですけれども、ほかでは聞いたことがあ

るんで、そういう場合町はどういうふうに考えるか伺いたいと思います。 

 すぐに答えが出なければ、またそのうちでかまいませんけれども。 

○議長（伊藤茂明） 

 地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 農振の除外がまず必要という場合におきましては、年に２回やっておりまして、例え

ば４月に受け付けました場合におきましては、いろいろな手続きを踏まえた中で 12 月に

ですね、農振の除外がなされると、それから転用許可申請ができて、その後２カ月でで

きるということになりますので、４月から始めまして、転用の許可は２月になろうかと
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思います。 

 今例えば、農家レストランにつきましては、農用地区域内であれば農地は原則として

転用することはできないとなっておりますが、例外といたしまして、農業用施設に該当

する場合には農地転用許可をすることができるというような規定がございます。 

 農家レストランにつきましては、国家戦略特別区域における農業振興地域整備法施行

規則の特例措置が平成 26 年の４月１日から施行され、主として同一市町村内で生産され

る農畜産物またはそれを原材料として製造・加工したものを提供を行う農家レストラン

については、農振用施設として、あ、農業用施設として、農業者がこれを行う農業区域

内に設置することは可能になったということでございまして、したがいまして、ライス

センターとか出荷場、あるいは堆肥舎等とですね、同じ扱いになるということになりま

すので、農振の除外につきまして、除外ではなくて軽微な変更で対応できるという形に

なりますので、その辺で約８カ月くらいはですね、やる気になれば対応可能だというよ

うな形には、取ることはできるというような状態だと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 これにあまり時間はかけられないと思いますけれどももう１点。 

 先ほどリコピンの多いトマトの話をしましたけれども、この付加価値という点で、「ち

ばエコ」っていうのを御存知ですよね。この町にも何人かその資格を取得して、シール

を貼っている方がいると思うんですけれども、それがどんどん増えるかと思ったらそう

でもないんですよね。減農薬、それで化学肥料はあんまり使わない。それで認可を取っ

てシールを貼るとちょっと高く売れるということで、そのちばエコの推進についてはど

う考えますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 まあ、ちばエコにつきましてはですね、当然あの販売ルート等も違ってくると思いま

すんで、それなりの生産技術も必要ですし、やっぱり考え方も必要だというふうに考え

ておりますので、まああの、これからの農業では必要だと思いますが、なかなか今現在

の昔ながらの農業とはちょっと違うもので対応を、やっぱりやるんであれば本格的にや

らなきゃいけないと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、笹生正己君。 
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○９番（笹生正己君） 

 今本格的にやらなければ対応できない旨の発言があったんですけれども、本格的にや

る気あるんですか、どうですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 なかなかあの、当然あの、農家の人の協力も必要になろうかと思いますので、申し訳

ございませんこの場については、「検討させていただきます」という答えしかできないと

思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 先ほど土地改良をして、地盤改良をして、それでその時は良かった。それから何十年

か経って、今では体も、その時は 50・60 でバリバリだったかもしれない。それで賦課金

払わなきゃいけないのが、もう払えなくなって、私の聞いた範囲では数百万、それがだ

んだんだんだん増えてきたと。これからも増えるんじゃないかと、その土地改良の人た

ちももちろんそうですけれども、農業者全体でどういうふうにしていったらいいかって

いう話になるそうですけれども、どういうふうに考えます。 

 先ほどの答えではちょっとわからなかったんで。 

 現在賦課金はいくらくらいになっているのか、それを答えてもらいましょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 賦課金につきましては、5,200 円になろうかと思います。 

 徴収については５月と 11 月にですね、分けまして、２回で徴収されているというふう

に思っております。 

 それからまああの、滞納の関係につきましては、改良区の総代会の資料等を見ますと、

24 年度で 21 人、約 450 万くらいというふうな形に数値としては出ているところでおりま

す。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 この質問だけで終わるわけにはいかないんで、次の質問に移る前に、この農業、私先

ほど深刻だと申しましたけれども、まあどういうふうに思っているか私とは違いますか
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ら町長はわかりませんけれども、だけど、このまま行ったら、もう鋸南町の農業は、何

人かの人は残っています。町政報告で説明した方も、余所から来てここでやっている。

そういう方も勿論 10 年・15 年じゃ、バリバリだと思います。 

 だけど、平均年齢を言って、70 超えてて、それで 10 年・15 年経ったら平均ですから、

もう今の何分の１しか残らない。 

 先ほど答えの中にありましたけれども、中間管理機構、これをうまく利用できる土地

もあるかと思います。でも、最初に私が言ったように中山間地のような土地はかなり広

ければ耕す機械、トラクターも使えますけれども、それが使えない土地がいっぱいある

っていうのを御存知かと思います。 

 耕運機でやるにはね、とてもちょっと体力がなければ危険です。私はそれでやってま

すけど、一度家に落としそうになりました。ですからどうしても、あの、年齢には勝て

ない、できなくなる方が多いと思います。 

 ですから総合的に判断して、私が今日申し上げたことも加味してもらって、これから

の農業、この鋸南町の農業を衰退させない施策をお願いして次に移らせてもらいます。 

 頼朝桜のこの件ですけれども、13 年間で 7,000 万あまりということです。これは当然

企業感覚を持っているよということでしたから、人件費も含めた経費と思ってよろしい

んですね。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 人件費が入った金額となっております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 人件費、臨時で交付金使って、なんて申しましたか、臨時の交付金ありましたよね。

あれで、ああ、臨時職員を使ったのは、もちろん入っていると思います。ただですね、

職員が専属で付いていた時期がありましたよね。２人、多い時は３人くらい、さくら係

って私は人から聞きましたけれども、その経費は入ってないんじゃないですかこれ。 

 どうでしょう。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 人数的には一人分の職員の経費を見込んでおります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 
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 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 今のその一人分っていうのは一人で１年ってことですか、一人で何カ月かっていうこ

とですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 失礼しました。 

 細かく言いますと、平成 13 年度につきましては専任の職員１名、兼務職員１名、平成

14 年度は選任職員が２名、兼務職員が１名。15 年が選任２名、兼務１名。平成 16 年は

選任３名。平成 17 年も選任２名というような形でやっておりまして、18 年までは。 

 17 年まではそのような形で選任という形で取らせていただいて、18 年からはですね、

兼務職員という形で、兼務職員を 18 年が２名、19 年からは兼務職員１名というような形

での算出でございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 私はね、この程度、この程度と申し上げたら申し訳ないんですけれども、7,000 万でし

ょ、それで、それから一人分二人分、それが年間まあ体の利く若い方ですから４・500 万

ですかね。そうしたら億にもみたない金でこれだけの桜を植えて管理しているんだとい

う点では、町長がやろうとしていることは認めて、認めた上で聞いているわけです。 

 ちょっと余計にみてもいけないでしょうけど、一時期本当３人くらいかかっていたと

思うんですけれどもね、それをどういうふうに計算しているのか、まあ、計算の仕方が

違えば、違えばって、見方が違えば計算の仕方も違ってきますからこれ以上は申し上げ

ることはございませんけれども、私はこの桜について先ほども申したように、こだわっ

た桜っていうのは、目標目途になったものと私は考えています。まだまだ小さい木もあ

りますけれども。 

 役場の前の木、直径が７・８センチで貰ったんですかね。ひ孫か孫か知りませんけれ

ども、河津町の町から直接頂いたと思うんですけれども、あれがもう 20 センチ以上にな

っている。 

 それで、川沿いはもう本当にこの桜は背はそんなに伸びない、ずんぐりした桜ですか

ら、一人前、まだいかないかも知んないですけれども、それに近くなっていると思いま

す。 

 最初は河津に行って 300 万人って聞いたんですかね。私は又聞きですから、それの１

割は 30 万は来るだろうっていうことをおっしゃったということを聞きました。それが違
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うかどうかわかりませんけれども又聞きです。 

 それで、町政報告で、ありましたよね、花観光、まあ 21年 11万 2,000、22年 17万 6,000、

23 年 20 万、これが 20 万が最高ですよねこれは水仙と併せてです。まあ震災もこの 20、

この４・５、関係しているかもしれませんけれども、24 年 18 万 1,000、25 年 14 万 1,000、

そして、26 年が 17 万 5,000。これ、再度申し上げますけれども、水仙と一緒ですよね。 

 まだ私は増やす余地もあるし、でも、いまこれでこんなもんかよということは思いま

す。それで、見てる方、江月の水仙はほとんどで、時間によってですけれども、外から

来る人が結構います。まあ桜もいます。だけれども、町の人、この町の人は、もちろん

この町で推進して植えて、お客を呼ぼうとしているんだからこの町の人もそれを楽しま

なきゃいけない。だけど、町の人が結構多いと感じることがあります。それで、この数

字、町政報告で町長が直接説明した数字、増える、まあ、23 年が一番多いと先ほど言い

ましたけれども、そういう説明だったですけれども、これが減ってまた増えて、その、

これ以上なんか増えないような感じにとっているんですけれども、保田の中ではＪＲ桜

やってくれるようになったということですけれども、もっと増えても良いんじゃないか

と思うんですけれどもどう思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 数字の面でいきますと、25 年度につきましてはですね、減少の要因といたしましては、

水仙の開花がひと月遅れたことによりましての減少及び、桜につきましては春のにぎわ

いイベント等がですね、雨天のため中止というようなことの中で、環境状況によりまし

てですね、25 年度はちょっと厳しかったので、人数の方もですね、減っているという状

況だと思います。 

 これからにつきましても、折角植えて育った桜でございますので、皆さんに来ていた

だけるように努力してまいります。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 ぜひとも努力、努力と申しましても、来てくれる、それこそ昨日勉強したんですけれ

ども、キャッチコピーとか、そういうのだけで人が集まることがあるんですよね。です

から、ちょっと視点を変えた広告なりをうったらどうかと思うんですけれども、いろい

ろな手段を講じて、少なくとも桜だけで 30 万は来てもらえるように努めていただきたい

と私は考えています。 

 その点よろしくお願いします。 

 それで、最後の件に入ります。 
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 ほかの２件についてもちょっといつもよりいいかげんかなと思ったんですけれども、

特にこの３件目についての答えがいいかげんと思いましたので、聞きますけれども、７

店舗中５店舗、その時７店舗あったんですか。それで５店舗。 

 私実際聞いていると、どっちでもいいんだよそんな、そんなものねえったって別にい

いよっていう方だけで、どうしても付けてくれって言った人、まあ聞いてない人でしょ

うけれどもね、枠が付いている所だと思うんですけれども、７店舗ってその時７店舗な

いでしょう。どういう計算しているんですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 24 年のときに各店舗と協議した結果、７店舗中５店舗ということでございますので、

25 年ではなく 24 年のときにですね、聞き取りをして。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 ７店舗、24 年だって同じでしょ。空きが、空きがあるのになんでそこ聞けるんですか。

７店って、今入っているのがね、西のほうから、ボンボン・なぎさ・櫻華、ああ違う。

ふく丸・和さび・名人館、ああ、反対からいって、名人館があるでしょ、和さびがあっ

て、ふく丸があって、櫻華、それとなぎさ、それと空きがあってボンボンでしょ。これ

で７つですよね。今７つですよね。その時空いてたんですよ。空いてるところに今から

まだ入るのがいるかどうかわからないのになんで７店舗なんですか。 

 まあ、そうやって書いてあるだろうから。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 今回の町報にもですね、12 月５日号にも出させていただきまして、道の駅きょなん観

光物産センターの店舗の御紹介という形で出させていただいてですね、この中で８店舗

入れさせていただいて、人材センター名人館ときょなんの直売所、これをそれぞれ分け

て、今現在８店舗でその当時７店舗という形になっております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 きょなん直売所っていうのは、シルバー人材の後藤さん、ああ、失礼名前出してしま

いました。その方の借りているところを間借りしているんでしょ。 
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 なんで間借り人が別なんですか。 

 まあいいや、こんなの突っ込んでもしょうがないから。 

 その枠です。９月に私、枠のこと言いました。大した金額じゃないので、重箱の隅を

つつくような質問かって思われるかもしれませんけれども、私は是は是で、非は非で考

えてもいるし、言っているつもりです。 

 これは設置業者は町長のよーく御存知の会社ですよね。この業者から簡易なデザイン

の看板を無償で設置したい旨の申し入れがあったということですけれども、おかしいと

思いませんか。一番東側、間借りしてた団体の移動式看板は、この、同じ業者さんだそ

うです。制作当初は寄付するって言っていたものを、確か 15 万円と記憶していますけれ

ども、６年後に請求して払ってもらっている筈です。 

 簡易と言っても、私が看板頼んだりなんかちょっと仕事の関係上あるんですけれども、

簡易と言っても３万、安くて３万かと思いますけれども、これが７つで 21 万。基礎のア

ングル、アングルしかない所が４カ所もあるんで、架台が完成するには、前以上かかる

と思います。そんな奇特な業者なんているんですか。 

 変だと思わないんですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 先ほどの７店舗についてまずお詫び申し上げます。 

 当時はですね、なぎささんが２店舗という形でカウントしたということでございます

のでお詫び申し上げます。 

 これにつきましては、町の方といたしましては、この物産センターがより有効に活用

できると、また、お客さんからも見えるということの中で、看板の設置を考えたという

ことでございますので、それに伴いまして、今回につきましては業者さんの方からの申

し出等もありましたので、看板が有効に使えるということの中で町としてもですね、考

えているところでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 私はこの金額の低いことについて、入店者にね、無償で付けるから、つけませんかっ

て、当初役場で言ったと思います。 

 入店者に無償で付けませんかと言っていて、それで「はいお願いします」ってその気

になった人もいる中でね、「やーめた」なんて、そんな都合で取りやめにするっていうの

も私は納得できません。 

 まあ、７日に２店聞きましたら、１店は２・３日前に、クレームが付いたのでやめる
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ことになったと、これは掃除の日、私が聞いたんですけれども、ちょうど会ったんで。

２・３日前にクレームが付いたんでやめることになった。 

 それでもう１店は７日の前の日だから６日ですか、昨日業者さんが来て、白紙に戻し

てくれということだったそうです。今国会で団扇を配っただけで問題になったばかりで、

公のこの場で追及されないように、これは、こういうふうに考えたら、穿った考えかも

しれないですけれども、理由は聞いていますか。やめた理由。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 これにつきましては、業者の方からですね、今回はやめるということでございますの

で、私どもとしては、それ以上の理由はちょっと聞いておりません。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 空き家部分に決まったと、入居者が決まったと、大変良いことです。ただ、私として

は、あそこは無料の休憩所がないんですよね。それと配置が案内所どこですかって聞い

てくるお客がいて、各店舗、その対応に時間を割かれる。忙しいときに来られると、本

当に頭にきちゃうっていう店舗が何軒かあるんですけれどもね、配置も含めた検討もし

ますという答えをいただいたんですけれども、それはそれで無料の休憩所が外に、外の

あの椅子じゃあ休めないですかね。だからちょっと欠陥がある道の駅に現状態、現時点

ではなっていると私は認識しております。 

 ですから、うまいことそっち、そっちかどこかわかりませんけれども、案内所を移し

て、そういう考えは前話してあるんですから、あるから、それ以上はまあ、皆さん方が

やることですから、それ以上口は出せませんけれども、この入居者についてですけれど

も、土産物屋が入る、土産物屋さんですかこれ、八百屋さんって私は聞いていますけれ

ども。実際の業が。生業が八百屋だって聞いていますけれども。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、地域振興課長 菊間幸一君。 

○地域振興課長（菊間幸一君） 

 これもですね、12 月５日号で、町報で出させていただきまして、物産館きららという

ことで、新鮮な野菜・果物・花や特産物を提供するお店というふうに聞いております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 笹生正己君。 
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○９番（笹生正己君） 

 まあ実態ということで、名前出してここで言うわけにはいきませんけれども、私は町

長の答弁の中で、最初の答弁の締めと言うんですか、来訪客にゆったりとした時間を過

ごしていただける施設としてこの吉浜の道の駅ですね、今後も必要な整備を図っていく

と答えられました。 

 と、いうことですので、逆に必要な整備があったらよろしく整備していただくってい

うことをお願いして、これで質問を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 以上で、笹生正己君の質問を終了します。 

 ここで暫時休憩をし、午後４時 45 分から再開します。 

 

 

……… 休 憩・午後 ４時３６分 ……… 

……… 再 開・午後 ６時４５分 ……… 

 

 

     ◎会議時間の延長 

 

○議長（伊藤茂明） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ここで本日の本会議、時間の延長が見込まれますので、会議規則第９条第２項の規定

により日程第４一般質問を消化をしたいと思いますので皆さんの御協力をお願いいたし

ます。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 異議なしと認めます。 

 よって時間延長をさせていただきます。 

 引き続き会議を続行いたします。 

 

 

     ◎一般質問 

     ◎１２番 三国幸次君 

 

○議長（伊藤茂明） 

 次に三国幸次君の一般質問を許します。 
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 １２番 三国幸次君。 

【ベルが鳴る】 

○１２番（三国幸次君）  

 私は、鋸南町の財政指標の推移と見通しについて、３点の質問をします。 

 白石町長が自立を選択してからちょうど 10 年になります。この 10 年はまさに、財政

再建の 10 年だったと言っていいでしょう。 

 振り返ってみますと、長い間、国の主導で地方自治体が公共事業を行い、多額の借金

を積み重ねてきました。 

 そして小泉内閣のときに、地方交付税を大幅に削減し、全国的に地方財政を悪化させ

たこと、その穴埋めとして臨時財政対策債が導入されたこと、まさに国の政策によって

全国の地方自治体が振り回されてきた、と言ってもいいでしょう。 

 しかし、近年は、国の経済対策に何度か助けられたのも事実です。 

 この間の鋸南町民の協力はもとより、町の特別職、職員の報酬や給料の削減を続けて

きて、各種団体にも補助金などの削減にも協力していただくなど、町ぐるみの財政再建

だったと考えます。 

 そして、なんと言っても、金額的には町職員の給料削減が大きく、この場をお借りし

て、町職員に感謝の気持ちを表明するものです。 

 いま、財政状況に明るい兆しが見えてきましたが、財政指標が良くなるのはこれから

です。 

 そこで、３点質問します。 

 １点目、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率、それぞれについて経緯と今

後の見通しはどうか。 

 ２点目、この間の財政再建についての評価と今後の基本姿勢についての考えはどうか。 

 ３点目、財政再建は道半ばであり、町づくりはこれからであり、町づくりについての

町長の抱負はどうか。 

 以上で１回目の質問を終わり、答弁を求めます。 

○議長（伊藤茂明） 

 三国幸次君の質問について、町長から答弁を願います。 

 町長 白石治和君。 

             〔町長 白石治和君 登壇〕 

○町長（白石治和君） 

 三国幸次議員の一般質問に答弁をいたします。 

 「町、財政指標の推移と見通しについて」お答えをいたします。 

 御質問の１点目、「経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率、それぞれについて、

経緯と今後の見通しは」についてでありますが、まず、財政構造の弾力性を示す「経常

収支比率」の経緯でありますが、10 年前の平成 17 年度では 97.6％、昨年、平成 25 年度
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では 88.4％で、9.2 ポイントの改善となりました。 

 今後の見通しは、歳入面で町税や地方交付税など経常経費に充当可能な一般財源が減

少をする見込みから、比率は上昇するものと想定をされます。 

 次に、標準的な財政規模に占める公債費等の割合を示す「実質公債費比率」の経緯で

ありますが、“地方公共団体の財政の健全化に関する法律”が施行された平成 19 年度で

は 22.2％、平成 25 年度では 19.9％と、2.3 ポイント改善をされました。 

 今後の見通しでありますが、公債費負担適正化計画に基づき、新規発行の起債額を元

金償還額以下に抑制する財政規律を徹底したことなどから、今後も比率は改善され、平

成 29 年度では 16％程度となる見込みであります。 

 次に、標準的な財政規模に対し、現在抱えている負債の大きさを示す「将来負担比率」

の経緯でありますが、平成 19 年度では 225.5％、平成 25 年度では 109.4％となり、116.1

ポイントの大幅な改善となりました。 

 今後の見通しでありますが、債務の６割程を占める起債の残高が、ほぼ横ばいに推移

をすることから、将来債務は同様に推移するものと予想をしております。しかしながら、

地方交付税の減額などにより標準的な財政規模は年々減少しますので、比率自体は若干

ではありますが上昇をする見込みであります。 

 御質問の２点目、「この間の財政再建についての評価と今後の基本姿勢についての考え

は」についてでありますが、平成 17 年６月に策定した自律ビジョンでは、10 年後の平成

26 年度までの財政シミュレーションを、現状で推移した場合と、行財政改革を行った場

合に分け、お示しをいたしました。現状で推移した場合では、10 年後の平成 26 年度には

28 億円の累積赤字が発生する見込みとなり、行財政改革を行った場合でも、10 年間で１

億円ほどの赤字が生じるシミュレーション結果となっておりました。 

 過去の 10 年間を振り返りますと、計画策定時の平成 16 年度末での財政調整基金及び

減債基金の残高は２億円余り、対して平成 26 年度末の基金残高の想定は７億円程度とな

る見込みで、基金残高の増減を財政収支に置き換えるとするならば、５億円程度の黒字

となる予定でございます。 

 この間、歳入面において地方交付税の増額や景気対策のための経済対策交付金等の交

付など、国の政策によって財政的な支援がなされたことも大きな要因ではありますが、

計画の目標値であった１億円余りの赤字から、大幅な改善となり、財政の健全化が図ら

れたものと認識をしております。 

 町民の皆様には、厳しい財政状況を乗り切るため、住民負担の増加や事業の先送りな

ど、御理解を賜りましたこと、深く感謝をいたしております。財政再建の功労者は、正

に町民の皆様お一人お一人でございますが、町執行部の自己評価を申し上げるならば、

自律を選択した時点で、財政再建を最重要課題と位置付け、情報を開示した上で、皆さ

んに御協力を仰いだことであったと思っております。 

 人口減少や東京一極集中を是正するため、国と地方が総力を挙げて取り組む地方創生
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の時代が到来しますが、何とかその時期に間に合ったというのが実感でありまして、今

後投資を必要とする取り組みに対し、ある程度の財源を確保することができました。 

 今後の財政運営の基本姿勢ですが、今までの 10 年間と同様に、住民サービスの低下を

招かず、活力あるまちづくりのための施策の展開を図りつつ、行財政改革の実行、継続

を図ってまいりたいと考えております。 

 地方交付税に依存する町財政にあって、進行する人口減少と高齢化により、町税など

歳入の減少、福祉関係経費の増大など、将来的には厳しい財政状況を強いられることが

予想をされます。 

 国の政策等に大きく影響を受ける財政構造ゆえに、歳出をスリム化し、財政の硬直化

を未然に防止して、弾力性のある財政状況を整える必要があると思っております。 

 今までの取り組みによって、起債の償還額はある程度の金額に抑制することができま

したが、人件費や物件費、その他経常的な経費につきましても、費用の削減や合理化、

広域化など、様々な手法を用いて、減少する人口に対応するよう、抑制に努めてまいり

たいと考えております。 

 御質問の３点目、「財政再建は道半ばであり、町づくりはこれからであり、町づくりに

ついての抱負は」についてでありますが、財政再建は道半ばと表現されましたが、自主

財源の乏しい自治体では、常に注視すべき課題であり、到達点はないと感じております。 

 財政部局のみならず、特別会計や企業会計の担当部局、さらには職員全体が、予算要

求や事務事業の実施にあたり、常に心掛けなければならない行政課題だと思っておりま

す。 

 町づくりに関する抱負でありますが、町長に初めて立候補した際、政策としてお示し

をした「ふるさと鋸南に元気をとりもどす、元気宣言」を実現したいと強く思っており

ます。 

 掲げた目標のうち、「生活基盤や教育の充実を優先させる町づくり」については、補助

金などを有効に活用することで、高齢化や少子化に適応した取り組みを行うことができ、

ある程度の成果を得られたものと考えております。 

 もう一つの目標は、「農漁業、観光など異業種が連帯する産業おこし」で、異業種の連

携が図れないことなどから、成果が上がっていない状況にございます。 

 今回の都市交流施設の整備とその関連した取り組みによって、長年の懸案であった新

たな産業の創出に、道が開かれるのではないかと感じています。 

 都市交流施設を地域の特性や人材を活用した産業を興すことのできる拠点に整え、

様々な業種、年齢の方々に御活躍いただき、鋸南町を支えるローカルベンチャーが生ま

れることを期待し、また支援をしていきたいと考えております。 

 財政再建は待ったなしの状況で、可及的速やかに着手しなければならない至上命題で

ありましたので、やむを得ずとの心境でありました。 

 一方で、“まちづくり”、“鋸南町を元気にする、元気宣言”は、就任から今も変わらな
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い町政に対する基本姿勢でございます。 

 水仙や桜、アジサイなど自然景観の醸成も進み、これから交流人口の増加、さらには

地域への経済効果も発揮される状況になりました。 

 また、地場産業である農水産業では、都市交流施設での直売機能や、新規就農者の受

け入れ、農業、漁業と観光を結びつけたグリーン、ブルーツーリズムの取り組みが始ま

っております。 

 さらに、交通アクセスの向上などに伴い、支援策を講ずることにより通勤、通学が可

能な地域に生まれ変わることも可能となりました。 

 さまざまな資源が開花をしようとしている今日、生まれ育ち、仕事をし、暮らすこの

町を良くしたい、鋸南町を元気にするため、“まちづくり”は正に道半ばの、道半ばとの

思いでおります。 

 地方創生の時代を向かえ、今まで培ってきた資源等を活用し、町民の皆様の活力を最

大限に引き出して、本格的な“まちづくり”を推進していく所存でおります。 

 以上で、三国幸次議員の一般質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤茂明） 

 三国幸次君、再質問はありますか。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 まず１点目の再質問ですが、１点目のこの３つの指標、これ連携、関連している指標

ではありますけれども、あえて個別に再質問したいと思います。 

 経常収支比率ですが、町長の答弁でもだいぶ改善してきたという答弁がありました。

しかし、自治体として望ましいとされる数値からすればまだちょっと離れております。

この数値は都道府県で 80％、市町村で 75％を上回らないことが望ましいとされておりま

す。経常収支比率ですね。 

 やはりまだまだそこまでいくのには引き続き努力がいるというふうに思います。町長

として望ましい数値をいつ頃までにとかっていう考えがあればお答え願えますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 あの、御質問のとおりですね、教科書的にと言いますか、町、町村のですね経常収支

比率は 75％程度が望ましいと。これは私が役場に入った時からそのような数値で変わっ

ておりません。しかしながらですね、その、実状的には行政のその当時と環境も変わっ

ておりますし、例えば福祉に係る扶助費の増大って言いますかね、扶助費の増加、ある

いはその会計等におきましても介護保険会計ができたり後期高齢者会計、その新しい会

計ができてそこへの繰出金等もございます。 

 また、電算化等ですね、等も進みまして、それに係る委託料、あるいは人件費の分は
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削減になっておりますけれども、それに代わりまして臨時職員等の雇用、賃金に係る経

費等も実状的には増えております。 

 なかなか 75％の数値までいくのはですね、なかなか厳しいかなっていうのはちょっと

実感としてございます。それで、先ほど御指摘のありました県の平均がですね、昨年度

86.6 ということでございました。まあ、80 から 85 くらいをですね、目指してと言いま

すかそういうようなことの中で経常経費費用の削減できるものについては削減していく。

そういうような行政改革と言いますか、そういう努力は引き続きしてまいりたいと、当

然しなければならないと考えております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 今課長の答弁、私もよくわかります。 

 しかし、これやはりね、あの、とりあえずは少なくとも県平均になるように努力して

いく。しかし、やはり目標はね、望ましい目標においた上での努力をしないと、八十何％

になったからって気を緩めたらまたすぐということも考えられますのでね、やはり目標

はやっぱし標準的なものを目標にした上で取り組みをしてほしい。 

 町長に再度答弁を求めた方がいいか、要望で終わるかちょっと考えるところですけれ

ども、もし町長答弁できればお願いします。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 いずれにしてもですね、我々の町の財政状況は豊かでは決してないわけで、これから

もですね、町民の皆さんと共にですね、行政が一緒に共同をするという考え方の中でで

すね、少しでも良い係数にもっていければと、そう希望しております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 ぜひともその姿勢を貫いてほしいと思います。 

 次に実質公債費比率のことですけれども、25 年度で 16％、あ、25 年度で 19％で 29 年

度で 16％だったかな。という答弁がありましたけれども、18％を超えると起債制限で適

正化計画をつくらせるということで、やっと 18％以下になる見込みが出てきたといった

状況です。 

 やはり私はこれ望ましいのは、やっぱり地方自治体の１年間の財政規模の１割、10％

がやはりこれ目標だと思うんですね。それにいくにはまだまだちょっと先がありますけ
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れども、とりあえずは 18％をできるだけ早く達成して、国の起債制限団体から抜けると、

これがやはりどうしても必要だと思います。 

 そういう意味で、これまでの 10 年間でかなり改善はしていましたけれども、やはりこ

れもまだ道半ばと、いう状況だと思います。その辺でさらにこういう取り組みをしたい

とかいう答えがあればお答え願います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 県からの指導については御案内のとおり平成 28年度に公債費比率を 18％以下にすると

いうことがまずございます。それで現在の見込みについては先般の全員協議会の折にも

財政推計等で御説明させていただきましたけれども、平成 27 年にはですね、試算ですけ

れども、17.2％ということで１年前倒しで 18％を切るということの試算となっておりま

す。その後ですね、公債費比率につきましては減少をしていくということでございます。 

 一つ考え方といたしましては、返す元金以上に起債を、新たな起債を起こさないとい

うことが一つの財政規律として財政運営を心がけてきたわけでございますけれども、基

本的にはそのスタイルを踏襲していくことかなと考えております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 この実質公債費比率の改善っていうのはねやはり３年で平均になりますから、なかな

か数値は良くならないんですよね。そういう意味で一番これがあれ、良くするのに時間

のかかる指数だと思います。やはり引き続き気を緩めずに改善の方向で、私としてはや

はり財政規模の 10％を目指して取り組んでほしいと思います。 

 次に将来負担比率についてです。これも大幅に改善したという答弁がありました。25

年度 109.4 と、19 年度で 225.5％が、25 年度で 109.4％となったということでやはりこ

れも大幅に改善しております。しかし、これも市町村の平均を見ると、もっともっと低

いんですね。町村の平均だと大体 80 とか 90。都道府県で 90％くらいとか、全国平均で

110％くらいっていうのが、その将来負担比率だと思いますそういう意味では、やっとそ

れに近くなってきた。 

 しかしこの町村としては 100％以下でないとやはり健全とは言えないと言われており

ますのでね、やはりこれも引き続き努力をしてほしい、と思います。その点で、とにか

く三つの指標を全てこの間の財政再建の取り組みによって、かなり良くなっていると。

そういう点ではかなり自信をもって答弁できたんじゃないかと思うんですけれども、そ

れでもやはり標準的な自治体とか健全な自治体と、財政と、いう点ではまだ先がありま

すのでね、引き続き努力してほしいと思うんですがその点でどうでしょう。 
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○議長（伊藤茂明） 

 はい、副町長 川名吾一君。 

○副町長（川名吾一君） 

 正にあの、三国議員さんのおっしゃるとおりでございます。数字的には良くなってき

ているという状況ではございますが、まだまだ健全化というものに対してはまだまだ到

達していない状況がありますので、これからも引き続いてですね、皆様方の御協力、あ

るいは御支援を得る中で、行財政改革に努めて少しでも財政が良い方向へとですね、向

かうことを我々も町といたしましても、精一杯がんばっていく、そのような気持ちでお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 １点目はこのくらいで終わりにします。 

 引き続き努力してほしいと、２点目のこの間の取り組みの評価ですけれども、かなり

心強い、私とも共通するような町長の答弁がありました。この中で１点だけ、私が最初

のときに言いましたように、やはり金額的には町職員の協力があってこそだというふう

に思います。そういう意味で、町長この答弁の中にね、これが入ったらよかったなと思

いましたけれども入ってなかったんで、改めてここで町職員に対しての想いをお答え願

えますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 当然ですね、町職員の皆様方の当然人件費をですね、削減をさせていただいた状況も

ございますし、いろんな各種団体の皆さんのですね、人件費を削減をさせていただきま

した。議会の皆さんにも削減をしていただきですね、これはあの、町、町民って言いま

すかね、町一丸となってですね、財政状況の改善にですね、取り組んできた結果だと、

そんなことを思っておりますから、だれかれじゃなくてですね、町全体で一丸として、

財政再建に立ち向かった結果であると、そう思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 私もその点では同感です。 

 引き続き健全な財政、自治体になるように努力を求めて最後の、今後のまちづくりに

ついての抱負についての再質問に入ります。町長の答弁を聞きますと、かなり意欲的な
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答弁です。引き続き町を担当したいという意欲がうかがえる答弁だと思います。 

 今鋸南町では汚染土壌の埋め立て問題、そして都市交流施設と、懸案の大きな問題が

あります。そういうなかで町長の任期は来年の４月で終わります。 

 その辺で町長の考え、再度答弁とは別にお聞きしたいんですけれどもどうでしょう。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 その件につきましてはですね、当然あの、私は任期があるわけでありますから、任期

までは一生懸命ですね、考えている町に対しての想いをですね、町長として一生懸命勤

めさせていただくということであります。 

 その後についてはですね、きちっとした考え方をまたまとめた時点で、いろんな皆さ

んの御意見等を伺いながらですね、判断をしてまいりたいと、そう思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 町長なかなか明確には答えてもらえませんけれども、私はこの町長の答弁を聞いてね、

やはり意欲があるなというふうに受け取りました。それで、そういう受け取りでいいか

どうかどうでしょう。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 それぞれ受け止め方、それぞれ個人差がございますので、三国議員さんがですね、そ

ういう受け止め方であるとすればですね、それは三国議員さんの受け止め方というよう

にとらえさせていただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、三国幸次君。 

○１２番（三国幸次君） 

 これ以上言っても話は進まないと思いますので、最後に鋸南町民の皆さんが合併をし

ないで自立して良かったと言える町にするために、お互いに奮闘しようではありません

か。 

 呼びかけて質問を終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 以上で、三国幸次君の質問を終了します。 
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     ◎散会の宣言 

 

○議長（伊藤茂明） 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 12 月 11 日から 16 日は議案調査のため休会とし、12 月 17 日は、午前 10 時から会議を

開きますので、定刻５分前に御参集を願います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

 

……… 散 会・午後 ５時１５分 ……… 
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 平 成 2 6 年 第 ６ 回 鋸 南 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 〔 第 ２ 号 〕 

 

平成 26 年 12 月 17 日 午前１０時開議 

 

日 程 第 １  議 案 第 １ 号  専決処分の承認を求めることについて 

（平成２６年度鋸南町一般会計補正予算（第３号）について） 

日 程 第 ２  議 案 第 ２ 号  専決処分の承認を求めることについて 

（平成２６年度鋸南町一般会計補正予算（第４号）について） 

日 程 第 ３  議 案 第 ３ 号  鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例の制定に

ついて 

日 程 第 ４  議 案 第 ４ 号  鋸南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について 

日 程 第 ５  議 案 第 ５ 号  鋸南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

日 程 第 ６  議 案 第 ６ 号  鋸南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 

日 程 第 ７  議 案 第 ７ 号  一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日 程 第 ８  議 案 第 ８ 号  鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日 程 第 ９  議 案 第 ９ 号  鋸南町税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０  議案第１０号  鋸南町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１１  議案第１１号  安房郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議に

ついて 

日程第１２  議案第１２号  平成２６年度鋸南町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１３  議案第１３号  平成２６年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第１４  議案第１４号  平成２６年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１５  議案第１５号  平成２６年度鋸南町水道事業会計補正予算（第１号）につい

て 

 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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……… 開 議・午前１０時００分 ……… 

 

 

     ◎開議の宣言 

 

○議長（伊藤茂明） 

 皆さん、おはようございます。 

 議員各位には御苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は 12 名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 

     ◎議事日程の報告 

 

○議長（伊藤茂明） 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布しておきました。 

 

 

     ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１ 議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（平成 26 年度鋸南町一

般会計補正予算（第３号）」についてを議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

 専決処分の御承認をお願いするものは、「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第３

号）」について、でございます。 

 10 月 16 日の台風 18 号による被災施設の修繕費及び個人事業主に対する委託料の源泉

徴収に係る予算、718万 7,000円を去る 10月 21日に専決処分させていただきましたので、

地方自治法第 179条第３項の規定により、議会の御承認をお願いするものでございます。 

 それでは、予算書の７ページをお願いをいたします。 

 歳出から説明をさせていただきます。 

 第１款総務費の一般管理費でございますが、平成 22 年１月から平成 26 年５月まで４
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人の個人事業主に対します委託料について、所得税の源泉徴収漏れが判明したことから、

所得税及び不納付加算税、延滞税の合計 104 万円をお願いいたしました。 

 なお、特定財源の 99 万 9,000 円につきましては、個人事業主からの所得税返還金でご

ざいます。 

 第３目財産管理費でございますが、修繕料 70 万 2,000 円をお願いをいたしました。本

庁舎屋上ドアの交換、中３階窓ガラスの交換、旧保田小学校倉庫の解体撤去費用でござ

います。 

 ５目の交通安全対策費でございますが、消耗品費６万 7,000 円につきましては、カー

ブミラーの破損等によりまして、既決予算に不足が生じましたので、予算の計上をお願

いしたものでございます。 

 第７款土木費でございます。住宅費につきまして、修繕料 20 万 8,000 円、これは町営

住宅の排気口破損によります修理、それから倉庫屋根の修繕費となっております。 

 第９款の教育費でございます。小学校費、第１目の学校管理費 64 万 8,000 円の修繕料

をお願いをいたしました。プールフェンスの倒壊等によります修繕でございます。 

 同じく教育費の３項中学校費、１目の学校管理費でございます。191 万 7,000 円の修繕

料をお願いをいたしました。多目的室ほか窓ガラスの破損修理、換気扇破損によります

修理、視聴覚室の屋根の補修修理等をお願いをしたものでございます。 

 同じく９款、５項の社会教育費でございます。２目の公民館費 11 万 6,000 円につきま

しては中央公民館の軒天井の補修をお願いしたものでございます。 

 ３目の民俗資料館費、修繕料２万 6,000 円につきましては、民俗資料館の屋根の修繕

料でございます。 

 ８ページでございます。 

 ５目体育施設費、修繕料 58 万 4,000 円につきましては、岩井袋野球場の観覧席手すり

倒壊によります修繕料をお願いをいたしました。 

 ３目の町民体育施設費でございます。修繕料 188 万円につきましては、海洋センター

の玄関引き戸ガラスの交換、アリーナの高窓のガラス破損によります修繕、駐輪場の破

損箇所の撤去及び弓道場屋根の補修費等をお願いをしたものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、今補正予算の財源といたしまして第 18 款繰越金、618 万 8,000

円をお願いいたしました。また、19 款の諸収入、雑入でございますが、所得税の返還金

99 万 9,000 円を充当させていただくものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

 

     ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第２ 議案第２号「専決処分の承認を求めることについて（平成 26 年度鋸南町一

般会計補正予算（第４号）」についてを議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」御説明申し上げます。 

 専決処分の御承認をお願いするのは、「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第４号）」

についてでございます。 

 11 月 21 日に衆議院が解散され、12 月 14 日に衆議院議員選挙が執行されましたことか

ら、選挙執行にかかる予算 748 万 3,000 円を、去る 11 月 21 日付で、専決処分をさせて

いただきました。 

 地方自治法第 179 条第３項の規定により、議会の御承認をお願いするものでございま

す。 

 それでは歳出から説明をさせていただきます。 

 ７ページをお願いいたします。 
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 第２款総務費、第４項選挙費でございます。第２目衆議院議員選挙費でございます。

補正額は 748 万 3,000 円でございますが、その支出の明細につきましては、１節の報酬

で 73 万 7,000 円。３節職員手当 410 万 3,000 円、賃金３万 5,000 円、報償費４万円、旅

費１万 1,000 円、需用費ポスターの掲示板等で 103 万 3,000 円、役務費 28 万 3,000 円、

委託料でございます。ポスターの設置撤去等含めまして 112 万 1,000 円、14 節の使用料

及び賃借料２万円につきましては各区の投票所の借り上げの使用料でございます。 

 その他 18 節で備品購入といたしまして、10 万円お願いをいたしました。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、今補正予算にかかる財源は、第 13 款国庫支出金、衆議院議員選

挙委託金 600 万円、第 18 款繰越金、前年度繰越金 148 万 3,000 円を充当したものでござ

います。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、御承認を賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 はい、９番 笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 関連した質問になりますけれども、今回の選挙、いままでも同じですけれども、この

町結構お年寄り、多くなっています。それで、投票所に、投票するのに靴を脱いで上が

る。まあ、杖を突いている方もおいでになります。 

 そういう方たちに対して、思いやりって言うんですか。 

 例えば、シートを張ってそのまま上がれるとか、そういうようなことを今後考えてい

くつもりはありますか。 

○議長（伊藤茂明） 

 総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 投票所の会場によりまして、どうしても段差のある所もございますが、できるだけで

すね、シートを引いてそのままですね、投票ができるようなことではしていると思いま

す。 

 ただ、新しい施設等ですね、初めてやった所もございますので、今後ですね、そうい

う方のできるだけ簡易と言いますか、投票できるような方法については考えていきたい

と思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 



 

- 102 – 

                       平成 26年第６回鋸南町議会定例会 

 

 はい、笹生正己君。 

○９番（笹生正己君） 

 この予算で申し訳ないんですけれども、今回の選挙でそのような方が何人かおいでに

なりましたので、今後対策、お願いします。 

 以上です。 

○議長（伊藤茂明） 

 他に質問はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

 

     ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第３ 議案第３号「鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第３号「鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例の制定について」御説

明を申し上げます。 

 旧保田小学校活用整備する鋸南町都市交流施設につきましての設置及び管理に関する

条例を新たに制定をしようとするものでございます。 
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 まず、新しい条例でございますが、第１条でございますが、設置規定でございます。

道路利用者の利便に供し、本町の農水産物及び地域特産品の紹介、販売並びに地域情報

の発信を行い、都市と農山漁村の交流を促進するとともに、町民、町内団体、農林水産

業、商工業、観光業相互の連携による産業の振興及び地域の活性化を図るため、鋸南町

都市交流施設を設置するものでございます。 

 第２条でございます。施設の名称及び位置でございますが、名称といたしましては、

鋸南町都市交流施設、設置位置につきましては、鋸南町保田 724 番地でございます。 

 第３条、事業でございますが、交流施設で行います事業を列記してございますが１か

ら６号までの、１条でも掲げました目的を達成するために交流施設で行う、事業の規定

を定めたものでございます。 

 第４条、施設でございますが、交流施設には、次に掲げる機能等を行うということで

１から 13 号までですね、施設の機能につきまして列記をしているところでございます。 

 第５条でございます。開館日及び開館時間でございます。施設の開館日及び開館時間

については、規則で定めるということになっております。現在指定管理者候補との協議

の中では、施設につきましては年中無休ということ、開館時間につきましては、午前９

時から午後８時というようなことで調整を図っておりますが、今後管理者及びテナント

等の協議中で、規則で定めてまいりたいと考えております。 

 第６条でございますが、施設の設置の目的を効果的に達成するため、自治法第 244 条

の２、第３項に基づきまして指定管理者による施設の管理を行わせるものの規定を定め

たものでございます。 

 第７条でございます。指定管理者が行う業務につきまして、第１号から第５号まで定

めたところでございます。なお、利用料金によります収受につきましては、現在鋸南町

で行っております４施設ですね、ボランティアセンターを除きました３施設で利用料金

制を導入をしているところでございます。 

 第８条管理の基準でございます。管理の基準につきましては当該施設を適正に管理す

るため必要不可欠な業務運営の基本的事項として１から４号までを定めたものでござい

ます。 

 第９条でございます。指定管理者の指定手続でございますが、鋸南町公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところによりまして、指定の手続きをし

ていこうというものでございます。 

 なお、今後の予定でございますが、平成 27 年１月から２月にかけまして指定管理者の

選定、３月議会におきまして指定管理者の指定議決等を予定をしているところでござい

ます。その議決後ですね、４月以降に指定管理者との協定書締結を予定をしているとこ

ろでございます。 

 第 10 条でございます。利用の許可の規定でございます。第４条第４号から第７号、こ

れはですね、宿泊施設・入浴施設・多目的室・貸しスタジオにつきまして、指定管理者
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の利用に関して許可を受ける旨の規定でございます。 

 次に 11 条でございます。行為の制限ということでございますが、１から４号までに掲

げます行為をする者につきましては、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければなら

ないとするものでございます。 

 第 12 条占用利用でございます。これはテナント店舗等を対象にしたものでございます

が、施設を占用して利用するものにつきましては、あらかじめ指定管理者の許可を得な

ければならないとするものでございます。 

 第 13 条でございます。利用料金でございます。利用料金の詳細につきましては、別表

に規定をしておりますが、後ほど説明をさせていただきたいと思います。 

 第 14 条でございます。占用利用者の費用負担ということでございますが、占用者につ

きましては、利用料金のほか、電気水道光熱水費、共益費及び販売促進費用など、専用

利用者に負担させる旨の規定でございます。 

 第 15 条、利用料金の減免規定及び 16 条につきましては利用料金の不還付ということ

の規定でございます。減免の規定、不還付の規定につきましては、それぞれ規則により

定めるところでございます。 

 第 17 条でございます。特別設備等の許可ということでございますが、施設の利用者や

テナント店舗などの占用利用者が行う特別な設備等につきましては、指定管理者の許可

を得るとともにですね、費用については各自それぞれの負担ということで規定をするも

のでございます。 

 第 18 条、第 19 条につきましては、利用に関し、入場の拒否等あるいは利用者等の利

用制限等をですね指定管理者が行うことのできる行為を規定したものでございます。 

 第 20 条、第 21 条でございますが、利用に関しまして 20 条では原状回復、21 条では損

害賠償義務を定める規定となっております。 

 第 22 条でございます。指定管理者の指定を取り消した場合等の特例ということでござ

いますが、指定管理者の指定を取り消した時、あるいは業務の停止を命じた時、その他

の事情によりまして、町長が施設を直接管理する場合、利用料金に替え、別表の範囲内

で使用料を徴収する規定。その場合におきまして、指定管理者とあるものは町長と読み

替えをし、利用料金と、の規定は使用料として読み替えをする旨の規定を定めているも

のでございます。 

 23 条は委任事項でございますが、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

としております。 

 附則でございます。この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。２といたしまして、この条例の規定による指定管理者

の指定に係る手続きは、この条例の施行前においても行うことができるとするものでご

ざいます。 

 続きまして別表でございます。 
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 利用料金の規定でございますが、ここに定めます利用料金につきましては、上限とし

ての設定となっております。 

 一つ目でございます。簡易宿泊施設につきましては、中学生以上１人１泊につき 4,000

円、小学生以下１人１泊につき 3,200 円とするものでございます。次に入浴施設でござ

いますが、入浴施設につきましては、中学生以上１人につき 500 円、小学生１人につき

250 円と定めるものでございます。３の多目的室でございます。多目的室の利用料金につ

いては１時間につき 2,000 円とするものでございます。 

 次に４の貸しスタジオにつきましても１時間につき 2,000 円の料金と規定をするもの

でございます。 

 次に２項目の占用利用者に係る利用料金の上限でございますが、一つ目に直売所、直

売及び特産品等販売にかかります料金につきましては、売上額に 100 分の 20 を乗じて得

た額とするものでございます。２の飲食提供施設、これは主にテナントの規定でござい

ますが、売上額に 100 分の 15 を乗じて得た額。ただし、規則で定める額を下限とするも

のでございます。 

 ３の物産販売施設につきましては同じくテナントを活用しての物産の販売につきまし

ては、売上額に 100 分の 15 を乗じて得た額。ただし、規則で定める額を下限とするもの

でございます。これら利用料金の規定につきましては、先ほども申し上げましたが、上

限の規定ということでございますので今後指定管理者とテナント、あるいは直売所の活

用される方々と協議をする中で最終的な決定をしていくものでございます。 

 以上、雑駁でございますが説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 はい、６番 黒川大司君。 

○６番（黒川大司君） 

 えっとですね、この附則の料金の方なんですけれども、この料金っていうのはちょっ

と聞きたいんですけれども、税込みか税別かっていう話なんだけれども。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 税込みの規定でございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 よろしいですか。 

 はい、黒川大司君。 
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○６番（黒川大司君） 

 そうしますと、税別だといくらになるんですかね。 

 税込みで 4,000 円だから、税別だといくらになるのかってそういう話。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 宿泊料につきまして、4,000 円の場合、ちょっと端数が出ますけれども、概ね 3,700 円

程度ということになります。 

○議長（伊藤茂明） 

 再質問はありますか。 

 はい、黒川大司君。 

 ３回目です。 

○６番（黒川大司君） 

 宿泊施設で、よく表示してあるのは大体 4,500 円の税抜きでよくしてあるんですけれ

ども、ちょっと値段がまだ改善されたとしても税込みで 4,000 円っていうと、ちょっと

この値段ではちょっとどうかなと思いますけれども。 

 これはもうこのまま載っけたままいっちゃうんかしね。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 まあ今回の条例の規定の中では一応 4,000 円を上限として、その範囲で料金を規定す

るということになりますので、まあ条例を可決いただければこの料金で、料金でですね、

管理者の方が決定をしていくという形になります。 

○議長（伊藤茂明） 

 他に質疑はありますか。 

 はい４番 鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 第５条の開館日と開館時間について、まああの、開館日は毎日、開館時間は午前９時

から８時までという、午後８時までということで協議中ということで説明がありました

が、これは町の基本的な考え方としてとらえていいんでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 町の意向といたしましては、まああのできるだけですね、開館時間については長くと

いうことはお願いをしているところでございますけれども、ただそれはそれぞれのテナ

ントの運営の方針、あるいは直売所等のですね、皆さんの考えもあると思いますので、
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その中でですね、最終的には規則で定めてまいりたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、鈴木辰也君。 

○４番（鈴木辰也君） 

 私はあの、こういう施設はですね、やはり今説明があったように年中無休毎日営業し、

営業時間の方はですね、それぞれのお店の特徴があるから、お店によって違う場合もあ

るかもしれませんけれども、基本的に私は町は、こういう、毎日開けてほしいという考

えであればですね、やはり指定管理業者及びテナント業者さんとのですね、やはりあの

協議のときに、契約する前にですね、やはり町の意向としてできる限り事情が許す限り

毎日開けていただけるような方向でですね、私は進めていっていただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 説明の折に申し上げましたけれども、開館日につきましては年中無休ということで、

町としてもそのような方向で協議をさせていただきたいと思っております。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問は。 

 はい、３回目です。 

○４番（鈴木辰也君） 

 いろんな業者さんの都合もあるかもしれませんけれども、町の意向ということですね、

強く私は要望していっていただきたいと思います。 

○議長（伊藤茂明） 

 答弁がありますか、いいですか、要望ということですけれども。 

 町長 白石治和君。 

○町長（白石治和君） 

 鈴木議員の御質問が、当然あの町がですねあの、年中無休でやっていただいてですね、

それで業種によってはですね、時間がやはり制限してはなかなか難しいところもあると

思うんで、その辺はですね、適時調整はさせていただくつもりであります。 

○議長（伊藤茂明） 

 他に質疑はありますか。 

 １１番 中村豊君。 

○１１番（中村豊君） 

 私は使用料、あるいは占用者にかかわる利用料金ですけれども、こうやってまで料金

を条例化しなければいけないのかっていうのがちょっと疑問なんですよ。ということは、
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宿泊にしても利用者が非常に多くなったと、利用者が多くて抽選だ、くらいの利用者が

あれば多少値上げしてでもどんどん活用できるような気がするんですよ。その意味で、

まああくまでも町の考え方はこうですよということの中で、利用料というものをあえて

条例化しないでね、やってみたらどうか。それは町の施設との兼ね合いがあるという説

明もちらっとありましたけれどもね、これはあの、指定管理者に管理委託するわけです

ので、やりやすい運営方法を、という格好の中で、まるで、まるで町がタッチしません

ということではなくしてね、状況に応じて、それじゃないといちいち条例改正という格

好をしなきゃいけなくなるかと思うんですけれども、その辺どうでしょうか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 指定管理者のですね、指定の規定を利用料金制ということで管理の方お願いする予定

でございますので、まず条例の中でその利用料金に関しては定めることが必要となって

まいります。その中であくまでその、例えばその、宿泊の 4,000 円ということは、上限

ということでございますので、その上限の範囲、管理者の方が 3,000 円にするとか、そ

ういうようなことがあればそれぞれ 3,000 円の料金設定で運営をしてもらって、ことが

できるということになっております。 

 ただ、上限が、上限として設定をさせていただくわけでございますけれども、いまま

での協議の中でこのくらいの上限の範囲でということで、協議した中で定めさせていた

だいております。 

 また、今後逆にですね、これを 5,000 円にするというような場合につきましては議員

おっしゃるとおり、その条例改正が必要となってまいりますが、現在の協議の中では、

宿泊等それぞれの利用料金についてはこの上限の範囲で運営が可能であるということで、

条例の規定をお願いしているところでございます。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、再質問。 

 中村豊君。 

○１１番（中村豊君） 

 じゃあ確認させていただきますけれども、こういう施設であるがためにこういう条例

で設定しなければいけないという解釈でよろしいですか。 

○議長（伊藤茂明） 

 はい、総務企画課長 内田正司君。 

○総務企画課長（内田正司君） 

 はい。 

 そのとおりでございます。 
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○議長（伊藤茂明） 

 再質問よろしいですか。 

○１１番（中村豊君） 

 はい、終わります。 

○議長（伊藤茂明） 

 他に質疑はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 ないようですので質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 多数〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第４ 議案第４号「鋸南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

 教育課長より議案の説明を求めます。 

 教育課長 前田義夫君。 

            〔教育課長 前田義夫君 登檀〕 

○教育課長（前田義夫君） 

 議案第４号「鋸南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について」御説明いたします。 

 本議案から議案第６号までの三つの議案につきましては、平成 27 年４月からスタート

する「子ども・子育て支援新制度」に伴うものでございます。 

 この「子ども・子育て支援新制度」でございますが、社会環境等の変化により、国に
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おいてこれまでの子育て支援施策が大きく見直しされ、給付の支援に関しては、保育の

必要性に応じた認定区分制度の導入により行われる仕組みへ移行することになります。 

 そして、教育や保育を行う施設及び事業者が、国の給付サービスの対象施設となるた

めには、「子ども・子育て支援法」に基づいて、市町村の「確認」を受けることが必要と

なりまして、その一定の基準を満たしているかどうか、確認すべき内容については、市

町村の条例で定めることとされましたことから、国が示す基準に従い、本条例を定めよ

うとするものでございます。 

 それでは、各条文の趣旨について、御説明をさせていただきます。 

 本条例は、52 条立てとなっております。 

 第１章は総則の規定でございまして、第１条から第３条まで、条例の趣旨、用語の定

義、事業実施における一般原則についての規定でございます。 

 第２章でございますが、保育所、幼稚園、認定こども園に係る「特定教育・保育施設

の運営に関する基準」を定めるものでございまして、第４条において、保育所及び認定

こども園の利用定員については 20 人以上とし、その他、各施設の具体的な利用定員につ

いては、それぞれ、保育認定区分ごとに定める旨、規定をしてございます。 

 第２節の第５条から第７条でございますが、施設利用申込者に対する手続きの、に対

する説明義務のほか、定員を上回る利用申込みがあった場合の選考方法等についての基

準でございます。 

 第８条から第 12 条までは、特定教育・保育施設での受給資格については、町がこれか

ら発行することとなる「支給認定証」をもって確認をすること、また、支給認定を受け

ていない保護者に対する援助、あるいはまた、子どもの心身の状況把握に対する努力義

務など、規定をしようとするものであります。 

 第 13 条及び第 14 条は、保護者からの利用者負担に関する規定でございます。第 15 条

から第 18 条までは、各施設においては「教育要領」や「保育指針」に則った「取扱方針」

に基づくこと、また、施設ごとに行う自己評価により、常に改善を図っていくこと等の、

義務規定でございます。 

 第 19 条から第 26 条までは、運営規程の設置義務、職員の勤務体制の確保、児童を平

等に取り扱うこと等の諸原則でございます。 

 第 27 条から第 30 条までにつきましては、秘密の保持、保護者への情報提供、苦情窓

口の設置等についての規定でございます。 

 第 31 条から第 34 条までは、地域との連携、交流、事故発生の防止及び発生時の対応

等について、の規定であります。 

 第３節、第 35 条及び第 36 条では、「特例施設型給付費に関する基準」でございまして、

例外的な対応として、「幼稚園の利用を認定された子に対し、保育所において保育を提供

する場合」及び「保育所の利用を認定された子どもに対し、幼稚園において教育を提供

する場合」等の例外規定の基準について、定めようとするものでございます。 
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 第３章でございます。家庭的保育事業などの四つの事業に係る「特定地域型保育事業

の運営に関する基準」でありまして、第 37 条で、各事業ごとの利用定員に関する基準。

第 38 条から第 50 条におきまして、第２章に規定する基準の準用の規定でございます。

第 51 条及び第 52 条は、１号認定及び２号認定の子どもに対し、特別及び特定の利用地

域型保育を提供する場合の「特例地域型保育給付費に関する基準」の規定でございます。 

 なお、附則でございますが、本条例は、「子ども・子育て支援法」の施行の日から施行

をし、特定保育所に関する特例及び施設型給付費等に関する経過措置等について、規定

させていただくものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第５ 議案第５号 鋸南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を求め

る。失礼しました。運営に関する基準を定める条例の制定について、を議題といたしま

す。 
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 教育課長より議案の説明を求めます。 

 教育課長 前田義夫君。 

            〔教育課長 前田義夫君 登檀〕 

○教育課長（前田義夫君） 

 議案第５号「鋸南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について」御説明いたします。 

 本条例につきましても、「子ども・子育て支援新制度」に係るものでございまして、地

域型保育給付の対象となる家庭的保育事業などの四つの事業が、町の認可事業として位

置づけられましたことから、国が示す基準に基づいて本条例を定めようとするものでご

ざいます。 

 それでは、内容について、御説明申し上げます。 

 本条例は、48 条立てで構成してございます。 

 第１章でありますが、これは総則でございます。第１条から第 21 条におきまして、条

例の趣旨、用語の定義のほか、各事業の共通の基準について、規定をしようとするもの

でございます。 

 第２章は、利用定員が１人から５人以下の、保育者の居宅などで行う「家庭的保育事

業」に関する認可基準を定めようとするものでございまして、第 22 条から第 26 条まで

において、設備の基準、保育時間及び保育内容、その他、保護者との連絡により、保護

者の理解と協力を求める努力義務等について、規定をしてございます。 

 次に、第３章でございますが、利用定員が６人から 19 人以下の、保育者の居宅などで

行う「小規模保育事業」のＡ型、Ｂ型、Ｃ型の３類型についての認可基準を定めようと

するものでございます。第 28 条から第 36 条において、設備の基準のほか、「家庭的保育

事業」で規定した第 24 条から第 26 条までの「保育時間」及び「保育内容」等の規定を、

準用する旨の内容でございます。 

 次に、第４章でありますが、保育を必要とする子どもの居宅において、保育者と乳幼

児が１対１で行う「居宅訪問型保育事業」に関する認可基準でございまして、第 37 条か

ら第 41 条において、職員の基準、連携施設の確保義務等について、規定しようとするも

のでございます。 

 第５章は、会社や事業所などで、「従業員の子ども」と「地域の子ども」を一緒に保育

する「事業所内保育事業」に関する認可基準でございまして、第 42 条から第 48 条にお

いて、利用定員の設定、設備の基準、職員の設置基準等を定めるものでございます。 

 なお、附則でございますが、本条例は、「子ども子育て支援法及び就学前の子どもに関

する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律」の施行の日から施行し、併せて、食事の提供等に係

る経過措置等について、規定をしようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第６ 議案第６号「鋸南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について」を議題といたします。 

 教育課長より議案の説明を求めます。 

 教育課長 前田義夫君。 

            〔教育課長 前田義夫君 登檀〕 

○教育課長（前田義夫君） 

 議案第６号「鋸南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について」御説明いたします。 

 本条例も、「子ども・子育て支援新制度」によるものでありますが、児童福祉法の改正

に伴い、放課後児童健全育成事業、いわゆる「学童保育所の設備及び運営に関する基準」

につきましても、市町村の条例で定めることとなりましたことから、国が示す基準を踏

まえ、本条例を定めようとするものでございます。 
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 本条例は、21 条立てでございまして、第１条から第４条まで、条例の趣旨、用語の定

義、最低基準の向上に努めることなどについてを規定し、第５条及び第６条におきまし

て、一般原則を規定し、保護者が就労などにより、昼間家庭にいない小学校児童を対象

とすること、また利用者の人権や人格を尊重した運営や、避難訓練に対する非常時の災

害対策等について、規定をするものでございます。 

 第７条及び第８条につきましては、職員の要件及び資質向上に対する規定。 

 第９条は、施設の区画面積は児童１人につきおおむね 1.65 平方メートル以上とし、必

要な備品等を備える旨、設備の基準について規定をするものでございます。 

 第 10 条は支援員の資格及び配置基準、第 11 条から第 17 条につきましては、利用者を

平等に取り扱う原則等について、第 18 条におきましては、開所時間について小学校の休

業日の場合は１日８時間以上、休業日以外の場合は１日３時間以上とし、開所日数につ

いては、年 250 日以上を原則とする旨、規定をしようとするものでございます。 

 なお、附則でございますが、本条例は「子ども子育て支援法及び関係法律の整備等に

関する法律」の施行の日から施行し、併せて、職員の資格に関する経過措置について、

定めようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたします。 
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 再開は 11 時からということで、お願いします。 

 

 

……… 休憩・午前１０時４８分 ……… 

……… 再開・午前１１時００分 ……… 

 

 

     ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 休憩を解いて会議を再開します。 

 日程第７ 議案第７号「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第７号「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」御説明申し上げます。 

 恐れ入ります、新旧対照表を御覧願います。 

 第 24 条は勤勉手当にかかる規定でありますが、第２項、第１号に規定する勤勉手当の

支給率を現行 100 分の 67.5 から 100 分の 82.5 に改めるものです。 

 附則の第９項でございます。 

 町が行っております給料の削減の実施期間におきまして、退職時等における給料の月

額は、削減前の給料月額とする規定でございますが、現行の適用期間平成 25 年４月１日

から平成 26 年３月 31 日までとなっておりますが、これを平成 26 年４月１日から平成 27

年３月 31 日までに改めようとするものでございます。 

 ２ページをお願いをいたします。 

 ２ページ以降は給料表の改定でございますが、県人事委員会勧告に基づきます、県給

料表の改定に準じるものでございます。若年層を中心に 200 円から 2,000 円の給料表の

改定となっております。 

 本条例の規定でござい。 

 適用でございますが、本条例の規定につきましては、平成 26 年４月１日から適用をす

るものですが、第 24 条勤勉手当に関する規定につきましては、平成 26 年 12 月１日から

適用するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第８ 議案第８号「鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第８号「鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」御説明を申し上げます。 

 恐れ入ります、新旧対照表の方を御覧願います。 

 第３条はその他の給与という規定でございますが、期末手当にかかります規定でござ

います。下から２行目でございます。12 月の支給率を、現行「100 分の 205」から「100

分の 220」に改めようとするものでございます。 
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 なお、本条例の規定は平成 26 年 12 月１日から適用するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第９ 議案第９号「鋸南町税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題

といたします。 

 税務住民課長より議案の説明を求めます。 

 税務住民課長 福原傳夫君。 

            〔税務住民課長 福原傳夫君 登檀〕 

○税務住民課長（福原傳夫君） 

 議案第９号「鋸南町税条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。 

 地方税法の一部を改正する法律及び所得税法施行令の一部を改正する政令が、平成 26

年３月 31 日にそれぞれ公布されたことに伴い、鋸南町税条例の一部を改正する必要が生

じましたので、条例改正をお願いするものでございます。 
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 改正は、町民税の寄附金税額控除に関する規定の整備及び軽自動車税の税率の見直し

でございます。 

 それでは、新旧対照表により、御説明させていただきますので、新旧対照表の１ペー

ジをお願いします。 

 第 20 条の６「寄附金税額控除」につきましては第１項第１号イに「就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部改正により創設された

「幼保連携型認定こども園」の施設を県内に有する法人に対する寄附金を、町民税の寄

附金税額控除の対象に加えるものでございます。 

 裏面の２ページをお願いします。 

 第 66 条「軽自動車税の税率」につきましては地方税法の改正に併せて、軽自動車及び

小型特殊自動車のうち小型特殊自動車の、農耕トラクターなどの「農耕作業用のもの」

の税率を年額 1,600 円を 2,400 円にフォークリフトなどの「その他のもの」の税率を年

額 4,700 円を 5,900 円にそれぞれ税率を引き上げようとするものでございます。 

 施行期日につきましては、この条例は、平成 27 年４月１日から施行するものでござい

ます。ただし、第 20 条の６「寄附金税額控除」につきましては、「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行の

日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１０ 議案第１０号「鋸南町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例の制

定について」を議題といたします。 

 保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

 保健福祉課長 君。 

            〔保健福祉課長 君 登檀〕 

○ 君） 

 議案第 10 号「鋸南町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例」の制定について御

説明申し上げます。 

 現在鋸南町におきましては、千葉県が実施する「子ども医療費支給助成事業」を受け、

小学校３年生までの通院及び中学校３年生までの入院について、医療費助成を行ってお

りますが、さらなる子育て支援のため、子ども医療費に係る通院の助成を現行の「小学

校３年生まで」から「中学校３年生まで」に拡大いたしたく、条例の一部改正をお願し

ようとするものでございます。 

 それでは、新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

 第３条の２では、拡大する小学校４年生から中学校３年生までの通院について、新た

に所得制限を設ける規定を追加しようとするものでございます。 

 第４条では、助成の対象医療について規定しておりますが、第２号で、小学校高学年

児童及び中学生の入院に係る医療費が助成対象となっていますが、新たに通院について

も助成対象とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 別表では、一部負担金を規定しておりますが、課税世帯につきましては、乳幼児の自

己負担額を 200 円から、県の補助対象に合わせ一律 300 円とするものでございます。 

 なお、この条例は平成 27 年４月１日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１１ 議案第１１号「安房郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議

について」を議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

            〔総務企画課長 内田正司君 登檀〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第 11 号「安房郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について」御説

明を申し上げます。 

 恐れ入ります。新旧対照表を御覧願います。 

 第４条に規定する、共同処理する事務のうち、第５号に規定する「特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、障害者支援施設中里ワークホーム、介護老人保健施設の設置、管

理及び運営に要する費用の一部助成に関すること」と規定がございますが、この共同処

理する事務につきましてを削除し、第６号から第 10 号までを１号ずつ繰り上げをしよう

とするものでございます。 

 なお、この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行するものでございます。 

 地方自治法第 286 条第１項の規定により、関係市町村と協議をするにあたり、同法第

290 条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。 

 以上で説明を終わります。 
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 よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１２ 議案第１２号「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第５号）について」

を議題といたします。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長 内田正司君。 

〔総務企画課長 内田正司君 登壇〕 

○総務企画課長（内田正司君） 

 議案第 12 号「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第５号）について」御説明を申

し上げます。 

 今補正予算は、歳入歳出それぞれ 1,460 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 50 億 2,063 万 1,000 円とするものでございます。 

 11 ページをお願いいたします。 

 歳出から説明いたします。 

 初めに、人件費の補正につきましては、各費目に計上をされていますが、県人勧に伴
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います給与改定による増額の他、当初予算後の異動等を反映し、特別職では期末手当 34

万 7,000 円、共済費 11 万 5,000 円、一般職では給料 185 万円、職員手当 528 万 7,000 円、

共済費 194 万 6,000 円、これら総額で 954 万 5,000 円の増額をお願いしているところで

ございます。 

 第２款の総務費でございます。第３目財産管理費、13節委託料でございます。58万 9,000

円をお願いいたしました。旧一中跡地に、倉庫及び重機置き場の建設を来年度行うため、

設計委託費及び地質調査費をお願いしたものでございます。 

 その下の 15 節工事請負費でございますが、2,737 万 7,000 円の減額でございます。吉

浜岸壁補修工事費及び旧鋸南一中校舎等解体工事費の確定により減額をお願いをするも

のでございます。 

 その下になります、９目の都市交流施設整備事業費でございます。公有財産購入費 543

万 8,000 円につきまして、及び 12 ページ、建物移転補償費 726 万 5,000 円につきまして

は、都市交流施設として活用したい隣接の民有地 263.96 平米を購入し、既存の倉庫移転

に伴う補償費を併せてお願いするものでございます。 

 第３項でございます。第１目の戸籍住民基本台帳費、第 13 節委託料でございます。当

初予算では「住民記録システム等改修委託」として 400 万円を計上いたしましたが、今

後、社会保障・税番号制度に関わるものは、細節標記を統一するため、社会保障・税番

号制度関連システム改修委託費として組み替えし、合わせて 11 万 1,000 円の増額をお願

いするものでございます。 

 19 節でございますが、国が管理いたします中間サーバの整備に必要な町の負担金をお

願いいたしました。66 万 3,000 円でございます。 

 13 ページをお願いします。 

 選挙費でございます。３目の千葉県議会議員選挙費につきましては、来年の４月 12 日

に執行予定の千葉県議会議員選挙執行経費につきまして、選挙準備等で３月中に執行す

る必要な経費の計上をお願いいたしました。 

 13 ページの一番下の行になります。 

 社会福祉総務費の 13 節委託料 100 万 1,000 円でございますが、これにつきましては、

国民年金システム導入委託費で、日本年金機構と町を結ぶ国民年金システムの導入費用

でございます。なお、国から 100 万円の助成を受け事業を実施するものでございます。 

 14 ページをお願いいたします。 

 一番上の行でございます。国民健康保険特別会計繰出金 17 万 6,000 円の減額につきま

しては、人件費の変動により減額するものでございます。 

 第５目でございます。介護保険費、28 節繰出金でございますが介護保険特別会計繰出

金 81万 8,000円につきましては、給与改定に伴う人件費分を増額するものでございます。 

 第８目の障害福祉費でございます。償還金利子及び割引料 66 万 8,000 円をお願いして

ございますが、各事業の前年度清算に伴います返還金を計上したものでございます。 
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 15 ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費でございます。３目環境衛生費、12 節の役務費でございますが、水質検査

手数料 45 万 8,000 円につきましては、佐久間川の水質検査３回分をお願いしたものであ

ります。 

 16 ページをお願いいたします。16 ページの一番上の行でございますが、鳥獣被害防止

総合対策交付金 47 万円につきましては、県の助成 46 万 9,000 円を受けまして、鋸南町

有害鳥獣協議会に対し、鳥獣被害対策実施隊で活用するドックナビの購入にかかります

交付金でございます。 

 第５款の農林水産業費でございます。第３目の漁港管理費でございます。第 15 節工事

請負費 120 万円につきましては、岩井袋漁港西護岸転落防止柵の設置工事をお願いする

ものでございます。老朽化に伴い改修をするものでございますが 50 メートルの更新を行

うものでございます。 

 17 ページをお願いいたします。第６款、第４目道の駅推進事業費でございます。11 節

の修繕料 21 万 2,000 円につきましては、道の駅観光案内所脇の観光案内看板老朽化に伴

いまして修繕するものでございます。なお、県の観光地魅力アップ事業補助金を活用し、

事業を実施するものでございます。 

 18 ページをお願いをいたします。第９款の教育費、第２項の小学校費でございます。

11 節の需用費燃料費５万円、その下 14 節の重機借上料 43 万 2,000 円につきましては、

一時転用して鋸南小学校前の駐車場用地として活用しておりましたが、この用地を農地

に復元する費用を計上したものでございます。 

 第３項の中学校費、１目学校管理費の修繕料 56 万 7,000 円でございますが、校内放送

のチャイム、昇降口ドア等の修繕料をお願いしたものでございます。 

 20 ページをお願いいたします。 

 10款の災害復旧費でございます。１目の道路橋梁災害復旧費 800万円につきましては、

９月 10 日から 11 日の豪雨により被災しました、大崩地先の町道 4043 号線の災害復旧工

事費をお願いをしてございます。 

 次に歳入でございます。 

 ９ページをお開き願います。 

 歳出に充当いたします特定財源以外といたしまして、第８款の地方特例交付金につき

ましては、交付額の確定によりまして、減収補てん特例交付金３万 9,000 円を増額する

ものでございます。 

 第９款の地方交付税では、普通交付税１億 228 万 9,000 円を計上しております。今年

度の普通交付税の交付確定額は 17 億 6,128 万 9,000 円でございました。留保しておりま

した全額を予算化したものでございます。 

 10 ページをお願いいたします。 

 第 17款でございます。繰入金、財政調整基金繰入金でございますが、１億 5,350万 8,000
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円減額するものでございます。今補正によりまして余剰となった分を減額するものでご

ざいますが、補正後の財政調整基金残高は７億 4,403 万 5,000 円を見込んでいるところ

でございます。 

 第 18 款でございます。繰越金につきましては、前年度繰越金留保額 4,510 万 9,000 円

を計上いたしました。19 節諸収入、雑入でございますが、県税の取扱費交付金 27 万 1,000

円につきましては９月 30日までの県税の取扱額に対します交付金を計上したものでござ

います。取扱額は 1,364 万 7,000 円でございます。 

 その下の市町村振興宝くじ交付金 617 万円につきましては、サマージャンボ宝くじに

かかります交付金でございます。 

 ５ページを、お願いいたします。 

 第２表地方債の補正でございます。公共土木施設災害復旧事業といたしまして地方債

260 万円を新たに追加するものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第３表債務負担行為補正でございます。 

 社会保障・税番号制度対応例規整備支援業務委託といたしまして、限度額 108 万円の

債務負担行為を設定するものでございます。 

 個人情報保護法をはじめ、町例規集の改正箇所抽出や改正案の作成を委託するもので、

平成 27 年 10 月施行までに整備を行うものでございます。 

 21 ページをお願いをいたします。 

 地方債に関する調書でございますが、表の右下、48 億 8,883 万 1,000 円が平成 26 年度

末の起債残高見込みとなるものでございます。 

 22 ページから 26 ページは給与明細書となりますので、御参照願いたいと思います。 

 以上で、議案第 12 号「平成 26 年度鋸南町一般会計補正予算（第５号）」の説明を終わ

ります。 

 よろしく、御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 
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 これより採決を行います。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１３ 議案第１３号「平成 26 年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について」を議題といたします。 

 税務住民課長より議案の説明を求めます。 

 税務住民課長 福原傳夫君。 

〔税務住民課長 福原傳夫君 登壇〕 

○税務住民課長（福原傳夫君） 

 議案第 13 号「平成 26 年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」

御説明いたします。 

 恐れ入りますが、１ページを御覧ください。 

 「平成 26 年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」でありますが、歳入

歳出それぞれ 124 万 9,000 円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 12 億 9,458 万

2,000 円にしようとするものです。 

 それでは、歳出から御説明いたしますので、７ページを御覧ください。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費につきましては、給

付動向を勘案し、100 万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 ２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費につきましては、療養費の見込み額

が伸びていることから 100 万円の増額を、増額補正をお願いするものでございます。 

 ８款保健事業費、１目施設管理費 17 万 6,000 円の減額補正につきましては、給与改定

及び職員の産後休暇の確定による減額補正をお願いするものでございます。 

 10 款諸支出金、１目一般被保険者保険料還付金 141 万 9,000 円の増額補正につきまし

ては他の保険制度に移行したにもかかわらず、被保険者からの資格喪失届出の申請手続

きが遅れたことから、その間に納付されていました保険料を被保険者に還付するもので

ございます。 

 次のページ、８ページをお願いします。 

 ３目償還金につきましては 6,000 円の増額補正をお願いするものでございます。 
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 平成 25 年度高齢者医療制度円滑運営事業による 70 歳以上に交付される高齢受給者証

再交付事業の補助金が確定したことにより、超過交付金となった 7,000 円を返還するも

のでございます。補正は、不足額の 6,000 円を増額補正するものでございます。 

 以上で、歳出を終わります。 

 続きまして歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお願いします。 

 ７款繰入金、１目一般会計繰入金 17 万 6,000 円の減額補正につきましては、給与改定

及び職員の産後休暇の確定に伴い補正をお願いするものでございます。 

 ９款諸収入、３目一般被保険者返納金につきましては、労働者災害補償保険該当によ

り、被保険者から診療費 142 万 5,000 円が返納されるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行ないます。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１４ 議案第１４号「平成２６年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について」を議題といたします。 
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 保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

 保健福祉課長 君。 

〔保健福祉課長 君 登壇〕 

君） 

 議案第 14 号「平成 26 年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第２号）について」御

説明申し上げます。 

 今補正予算は、歳入歳出それぞれ 81 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ 11 億 9,979 万 7,000 円とするものでございます。 

 今回の補正は、千葉県人事委員会の勧告に基づく給与改定によりまして、増額補正を

行おうとするものでございます。 

 それでは、歳出から御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第６款地域支援事業、第１項介護予防事業費及び第２項包括的支援事業・任意事業費

に係る職員３名分の人件費を、県人事委員会の勧告に伴う改定率によりまして、合せて

81 万 8,000 円の増額をしようとするものでございます。 

 また、第１項介護予防事業費、第１目介護予防特定高齢者施策事業費では補正額はあ

りませんが、年度末を見据え過不足の調整をお願いするものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第７款繰入金、第１項一般会計繰入金、第２目及び第３目の地域支援事業繰入金、合

わせまして 81 万 8,000 円を増額しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行ないます。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 
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〔挙手 全員〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（伊藤茂明） 

 日程第１５ 議案第１５号「平成 26 年度鋸南町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて」を議題といたします。 

 水道課長より議案の説明を求めます。 

 水道課長 山﨑友之君。 

〔水道課長 山﨑友之君 登壇〕 

○水道課長（山﨑友之君） 

 議案第 15 号「平成 26 年度鋸南町水道事業会計補正予算（第１号）について」御説明

いたします。 

 今補正予算につきましては、県人事委員会勧告による給与改定及び人事異動に伴う職

員給与費の減額補正をお願いするものであります。 

 恐れ入りますが２ページをお願いいたします。 

 実施計画により御説明いたします。 

 収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、今回補正はございません。 

 支出において第１款水道事業費を 348 万円減額し、４億 8,502 万 4,000 円にしようと

するものであります。内訳でありますが、第１項営業費用、第１目原水及び浄水費 42 万

6,000 円と、第２目配水及び給水費 30 万 2,000 円の増額は給与改定によるものでござい

ます。 

 第４目総掛費 391万 6,000円の減額は給与改定及び人事異動によるものでございます。 

 第４項特別損失、第１目その他特別損失 29 万 2,000 円の減額は給与改定及び人事異動

による期末勤勉手当等の減額であります。 

 資本的収入及び支出ですが、今回補正はございません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成 26 年度鋸南町水道事業会計予算予定キャッシュフロー計算書でございますが、９

月の決算認定を受け、平成 26 年度末における資金残高は２億 4,732 万 8,000 円となる見

込みでございます。 

 ４ページをお願いします。 

 給与費明細書でありますが、給与改定及び人事異動に伴う人件費の状況であります。 
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 ５ページから７ページは、平成 25 年度鋸南町水道事業損益計算書及び貸借対照表。 

 ８ページ、９ページは平成 26 年度鋸南町水道事業予定貸借対照表ですので、後ほど御

参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤茂明） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（伊藤茂明） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行ないます。 

 原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 多数〕 

○議長（伊藤茂明） 

 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 

 

     ◎閉会の宣言 

 

○議長（伊藤茂明） 

 これにて、今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

 よって、平成 26 年第６回鋸南町議会定例会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

〔閉会のベルが鳴る〕 

 

 

……… 閉 会・午前１１時４０分 ……… 
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  地方自治法第１２４条第２項の規定により署名する。 

 

 

平成２７年 ２月２０日 

 

 

議 会 議 長   伊 藤  茂 明 

 

署 名 議 員   手 塚  節 

 

署 名 議 員   平島  孝一郎 

 


